
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

第３次府中市保健計画・第３次府中市食育推進計画 

つなげよう健康の環
わ

 ～世代を超えてつながる健康なまち府中～ 

ひろげよう食の環
わ

 ～食ではぐくむ健康なまち府中～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、令和３年度から令和８年度までを計画期間とする、「第３次府中市保健計画

（第３次健康ふちゅう２１）及び第３次食育推進計画」を策定いたしました。両計画は、

これまで健康づくりと食育についてそれぞれの観点から計画を策定しておりましたが、

計画期間が共に令和２年度をもって満了すること、そして、両計画の施策を総合的に推

進し、更なる連携を図るため、一体的に策定いたしました。 

健康づくりや食育を推進するには、一人ひとりが健康を意識し、食への理解を深め、

正しい知識を持って健康づくりに取り組むこと、そして、人や地域とのつながりにより

健康づくりを広げていくことが重要です。 

また、健康寿命の延伸に向け、新たに発生した新型コロナウイルス感染症などの健康

危機や、今後起こり得る健康課題に柔軟に対応すること、コロナ禍における「新しい生

活様式」の考え方を踏まえた健康づくりや食育を推進していくことが重要となります。 

本市といたしましても、今まで以上に地域のつながりを重視し、個人、関係機関、企

業等との協働により、地域ぐるみでの健康づくりを推進するとともに、社会状況の変化

や新たな課題を踏まえ、市民の皆様が生涯健康で豊かな生活を送ることができるよう

努めてまいります。 

本計画の策定に当たり、市民の皆様にはアンケート調査、健康づくりの取組に関する

情報提供にご協力をいただいたほか、保健計画・食育推進計画推進協議会委員及び関係

の皆様から貴重なご意見、ご助言をいただきました。 

本計画の策定にお力添えをいただきました皆様に、心より感謝申しあげます。 
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本冊子を読む上での留意事項 

１ 合冊の趣旨 

本市では、第２次健康ふちゅう２１（第２次府中市保健計画）（以下「第２

次保健計画」といいます。）と第２次府中市食育推進計画（以下「第２次食育

推進計画」といいます。）に基づき、健康づくり及び食育を推進してきました。 

令和２年度末をもって、各計画の計画期間が終了することに加え、健康づく

りと食育の更なる連携を図るため、本市では、第３次府中市保健計画（第３次

健康ふちゅう２１）（以下「第３次保健計画」といいます。）と第３次府中市食

育推進計画（以下「第３次食育推進計画」といいます。）を一体的に策定する

こととしました。 

 

２ 本冊子の構成 

「第１編」は第３次保健計画と第３次食育推進計画に共通した内容である計

画の位置付け、期間、策定体制等とともに、本市の人口特性や保健・食育に関

する統計データを示します。 

「第２編」は第３次保健計画の内容を、「第３編」は第３次食育推進計画の

内容をまとめ、計画の趣旨や前回計画の評価、今後の課題、基本理念、施策体

系、具体的取組等をそれぞれ示します。 

最後に、「参考資料編」として、第３次保健計画と第３次食育推進計画の内

容を協議した府中市保健計画・食育推進計画推進協議会の規則や委員名簿、検

討経過、用語集等を示します。 

 

３ 略称表記 

本冊子では、字数の多い頻出単語を次のとおり略して表記します。 

 

略称 単語 

第３次保健・食育推進計画 
第３次府中市保健計画（第３次健康ふちゅう２１）と 

第３次府中市食育推進計画 

第３次保健計画 第３次府中市保健計画（第３次健康ふちゅう２１） 

第３次食育推進計画 第３次府中市食育推進計画 

第２次保健計画 第２次健康ふちゅう２１（第２次府中市保健計画） 

第２次食育推進計画 第２次府中市食育推進計画 

市民アンケート調査 「健康と安全・安心な暮らし」に関する市民アンケート調査 
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１ 計画の位置付け 

第３次保健計画は、健康増進法第８条第２項に規定される市町村健康増進計

画として、第３次食育推進計画は、食育基本法第 18条に規定される市町村食育

推進計画として位置付けています。 

本市の総合計画及び福祉計画を上位計画とし、保健・福祉分野の個別計画（地

域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画等）、その他の分野の計画等との整合・

連携を図ります。 
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性 連携 

 
 

地域福祉計画・ 

福祉のまちづくり推進計画 

高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画 

福祉計画 

障害者計画 

障害福祉計画・障害児福祉計画 

子ども・子育て支援計画 

 
保 健 計 画 

食育推進計画 

総合計画 

保健・福祉分野 

そ
の
他
の
分
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計画等 

国
民
健
康
保
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保
健
事
業
実
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計
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農
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振
興
計
画 

学
校
教
育
プ
ラ
ン 

地
域
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災
計
画 

自殺総合対策計画 
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２ 計画期間 

第３次府中市保健計画（第３次健康ふちゅう２１）と第３次府中市食育推進計

画（以下「第３次保健・食育推進計画」といいます。）は、令和３年度から令和

８年度までの６年間を計画期間とします。目標の達成状況や社会情勢の変化等

に応じて見直しを行い、効果的な施策を展開していきます。 

 

 

  平成  令和 

 

 

27
年
度 

28
年
度 

29
年
度 

30
年
度 

31/1
年
度 

２
年
度 

３
年
度 

４
年
度 

５
年
度 

６
年
度 

７
年
度 

８
年
度 

              
 
総合計画 第６次総合計画 第７次総合計画(仮) 

                            
 
福祉計画 福祉計画 福祉計画 

                            
 
【地域福祉分野】 

地域福祉計画・ 

福祉のまちづくり推進計画 

地域福祉計画・ 

福祉のまちづくり推進計画 
                            
 

【高齢者福祉分野】 

高齢者保健福祉計画 

・介護保険事業計画 

（第６期） 

高齢者保健福祉計画 

・介護保険事業計画 

（第７期） 

高齢者保健福祉計画 

・介護保険事業計画 

（第８期） 

高齢者保健福祉計画 

・介護保険事業計画 

（第９期） 

                            
 
【障害者福祉分野】 障害者計画 障害者計画 

              
 

 
障害福祉計画 

（第４期） 

障害福祉計画 

（第５期） 

障害児福祉計画 

（第１期） 

障害福祉計画 

（第６期） 

障害児福祉計画 

（第２期） 

障害福祉計画 

（第７期） 

障害児福祉計画 

（第３期） 

                            
 

【子ども・子育て支援】 子ども・子育て支援計画 
第２次 

子ども・子育て支援計画 

第３次 

子ども・子育

て支援計画 
                            
 
     自殺総合対策計画 

第２次 

自殺総合対策計画 
                            
 

【健康分野】 第２次保健計画 第３次保健計画 

                            
 

 第２次食育推進計画 第３次食育推進計画 
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３ 計画の策定体制と手続 

（１）府中市保健計画・食育推進計画推進協議会 

第３次保健・食育推進計画を策定するに当たり、学識経験者を始め、社会福

祉、医療、商工、農業、健康増進・介護予防における関係団体、行政職員、公

募による市民により構成した府中市保健計画・食育推進計画推進協議会を設置

しました。 

また、第３次保健・食育推進計画の策定後においては、同協議会で進捗状況

の確認と取組状況等の情報交換を行い、第３次保健・食育推進計画の施策を着

実に推進します。 

 

（２）市民アンケート調査の実施 

第３次保健・食育推進計画の策定に当たり、市民の健康・食育に関する実態

を把握するため、令和元年９月に、市内在住の 18 歳以上の市民の中から無作

為に抽出した 21,300人を対象に、「健康と安全・安心な暮らし」に関する市民

アンケート調査（以下「市民アンケート調査」といいます。）を実施しました。 

回収したアンケートは、性別、世代別（若年者：18～39歳、中年者：40～64

歳、高齢者：65 歳以上）の項目毎の集計・分析及び前回調査（平成 27 年度）

との比較分析を行いました。 

 

（３）パブリックコメント手続の実施 

第３次保健・食育推進計画の策定に当たり、パブリックコメント手続（令和

２年 11月 24日から 12月 23日まで）を実施しました。 
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４ 市の人口特性と健康に関する現状 

（１）人口 

①総人口と年齢３区分別人口割合 
総人口は、年々増加しており、平成 31年では 260,011人となっています。 

年齢３区分別人口割合を見ると、年少人口（０～14歳）、生産年齢人口（15

～64歳）、老年人口（65歳以上）は、それぞれほぼ横ばいで推移しており、全

国・東京都と比較すると、年少人口は高く、老年人口は低くなっています。 

総人口と年齢３区分別人口割合における推移 

 
【出典】総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（各年１月１日現在）」 

 

 

平成 31年の年齢３区分別人口割合における全国・東京都との比較 

 

【出典】総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成 31 年１月１日現在）」 

  

13.3 

13.5 

13.6 

13.7 

13.7 

65.0 

65.0 

65.1 

65.4 

65.7 

21.7 

21.6 

21.3 

20.9 

20.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平成31年

平成30年

平成29年

平成28年

平成27年

年少人口 生産年齢人口 老年人口

（％） 総人口（人）

260,011

258,654

258,000

256,748

254,551

13.3 

11.7 

12.4 

65.0 

65.8 

60.0 

21.7 

22.6 

27.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

府中市

東京都

全 国

年少人口 生産年齢人口 老年人口

（％） 総人口（人）

260,011

13,740,602

127,443,493



 

7 

（２）世帯 

①世帯数と１世帯あたりの人数 
世帯数は、年々増加している一方、１世帯あたりの人数は微減傾向が見られ

ます。 

世帯数及び１世帯あたりの人数における推移 

 

【出典】総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（各年１月１日現在）」 

 

②65歳以上単独世帯数割合 
65 歳以上単独世帯数が占める割合を見ると、増加傾向にありますが、東京

都と比較すると低く推移しています。 

65歳以上単独世帯数が占める割合の推移における東京都との比較 

 

【出典】総務省「国勢調査」 
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（３）出生 

①出生数と出生率 
出生数と出生率は、平成 27年から年々減少しており、平成 30年では出生数

が 1,961人、出生率が 7.4となっています。 

出生数と出生率（人口千対）の推移 

 

【出典】東京都「人口動態統計」 

 

②合計特殊出生率 
合計特殊出生率は、平成 27 年から年々減少しており、平成 30 年では 1.30

となっています。東京都と比べると高く推移していますが、全国と比べると低

く推移してます。 

合計特殊出生率の推移における全国・東京都との比較 

 

【出典】厚生労働省「人口動態調査」、東京都「人口動態統計」 
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1.40 
1.44 1.43 

1.39 

1.30 

1.15 

1.24 1.24 
1.21 1.20 

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

全 国

府中市

東京都



 

9 

（４）平均寿命と健康寿命 

①平均寿命と健康寿命 
平均寿命と健康寿命は、平成 16年から平成 28年までにかけて、それぞれ伸

びています。 

平成 28 年において、平均寿命は男性が 80.98 年、女性が 87.14 年となって

おり、健康寿命は男性が 72.14年、女性が 74.79年となっています。 

平均寿命と健康寿命の推移 

 

【出典】平均寿命は厚生労働省「簡易生命表・完全生命表」、健康寿命は「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策

の費用対効果に関する研究・第 11 回健康日本２１（第二次）推進専門委員会資料」 

 

②65歳健康寿命 
65 歳健康寿命（要支援１以上）を見ると、平成 29 年では府中市の男性が

81.28歳、女性が 82.63歳となっています。東京都と比べると、男性は毎年高

く推移していますが、女性は平成 27年からほぼ同じ水準で推移しています。 

65歳健康寿命（要支援１以上）の推移における東京都との比較 

 

【出典】東京都「都内各区市町村の 65歳健康寿命」 
  

85.59 85.99 86.30 86.61 87.14
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（年）
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82.67
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80.81 80.89 80.98 81.04 81.10

80.0
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東京都（男性）

（歳）
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（５）要介護認定者 

①要介護認定者数と構成比 
65歳以上の要介護認定者数を見ると、年々増加しており、平成31年は11,185

人となっています。平成 31 年について、要介護１から要介護５を合計した要

介護の認定者数は 8,184人となり、全体の約４分の３（73.2％）を占めていま

す。この割合は、平成 27 年から平成 30 年までは上昇しましたが、平成 31 年

は減少しています。 

65歳以上の要介護認定者数の推移 

 
【出典】府中市「統計書」 
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(23.9%)

1,578
(16.3%)
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（６）主要死因と自殺統計 

①主要死因別死亡割合 
主要死因別死亡割合を見ると、悪性新生物（がん）（29.9％）が最も高く、次い

で心疾患（16.9％）、脳血管疾患（7.5％）、老衰（6.7％）、肺炎（6.3％）となっ

ています。東京都と比較すると、心疾患は１ポイント以上高くなっています。 

平成 29 年の主要死因別死亡割合における東京都との比較 

 

【出典】東京都「人口動態統計」 

 

②自殺者数と自殺死亡率 
自殺者数は、平成 27年と平成 28 年が 40 人台であり、平成 29 年に 29 人に

減少し、平成 30年以降は 30人台となっています。 

自殺死亡率を東京都と比較すると、平成 28 年を除いて低く推移しており、

平成 31年は 13.8となっています。 

自殺者数と自殺死亡率の推移における東京都との比較 

 

【出典】厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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（７）国民健康保険における医療費と被保険者数 

①医療費 
医療費は、平成 27年度から年々減少しており、平成 30年度では 178億 8600

万円となっています。一方、一人あたり医療費は、平成 26 年度の 293,939 円

と比較すると、平成 30年度は 326,370円と３万円以上高くなっています。 

国民健康保険における医療費総額と一人あたり医療費の推移 

 

注）上記医療費は保険適用分の調剤を含む診療に係る費用（10 割分）を指す。 

【出典】府中市「保険年金課資料」 

 

②被保険者数 
被保険者数は、平成 26年度から年々減少しており、平成 30年度では 52,838

人となっています。 

国民健康保険における被保険者数の推移 

 

【出典】府中市「施策の成果」 
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（８）特定健康診査と特定保健指導の状況 

①特定健康診査の受診率 
特定健康診査の受診率は、53％前後を横ばいで推移しています。全国・東京

都と比較すると、高い水準で推移しています。 

特定健康診査の受診率の推移における全国・東京都との比較 

 

【出典】府中市「保険年金課資料」 

 

②特定保健指導の実施率 
特定保健指導の実施率は、平成 30年度が 13.8％となっています。全国及び

東京都と比べると低くなっています。 

特定保健指導の実施率の推移における全国・東京都との比較 

 

【出典】府中市「保険年金課資料」 
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（９）がん統計 

①がん検診の受診率 
がん検診の受診率について全体を見ると、平成 27 年度から平成 30 年度ま

で、胃がん、肺がん、大腸がんは東京都と比較して低く推移しています。一方、

子宮頸がんは東京都とほぼ同じ水準を推移しており、乳がんは高く推移してい

ます。 

がん検診受診率の推移における東京都との比較 

 

【出典】東京都「東京都がん検診精度管理評価事業」 

  

種類

全体 4.9 ％ 5.1 ％ 4.8 ％ 8.2 ％ 4.7 ％

男性 4.1 ％ 4.6 ％ 4.9 ％ 8.6 ％ 4.7 ％

女性 5.8 ％ 5.5 ％ 4.8 ％ 7.9 ％ 4.7 ％

全体 6.7 ％ 9.2 ％ 9.2 ％ 10.2 ％ - ％

男性 5.9 ％ 8.7 ％ 8.7 ％ 9.6 ％ - ％

女性 7.4 ％ 9.7 ％ 9.6 ％ 10.8 ％ - ％

全体 1.3 ％ 0.7 ％ 1.9 ％ 2.0 ％ 2.1 ％

男性 1.4 ％ 1.2 ％ 2.5 ％ 2.1 ％ 2.5 ％

女性 1.1 ％ 0.3 ％ 1.4 ％ 2.0 ％ 2.5 ％

全体 9.9 ％ 9.9 ％ 9.8 ％ 10.4 ％ - ％

男性 8.5 ％ 8.5 ％ 8.4 ％ 8.9 ％ - ％

女性 11.1 ％ 11.2 ％ 11.1 ％ 11.8 ％ - ％

全体 9.4 ％ 9.9 ％ 10.0 ％ 10.1 ％ 8.7 ％

男性 7.6 ％ 7.5 ％ 7.3 ％ 7.3 ％ 6.9 ％

女性 11.2 ％ 12.2 ％ 12.5 ％ 12.8 ％ 11.6 ％

全体 23.5 ％ 22.4 ％ 22.0 ％ 21.6 ％ - ％

男性 18.8 ％ 17.9 ％ 17.6 ％ 17.4 ％ - ％

女性 27.9 ％ 26.6 ％ 26.0 ％ 25.6 ％ - ％

府中市 女性 20.8 ％ 19.9 ％ 19.5 ％ 18.7 ％ 27.8 ％

東京都 女性 21.0 ％ 19.8 ％ 19.0 ％ 18.6 ％ - ％

府中市 女性 29.4 ％ 30.2 ％ 30.3 ％ 28.8 ％ 18.1 ％

東京都 女性 21.5 ％ 21.6 ％ 20.8 ％ 20.3 ％ - ％

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

府中市

東京都

子宮頸がん

乳がん

胃がん

肺がん

大腸がん

区分

府中市

東京都

府中市

東京都
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②がん検診の精密検査受診率 
がん検診の精密検査受診率について全体を見ると、平成 26年度から平成 29

年度まで、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんのいずれにおいて

も、東京都と比較して高く推移しています。 

がん検診精密検査受診率の推移における東京都との比較 

 

【出典】東京都「東京都がん検診精度管理評価事業」 

  

種類

全体 83.6 ％ 96.0 ％ 94.8 ％ 92.4 ％ 95.7 ％

男性 85.1 ％ 95.2 ％ 92.5 ％ 90.1 ％ 94.5 ％

女性 80.4 ％ 97.4 ％ 98.9 ％ 97.3 ％ 97.5 ％

全体 72.0 ％ 73.0 ％ 72.7 ％ 73.1 ％ - ％

男性 71.5 ％ 71.6 ％ 71.1 ％ 71.1 ％ - ％

女性 72.5 ％ 74.5 ％ 74.6 ％ 75.5 ％ - ％

全体 80.0 ％ 89.5 ％ 91.7 ％ 100.0 ％ 100.0 ％

男性 66.7 ％ 93.3 ％ 100.0 ％ 100.0 ％ 100.0 ％

女性 100.0 ％ 75.0 ％ 50.0 ％ 100.0 ％ 100.0 ％

全体 62.0 ％ 70.2 ％ 67.0 ％ 71.5 ％ - ％

男性 61.7 ％ 69.0 ％ 65.8 ％ 70.7 ％ - ％

女性 62.8 ％ 71.4 ％ 68.1 ％ 72.3 ％ - ％

全体 79.2 ％ 78.9 ％ 81.4 ％ 74.7 ％ 92.5 ％

男性 80.5 ％ 76.2 ％ 76.3 ％ 80.8 ％ 93.0 ％

女性 78.1 ％ 81.0 ％ 84.9 ％ 70.2 ％ 92.5 ％

全体 50.0 ％ 56.8 ％ 53.3 ％ 56.1 ％ - ％

男性 49.7 ％ 56.0 ％ 52.9 ％ 55.6 ％ - ％

女性 50.2 ％ 57.4 ％ 53.7 ％ 56.5 ％ - ％

府中市 女性 78.9 ％ 78.8 ％ 82.6 ％ 82.8 ％ 97.0 ％

東京都 女性 58.8 ％ 65.8 ％ 71.1 ％ 67.6 ％ - ％

府中市 女性 91.6 ％ 84.6 ％ 96.2 ％ 92.8 ％ 98.6 ％

東京都 女性 75.4 ％ 82.1 ％ 84.7 ％ 85.0 ％ - ％

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度区分

乳がん

大腸がん

府中市

東京都

子宮頸がん

胃がん

府中市

東京都

肺がん

府中市

東京都
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（10）歯科 

①８０２０
ハチマルニイマル

達成者と一人平均現在歯数 
75～84歳の一人平均現在歯数は、20本を超えています。「80歳で 20本の歯

を有する者」の割合は、令和元年度では 70.7％となり、年々増加しています。 

８０２０達成者の割合と一人平均現在歯数の推移 

 

注）黒い点線は平成 26 年度における東京都の割合（55.5％）を指し、東京都は増やすことを目標にしている。 

【出典】府中市「府中市成人歯科健康診査資料」 

 

②６０２４
ロクマルニイヨン

達成者と一人平均現在歯数 
55～64 歳の一人平均現在歯数は 24 本を超えています。「60 歳で 24 本の歯を有

する者」の割合は、80％台で推移し、令和元年度では 86.5％となっています。 

６０２４達成者の割合と一人平均現在歯数の推移 

 

注）黒い点線は平成 26 年度における東京都の割合（70.0％）を指し、東京都は増やすことを目標にしている。 

【出典】府中市「府中市成人歯科健康診査資料」 
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③歯の定期健診等の受診率 
かかりつけ歯科医で定期健診又は予防処置を受けている人の割合について、

20～64 歳を見ると、５割台半ばで推移しており、令和元年度では 56.2％とな

っています。平成 26年度における東京都の目標（70.0％）は下回っています。 

一方、65 歳以上を見ると、７割台半ばで推移しており、令和元年度では

75.5％となっています。平成 26 年度における東京都の目標（70.0％）は達成

しています。 

かかりつけ歯科医で定期健診又は予防処置を受けている人の割合の推移（20～64歳） 

 

注）黒い点線は平成 26 年度における東京都の目標（70.0％）を指している。 

【出典】府中市「府中市成人歯科健康診査資料」 

 

かかりつけ歯科医で定期健診又は予防処置を受けている人の割合の推移（65歳以上） 

 

注）黒い点線は平成 26 年度における東京都の目標（70.0％）を指している。 

【出典】府中市「府中市成人歯科健康診査資料」 
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（11）主観的健康観 

①主観的健康観 
自分の健康状態について、健康だと回答した人の割合（「とても健康だ」と

「まあ健康な方だ」の合計）は 82.6％となっており、平成 25年度と同様８割

を超えていますが、「とても健康だ」の割合を見ると、13.6％となっており、

過去の調査と比較すると割合は低くなっています。 

世代別に健康だと回答した人の割合を見ると、若年者が 89.9％、中年者が

84.8％、高齢者が 74.8％となっており、年齢が上がるにつれて割合は下がっ

ています。 

主観的健康観の経年変化 

 

【出典】府中市「『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

世代別にみた主観的健康観 

  

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 
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（12）地域とのつながり 

①自治会加入率 
自治会加入率は、平成 20 年の 62.0％から平成 25 年の 63.3％へと増加した

ものの、平成 30年の 56.8％へと減少しています。 

自治会加入率の推移 

 

【出典】府中市「事務報告書」 

 

②市民活動センタープラッツの登録団体数 
府中市市民活動センタープラッツの登録団体数を見ると、「学術、文化、芸

術又はスポーツの振興」が 180団体と最も多く、次いで「保健、医療又は福祉

の増進」が 95団体、「子どもの健全育成」が 72団体となっています。 

令和元年度の府中市市民活動センタープラッツの登録団体数 

 
【出典】府中市「協働推進課資料」 

  

248,004 247,752 258,567 

62.0 63.3
56.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

0

200,000

400,000

600,000

平成20年 平成25年 平成30年

人口 自治会加入率

（人） （％）

No. 主な活動分野 登録団体数

1 学術、文化、芸術又はスポーツの振興 180

2 保健、医療又は福祉の増進 95

3 子どもの健全育成 72

4 社会教育の推進 41

5 まちづくりの推進 33

6 人権の擁護又は平和の推進 12

7 環境の保全 11

8 国際協力の活動 8

9 男女共同参画社会の形成の促進 6

10 連絡、助言又は援助の活動 6

11 その他 22

486計
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（13）新型コロナウイルス感染症について 

世界各国で流行が確認されている「新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）」

は、令和２年２月１日をもって、感染症法上の「指定感染症」に位置付けられ

ました。潜伏期間は季節性インフルエンザより長く、軽症で済むことが多いも

のの、重症化の例や死亡例も確認されているウイルスです。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和２年４月 16 日には全都

道府県を対象に、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急事

態宣言が発令されました。それにより感染拡大防止策として、外出の自粛や在

宅勤務が推奨され、私たちの生活は大きく変化しました。そして、緊急事態宣

言解除後も、従来の生活では考慮しなかったような場においても感染予防のた

め、飛沫感染や接触感染、更には近距離での会話への対策をこれまで以上に取

り入れた「新しい生活様式」を実践していくことになりました。このような変

化やこの生活がいつまで続くのか先行きが見えない現状、今後起こり得る健康

課題についても柔軟に対応する必要があります。 

 

新型コロナウイルス感染症発生による健康課題 
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第１章 計画策定に当たって 
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１ 計画策定の背景と趣旨 

市は、平成 15 年の健康増進法の施行を受け、市民一人ひとりの生涯を通じ

た健康づくりを実現するために、平成 17 年度から平成 26 年度までを計画期

間とする健康ふちゅう２１（府中市保健計画）を策定しました。その後、平成

27年度から令和２年度までを計画期間とする第２次保健計画を策定し、「市民

（あなた）が主役！笑顔でつなぐ健康なまち府中」を基本理念として掲げ、市

民の健康づくりに取り組んできました。 

第２次保健計画の策定後、市民の健康寿命はやや延伸しており、また、市と

共に健康の維持増進に取り組む市民ボランティアの育成も進む等、市全体で健

康づくりに取り組める基盤が整いつつあります。一方、市民の生活スタイルの

多様化や、65 歳以上単独世帯数の増加が進んでいることから、ライフステー

ジの特性に応じた取組や、健診やがん検診の受診等を含めた健康管理に関する

取組、地域との結びつきをより一層築くための取組等が必要となっています。

更に、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、「新しい生活様式」の考え方

を踏まえる必要性も高まっています。 

このような課題に対応するためには、これまでの取組により築いてきた健康

づくりの基盤を活用するとともに、地域のつながりを重視して、市全体が一丸

となって健康づくりに取り組むことが必要です。 

このことから、市は、第２次保健計画に基づいて実施してきた取組の評価、

健康を取り巻く国や東京都の政策動向や社会情勢の変化を踏まえ、市民の健康

寿命の更なる延伸を図るため、今後６年間の健康施策の指針となる第３次保健

計画を策定します。 
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第1 章 

２ 健康を取り巻く国や東京都の政策動向 

（１）健康日本２１（第二次）の中間評価 

①健康日本２１（第二次）の概要 
〇国は、国民の生活習慣病やその原因となる生活習慣の改善等に関する課題

の解決に向けて、平成 12年から「21世紀における国民健康づくり運動（健

康日本 21）」を開始しました。 

〇平成 24年に策定された「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本

21（第二次）」（以下「健康日本２１（第二次）」といいます。）では、平成

25 年度から令和４年度までの 10 年間を運動期間とし、具体的な 53 項目

の目標に基づき「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」の実現を目指し

ています。 

 

②中間評価の概要 
〇目標の設定後５年を目途に、目標の達成状況や関連する取組状況を中間段

階で確認するため、平成 30 年に中間評価の結果を載せた「健康日本２１

（第二次）中間評価報告書」を取りまとめました。 

〇評価の結果、著しく評価の悪い項目は見られなかったものの、栄養・食生

活、身体活動・運動等の生活習慣に関する目標や、高血圧症、糖尿病等の

生活習慣病の発症・重症化予防に関する目標において、進捗の不十分な傾

向が見られました。 

〇今後の課題として、自治体が独自に行っている取組や健康経営を始めとす

る企業主体となる取組等を通じて、国民が自発的に健康づくりに取り組み

やすい環境づくりを目指すとしています。加えて、自治体が実施した取組

に対するプロセスやその改善方法についても、優良な事例の展開を図る必

要性を指摘しています。 
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（２）東京都健康推進プラン２１（第二次）の中間評価 

①東京都健康推進プラン２１（第二次）の概要 
〇東京都は、平成 12年から開始した国の「21世紀における国民健康づくり

運動」を受け、平成 13 年に「東京都健康推進プラン２１」、平成 25 年に

「東京都健康推進プラン２１（第二次）」を策定しました。 

〇「東京都健康推進プラン２１（第二次）」は、平成 25年度から令和４年度

までを計画期間とし、都民における生活習慣病の発症予防や生活習慣の改

善に向けて、「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」の２つの総合目標

と、３つの領域・14の分野に基づいた分野別目標が設定されています。 

 

②中間評価の概要 
〇東京都は、「東京都健康推進プラン２１（第二次）」について中間年である

５年目を迎え、国の「健康日本２１（第二次）」と同様、平成 31年に中間

評価の結果を載せた「東京都健康推進プラン２１（第二次）中間評価報告

書」を取りまとめました。 

〇評価の結果、総合目標及び分野別目標はおおむね改善傾向にありますが、

休養や飲酒の分野等、健康づくりの基本となる都民の生活習慣については、

現状維持・悪化傾向にある指標が多く見られました。 

〇評価の結果により抽出された課題を踏まえ、東京都は、都民のヘルスリテ

ラシー（健康情報の収集・理解・活用能力）の向上の支援、ライフステー

ジやターゲット（対象）の特性に応じた施策の展開、地域の特性をいかし

た健康づくりがより効果的に行われる環境づくり等に力を入れていくと

しています。 

 

 



 

27 

第２章 第２次府中市保健計画の 

評価と課題 
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１ 第２次保健計画の評価 

第２次保健計画の施策の柱である４つの基本方針により体系化された具体

的取組にしたがって、市がこれまで進めてきた取組、令和元年度に実施した市

民アンケート調査、その他関連する各種調査等の結果からわかることを取りま

とめ、評価と課題の整理を行いました。 

なお、第２次保健計画において、重点項目として推進した取組については、

取組名の横に【重点】と表記しています。 

 

第２次保健計画の施策体系 

基本方針 具体的取組 

１ 健康意識を高める 

（１）生活習慣病について知る 

（２）こころの健康を意識する【重点】 

（３）健康情報を生活に取り入れる 

（４）相談事業を活用する 

（５）健康危機に備える【重点】 

（６）適正な飲酒量を知る 

２ 健康的な生活習慣を

身につける 

（１）元気体重を維持する【重点】 

（２）子どもが健やかに育つ 

（３）健康的な食生活を取り入れる 

（４）運動習慣を身につける 

（５）十分な睡眠をとる 

（６）タバコを吸わない 

（７）生活習慣病の悪化を防止する 

（８）社会生活を営むために必要な心身の機能を維持する 

３ 健康管理を実践する 

（１）ライフステージに応じて定期的に健(検)診を受診する【重点】 

（２）精密検査を受診する 

（３）定期的に受診し、疾病の重症化を防ぐ 

（４）こころの不調に気づいたら早めに対応する 

（５）かかりつけ医を持つ 

４ ソーシャルキャピタ

ルを醸成する 

（１）地域のつながりを強化する【重点】 

（２）市民、企業等の連携・協働を推進する 

（３）こころとこころが触れ合うまちづくりを推進する 

注）一部、本冊で統一している表記に合わせて修正している語句がある。 
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第2 章 

【基本方針１ 健康意識を高める】 

（１）生活習慣病について知る 

①これまでの取組 
〇主に健診・保健指導や健康講座の機会を通じて、個別や集団に対して生活

習慣病に関する正しい知識の普及啓発を行いました。 

〇歯科健康教育や、成人歯科健康診査、歯と口の健康週間普及啓発事業等を

通じて、歯周病は生活習慣病であること、歯周病と全身疾患との関係を広

く市民に周知しました。 

＜実施した健康講座のテーマ（一部）＞ 

メタボリックシンドローム、ロコモティブシンドローム、栄養、歯科、摂食嚥

下、睡眠、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）、肝臓病、心臓病、がん予防 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇令和元年度市民アンケート調査において、定期的な健診や各種がん検診の

受診率は、若年者（18～39 歳）73.2％、中年者（40～64 歳）86.5％、高

齢者（65歳以上）85.0％で、平成 27年度調査と比較するといずれの世代

も受診率の向上には至りませんでした。 

〇各種健康講座が役に立ったと思う人は９割台半ばとなっています。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇健診や保健指導、健康講座等、様々な機会を通じ、生活習慣病に関する正

しい知識の啓発に取り組んできました。生活習慣病の予防を推進するため

には、食生活、運動習慣、休養、禁煙、適正飲酒、歯と口の健康等、健康

的な生活習慣を送るための知識の普及啓発が重要です。今後も生活習慣病

や健康的な生活習慣への関心を高められるよう、情報を発信していく必要

があります。 

〇健（検）診は、自身の健康状態を確認し、生活習慣の改善や健康づくりに

つなげていく機会とする目的がありますが、市民アンケート調査の結果か

ら見ると、健（検）診の受診率は横ばいで推移しています。健（検）診を

定期的に受けることの啓発や、受診結果や通知の機会の活用による効果的

な情報提供等、受診率を向上させる取組が必要です。 
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（２）こころの健康を意識する【重点】 

①これまでの取組 
〇うつ病の予防やストレスへの対処等、こころの健康をテーマとする健康講

座を毎年開催しました。 

〇自殺対策強化月間である３月と９月に、中央図書館を始め、男女共同参画

センターや文化センター等の公共施設において、こころの健康に関するリ

ーフレットの配布や書籍の特設展示を行いました。平成 30 年度からは中

学校と連携し、生徒向けにストレスへの対処やＳＯＳの出し方についての

授業を実施しました。 

〇新生児訪問事業では、エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）を活用し、

産後うつ病のスクリーニングを行い、産後うつ病の予防と早期支援につな

げました。また、産後ケア事業では、育児不安の解消等、産後の精神的な

支援に努めました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『ＷＨＯ－５得点』を見ると、精神的健康状態が良好ではない人（12点以

下）の割合は、若年者と中年者の４割台半ばに比べて、高齢者は３割台半

ばと少ない傾向が認められますが、経年変化では、高齢者の増加傾向が認

められました。 

〇『Ｋ６得点』を見ると、高齢者、中年者、若年者と年齢が下がるにつれて

抑うつ傾向に該当する人の割合が高くなっており、若年者ほど何らかの不

安の問題がある割合が多いことが確認できます。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇様々な機会を活用し、こころの健康づくりに向けた取組を実施してきまし

た。市民アンケート調査の結果から、若年者、中年者、高齢者のそれぞれ

の世代において、精神的健康状態が良好ではない人が一定数いることから、

全ての世代に対して、引き続き、こころの健康づくりに向けた取組を推進

していくことが重要です。 

〇特に若い世代の抑うつ傾向が確認できるため、ストレスへの対応や睡眠・

休養の必要性、身近な人に助けを求めるＳＯＳ発信の重要性を啓発する取

組が必要です。 
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第2 章 

 

ＷＨＯ－５（精神的健康度）得点 

 

注）得点が高いほど、精神的健康状態が良好であることを示す。 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

Ｋ６（抑うつ傾向）得点 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 
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（３）健康情報を生活に取り入れる 

①これまでの取組 
〇府中市健康応援ガイドを平成 28 年度から全戸配布し、健（検）診の機会

や健康に関する相談窓口等の情報を入手しやすい環境を整えました。 

○各種健（検）診の結果に加え、定期的な受診の必要性や生活習慣の改善ポ

イント等の情報を提供しました。 

○健（検）診の機会や健康講座等に関する情報発信の方法として、広報紙の

ほか、市のメール配信サービス、府中市勤労者福祉振興公社ニュース「ひ

ばり」、商工会議所ニュース・メールマガジン等を活用しました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『通信機器の所有状況』を見ると、ＳＮＳが利用できる機器（スマートフォ

ン、パソコン等）の所有率は、若年者と中年者はほとんどの人が所有して

いるのに対し、高齢者は６割となっています。 

〇『ＬＩＮＥ発信・投稿の頻度』を見ると、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、フェイスブック等）

の利用頻度は、若年者ほど利用頻度が高くなっています。また、高齢者で

あっても、ＬＩＮＥに関しては定期利用者（週に数回以上）が５割いること

が認められました。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇健康情報を市民が入手しやすい環境づくりを推進してきており、健康応援

ガイドの配布を始め、広報紙やメール等で発信してきました。 

〇ＳＮＳが利用できる機器について高齢者の所有状況を踏まえると、引き続

き紙媒体での情報発信が不可欠ではありつつ、ＬＩＮＥ等、広く利用されて

いる媒体での情報発信も検討する必要があります。一方、若年者と中年者

の所有状況を踏まえると、市の配信する健康情報に直接的に興味・関心の

ない人に対しても、家族や友人を通じて情報が届く可能性のあるＬＩＮＥや

Ｔｗｉｔｔｅｒ等のＳＮＳによる発信を検討する必要があります。 

  



 

33 

第2 章 

 

通信機器の所有状況 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

ＬＩＮＥ発信・投稿の頻度 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

  

99.4 

96.3 

62.3 

0.5 

2.1 

22.1 

0.2 

1.5 

15.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

若年者（n=2,561）

中年者（n=3,084）

高齢者（n=3,148）

あり 携帯電話のみ（SNS機能なし） 機器なし

（％）

78.5 

60.8 

27.6 

13.5 

17.4 

20.7 

3.8 

5.8 

11.7 

4.2 

16.0 

39.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

若年者（n=2,523）

中年者（n=2,930）

高齢者（n=1,791）

ほぼ毎日 週に数回 月に数回以下 使わない

（％）
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（４）相談事業を活用する 

①これまでの取組 
〇市の相談事業として、ライフステージごとの窓口を設け、市民の相談内容

に応じた健康情報を提供してきました。 

〇保健相談の利用方法を見ると、電話による相談が８割以上を占めている一

方で、来所も１割以上を占めています。また、必要に応じて訪問により相

談を受けるケースもありました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『生活に困ったときの相談窓口を知っている人の割合』を見ると、高齢者、

中年者、若年者と年齢が下がるにつれて低くなっており、若年者は高齢者

の半分程度である２割台半ばとなっています。 

〇『相談窓口の認知度及び利用経験の有無』の認知度を見ると、全体として

約半数以上に知られていないことがわかりました。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇各種相談窓口は市民から活用されている一方、各種相談窓口における市民

の認知状況を見ると、一部の人にとどまっており、場所や利用方法等の周

知をより一層図ることが必要です。 

〇周知に当たっては、市からの情報発信に加えて、市民による口コミ、市内

の自治会や市民活動団体等からの紹介等も促す取組が重要です。 

生活に困ったときの相談窓口を知っている人の割合 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

  

24.6 

34.6 

48.6 

75.4 

65.4 

51.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

若年者（n=2,529）

中年者（n=3,094）

高齢者（n=3,324）

知っている 知らない

（％）
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相談窓口の認知度及び利用経験の有無 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

  

3.9 

3.2 

5.6 

0.8 

1.1 

0.8 

1.8 

10.9 

20.0 

26.1 

18.9 

2.9 

2.0 

3.4 

4.3 

1.8 

4.5 

6.3 

25.4 

36.2 

44.7 

16.8 

20.5 

26.6 

23.4 

34.4 

43.8 

23.1 

33.4 

32.9 

22.0 

33.1 

43.0 

20.1 

33.7 

45.9 

70.7 

60.6 

49.8 

82.4 

78.4 

72.6 

74.8 

54.7 

36.2 

50.7 

47.7 

64.2 

76.0 

63.5 

52.7 

78.1 

61.7 

47.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

若年者(n=2,557)

中年者(n=3,100)

高齢者(n=3,258)

若年者(n=2,558)

中年者(n=3,096)

高齢者(n=3,158)

若年者(n=2,535)

中年者(n=3,077)

高齢者(n=3,264)

若年者(n=2,553)

中年者(n=3,093)

高齢者(n=3,159)

若年者(n=2,560)

中年者(n=3,104)

高齢者(n=3,221)

若年者(n=2,558)

中年者(n=3,099)

高齢者(n=3,232)

知っており、利用したことがある 知っているが、利用したことはない 知らない

（％）

健康推進課

子ども・若者相談

地域包括支援センター

子ども家庭支援センター

生活援護課

社会福祉協議会
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（５）健康危機に備える【重点】 

①これまでの取組 
〇市民一人ひとりが健康危機に備えられるように、総合防災訓練、避難行動

要支援者事業、新型インフルエンザ等対策における危機管理体制の整備を

実施してきました。 

○青少年を対象とした薬物乱用防止対策の啓発を推進するため、市内中学生

から薬物乱用防止啓発ポスターや標語作品を募集し、優秀賞を市役所に展

示しました。また、市内小中学校へ啓発備品の貸出しをする等、薬物乱用

防止対策への関心を高める取組も行いました。 

〇令和元年 10月に発生した台風 19号では、本市で初めて避難勧告を発令し

ました。風水害に対する課題を確認し、関係機関との調整を進めました。 

○災害時要援護者名簿については、登録者数の増加を促し、一定の増加が見

られました。 

〇在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画を保健所と協力して策定し、対

象者や家族、関係機関において災害への備えや安否確認、避難行動の確認

や共有を行いました。また、対象者一覧を作成し、災害時に備え管理しま

した。 

○災害時における妊産婦への支援体制を整えるため、平成 28 年に府中市助

産師会と「災害時における妊産婦等支援活動に関する協定書」を締結しま

した。また、災害時に自分の身を守る行動が実践できるように「災害時妊

産婦支援マニュアル」の作成に着手しました。 

○感染症対策としては、平成 26年 10月に府中市新型インフルエンザ等対策

行動計画、平成 27年７月に新型インフルエンザ等対策事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）を策定し、平成 30年６月及び令和２年 10月に改訂も行いました。 

〇令和２年１月に発生した新型コロナウイルス感染症に対しては、市民生活

及び経済活動の安定確保に向けた取組を推進させ、今後の具体的な方向性

等を確認するため、２月に「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置

しました。また、４月に発令された緊急事態宣言を受け、対策本部を改正

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく位置付けとし、感染拡大防

止に向けた公共施設の休館や市民サービスの縮小、休止等に取り組んだほ

か、国や都が実施する市民生活や事業者への経済支援対策について、相談

や受付を行う等、市民の健康と暮らしの確保に向けた取組を進めてきまし

た。 
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②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『災害関係情報の入手手段』を見ると、若年者、中年者、高齢者のいずれ

もテレビから情報を得ている人が８割を超えています。若年者と中年者は

インターネットと緊急速報メール、高齢者は家族とラジオからも情報を得

ている人が多い傾向が認められました。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇健康危機に備えるための取組として、防災、感染症、薬物の観点から、対

策・防止を推進してきました。今後も、健康危機に対する市民の関心を高

め、具体的な対策・防止に向けた行動変容を促すため、庁内を始め、自治

会や小中学校等との連携により周知を図る必要があります。 

〇災害関係情報の入手手段が世代により異なることから、情報発信の方法の

多様化を検討することが重要です。 

〇災害対策として、地震・風水害等災害の種別に応じた支援を行うための、

関係機関との調整を進め、連携強化を図る必要があります。 

災害関係情報の入手手段 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 
  

82.3 

34.1 

86.8 

62.5 

14.8 

12.9 

24.7 

49.2 

30.1 

1.5 

89.0

41.8

74.0

67.0

22.1

16.7

27.8

46.0

27.9

1.3

92.2

44.1

27.2

35.7

31.7

17.4

14.9

51.1

24.4

1.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

テレビ

ラジオ

インターネット

緊急速報メール

ご近所の方

防災行政無線

府中市のホームページ

配信メールなど

家族

友人

その他

若年者（n=2,569）

中年者（n=3,120）

高齢者（n=3,512）

（％）
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（６）適正な飲酒量を知る 

①これまでの取組 
〇特定健康診査等の結果、適量を超えた飲酒又はアルコール性肝機能低下が

疑われる人については、受診医療機関や各種専門職より指導や情報提供を

行いました。 

〇その他、各種健（検）診や保健指導、健康講座、相談等の機会を活用し、

適切な飲酒量や睡眠と飲酒の関係等、飲酒に関する正しい健康情報の啓発

を行ってきました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『「飲酒状況」の割合の性・年齢層別比較』を見ると、休肝日を設けずに飲

酒している人の割合は全ての世代で男性が高くなっています。特に、中年

者・高齢者については約４割に当たります。 

〇『「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」の割合の性・年齢

層別比較』を見ると、男性が 9.1％、女性が 6.5％となっており、健康日

本２１（第二次）の目標値（男性 13％、女性 6.4％）と比べると、男性は

低くなっていますが、女性はほぼ同じとなっています。世代別に見ると、

男女とも中年者が最も高く、男性（3.4％）よりも女性（11.0％）の方が、

割合が高くなっています。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇特定健康診査の問診や保健指導、健康講座を通じて、アルコールの健康被

害や適正な飲酒について啓発を行ってきました。 

〇生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人は少ない傾向にあるも

のの、妊娠中の母子に与える飲酒のリスクや、こころの健康とアルコール

依存との関係等、引き続き、啓発を行うことが重要です。 
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「飲酒状況（頻度）」の割合の性・年齢層別比較 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

 

「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」の割合の性・年齢層別比較 

 
注）生活習慣病のリスクを高める量とは、1日あたりの純アルコール摂取量が男性 40g 以上、女性 20g 以上。 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

  

12.1 

7.5 

40.3 

22.6 

40.6 

13.9 

61.5 

54.4 

43.4 

47.5 

29.4 

28.6 

4.2 

11.6 

4.7 

6.3 

12.9 

7.4 

22.2 

26.6 

11.6 

23.6 

17.2 

50.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

男性

女性

男性

女性

男性

女性

常飲酒者（飲酒５日/週以上、休肝日なし） 飲酒４日/週以下（休肝日あり）

やめた 飲まない・飲んだことがない

（％）

若年者

（n=2,453）

中年者

（n=3,079）

高齢者

（n=3,352）

9.1 

1.8 

3.4 

0.7 

6.5

4.6

11.0

4.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

総数

若年者

中年者

高齢者

男性（n=3,967)

女性（n=5,160)

（％）
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【基本方針２ 健康的な生活習慣を身につける】 

（１）元気体重を維持する【重点】 

①これまでの取組 
〇自分のからだの状態を把握する機会として、体組成計を用いた測定を行いま

した。測定後には説明会を開き、元気体重（ＢＭＩ＝22）を基準として自分の

体型を見つめ直す機会をつくりました。また、健康応援ガイドにも元気体重

について掲載し、周知を図ってきました。 

○一方、人間ドックの結果や保健指導の場面では、ＢＭＩが基準となっている

ケースが多く、「元気体重」という言葉の浸透は不十分でした。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇元気体重の認知度について、知らないと回答した人の割合は、若年者と中

年者は９割前後、高齢者は６割台半ばとなっています。 

〇『「肥満・やせ該当者」の性・年齢層別比較』を見ると、中年者男性の肥満

者の割合が 31.6％と最も高くなっています。また、女性はやせ該当者割合

が高い傾向があります。 

〇健康日本２１（第二次）の指標に基づく、ＢＭＩによる肥満者の割合は、20

～60歳代男性が 27.8％、40～60歳代女性が 14.1％となっており、目標値

（20～60 歳代男性 28％、40～60 歳代女性 19％）よりも下回っています。

やせの者の割合を見ると、20歳代女性が 19.9％と、目標値（20歳代女性

20％）とほぼ同じとなっています。 

〇『「標準体型」該当者の推移』で経年変化を見ると、高齢者では変化が見

られませんでしたが、若年者と中年者では減少傾向が認められました。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇元気体重という言葉の周知に加えて、からだの状態を把握する機会を開催

する等、元気体重の維持・把握に向けた取組を行ってきました。 

〇一方、元気体重の認知状況は十分と言えないことから、今後はより一般的

に使われている標準体重という言葉の活用について、検討する必要があり

ます。 

〇体重管理については、年齢・性別によって課題が異なります。肥満又はや

せの傾向のある人が適切な体型に近づけるよう支援する取組が求められ

ます。 
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「肥満・やせ該当者」の性・年齢層別比較 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

「標準体型」該当者（ＢＭＩ 18.5以上 25.0未満）の推移 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.6 

3.0 

4.1 

16.3 

12.9 

10.4 

71.0 

65.4 

72.3 

73.3 

70.4 

71.2 

20.4 

31.6 

23.5 

10.5 

16.7 

18.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

若年者（n=990）

中年者（n=1,372）

高齢者（n=1,555）

若年者（n=1,443）

中年者（n=1,668）

高齢者（n=1,865）

やせ（BMI18.5未満） 標準（BMI18.5以上25.0未満） 肥満（BMI25.0以上）

（％）

男性

女性

84.2 

80.3 

78.3

75.6

82.5 82.1

75.0

80.0

85.0

平成27年度 令和元年度

若年者

中年者

高齢者

（％）

コラム 標準体型を維持しましょう 

体重は健康と栄養状態の目安
として重要です。太りすぎは循
環器疾患、糖尿病等の生活習慣
病の原因となりますが、一方で
やせすぎも虚弱の原因となった
り、若い女性では骨量減少や低
出生体重児出産のリスクとなっ
たりします。ＢＭＩ（体格指数）
に よ り 標 準 体 型 の 範 囲 を 把 握
し、維持するようにしましょう。 

■ＢＭＩの求め方  

ＢＭＩ＝体重 (kg)÷身長 (m)２  

例：体重 65kg で身長 170cm の場合  

ＢＭＩ＝ 65÷(1.7×1.7)≒ 22.5 

【参考】 厚生労 働省「 日本 人の食事 摂取基 準（ 2020 年版）」  

■標準体型のＢＭＩ範囲  

18～49歳： 18.5～ 24.9(kg/m２) 

50～64歳： 20.0～ 24.9  

65歳以上： 21.5～ 24.9  
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（２）子どもが健やかに育つ 

①これまでの取組 
〇全ての妊婦に対して超音波検査費、子宮頸がん検査費の助成を開始しまし

た。また、定期予防接種では、２種類のワクチン及び予防接種モバイルサ

ービスの導入を行い、子どもの健やかな育ちの支援を充実させました。 

〇母子の栄養に関する事業の実施、歯科健診の受診機会の増加、妊婦の全件

面談の開始等、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行いました。 

〇乳幼児の歯科健診の受診時に発達段階を確認する体制を構築し、発育・発

達支援を充実させました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇令和元年度における乳幼児健康診査の受診率は、３～４か月児が 98.8％、

６～７か月児が 99.9％、９～10か月児が 100.0％、１歳６か月児が 98.1％、

３歳児が 96.7％となっており、ほとんどの乳幼児が受診しています。 

〇令和元年度における乳幼児定期予防接種率は 93.5％となっており、高い

水準となっています。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇母子ともに健やかに育つことができるように、乳幼児健康診査、感染症対

策、栄養指導、歯科事業を実施してきました。今後も継続的に取り組むこ

とが重要です。 

〇母子保健は、子育て支援施策とも密接に関係しています。発達支援の必要

な乳幼児の早期発見、育児不安の解消、児童虐待の防止等についても、庁

内の関係部署や関係機関と連携を図りながら推進してくことが必要です。 

 

 

 

  

マタニティサポートブック バッグと母子健康手帳 
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（３）健康的な食生活を取り入れる 

①これまでの取組 
〇栄養改善事業や健康教育等を通じて、主食・主菜・副菜をそろえたバラン

スのよい食事や朝食の摂取における重要性を啓発してきました。また、離

乳食教室や乳幼児健康診査等の母子保健事業においては、乳幼児向けに加

えて保護者向けにも啓発してきました。普段の食事において不足しやすい

野菜の摂取については、地産地消の推進も兼ねた体験型の講座を開催して

きました。 

〇市内の小中学校においては、規則正しい食生活の基盤となる朝食の重要性

を周知し、朝食の欠食率減少に努めてきました。また、栄養教諭による食

に関する指導や給食センターの見学等を通じて、更なる食育の推進につな

げました。 

〇74 歳以下の健康診査受診者全員に、健康的な食生活に関する情報を提供

しました。 

〇特定保健指導では、管理栄養士により、健診結果に合わせた食生活改善指

導を行いました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『主食・主菜・副菜がそろった食事を食べる頻度』を見ると、年齢が下が

るにつれて低くなっています（p121参照）。 

〇『世代別にみた朝食を欠食している人の割合の経年変化』を見ると、若年

者と中年者は大きな変化が認められませんでしたが、高齢者は増加傾向が

認められました（p115参照）。 

〇『１日の野菜摂取量に関する性・年齢層別比較』を見ると、国が推奨する

350g 以上摂取している人の割合は、年齢が下がるにつれて低くなってお

り、いずれの世代であっても、女性よりも男性の方が低くなっています。

ただし、最も割合の高い高齢者の女性であっても、３割台半ばとなってい

ます（p115参照）。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇ライフステージに応じて、健康的な食生活の重要性や実践方法の啓発に努

めてきました。 

〇若い世代ほどバランスのよい食事をとることができていない一方で、高齢

者は朝食や共食の頻度に減少傾向が認められる等、世代により異なる課題

が認められました。 

〇全ての世代において、野菜の摂取状況が芳しくないため、全体的に野菜の

摂取量を底上げする取組が求められます。ただし、全国的にも野菜の摂取

不足の傾向が認められることから、市の現状に応じた適切な目標の設定を

検討することが重要です。   
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（４）運動習慣を身につける 

①これまでの取組 
〇一人ひとりに運動習慣を身につけてもらうため、健康教育事業や介護予防

教室等の実施を通じてヨガや有酸素運動等、多岐に渡る運動プログラムを

提供してきました。継続参加者が多い一方で、新規参加者が少ない運動プ

ログラムが一部見られることから、継続的に実施していくためには、募集

方法やプログラム内容を検討する必要があります。 

〇市内の体育施設でも年齢を問わず定期的にスポーツ活動が行われるよう、

各年齢層に応じたスポーツ教室を実施し、運動機会を提供してきました。 

〇元気いっぱいサポーターとの協働で、ノルディックウォーキングイベント

を開催しました。申込者数が定員を超えるときもあり、イベントに対する

関心の高さがうかがえます。史跡等を巡りながら自然を満喫できる市内７

か所の体育館を起点にコースが設定された健康応援ウォーキングマップ

を活用しており、運動の啓発に加えて、市内の魅力を伝える機会にもなり

ました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『運動頻度』を見ると、若年者、中年者、高齢者と年齢が上がるにつれて

高くなっています。 

〇『外出頻度』を見ると、若年者と中年者の方が高齢者よりも多くなってい

ます。経年変化では、若年者は大きな変化が認められませんでしたが、中

年者と高齢者は減少傾向が認められました。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇運動習慣を身につける機会を多面的かつ継続的に提供してきました。また、

運動するきっかけづくりを市民と協働して行うことで、市民の社会活動へ

の参加機会にもつながりました。今後は、運動習慣を定着させるため、継

続支援を市民と協働で行うように努めることが重要です。 

〇身体活動量の増加や、ソーシャルキャピタルの醸成が期待できる社会活動

への参加をより一層推進していくことが重要です。 

〇若い世代の運動不足の解消と、中年者と高齢者の外出による運動量の増加

に向けた取組が必要です。 
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運動頻度(1日 30分以上の汗をかく程度の運動) 

 
【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

外出頻度 

 
【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

  

8.3 

8.4 

17.4 

6.8 

7.3 

11.5 

12.7 

14.3 

19.1 

10.7 

15.2 

10.3 

5.0 

4.5 

2.9 

3.9 

2.4 

1.1 

12.4 

10.7 

12.0 

40.2 

37.3 

25.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

若年者（n=2,559）

中年者（n=3,106）

高齢者（n=3,422）

ほぼ毎日 4-5日/週 2-3日/週 1日/週 2-3日/月

1日/月 不定期 運動していない

（％）

87.3 

86.6 

60.7 

9.0 

9.6 

30.5 

2.5 

2.6 

5.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

若年者（n=2,559）

中年者（n=3,104）

高齢者（n=3,454）

毎日1回以上 2-3日に1回程度 週に1回程度 月に1-2回程度 年に数回程度

（％）



 

46 

（５）十分な睡眠をとる 

①これまでの取組 
〇健康講座や各種相談を通じて、睡眠の重要性を始め、良質な睡眠をとるた

めの生活リズム、飲酒との付き合い方、不眠が続くときの受診の必要性等

を啓発してきました。また、保健指導の際にも、睡眠による休息が十分に

取れていない人に対しては、同様の情報を提供しました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇令和元年度特定健康診査の質問項目結果では、「睡眠で休養が十分にとれ

ていない」と回答した人は 26.6％で、東京都の平均とほぼ同じ割合となっ

ています。 

〇『睡眠での休養充足度』を見ると、睡眠で休息がとれている人の割合は、

高齢者が８割となっているのに対して、若年者と中年者が６割台半ばとな

っています。経年変化では、若年者、中年者、高齢者のいずれも微減傾向

が認められました。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇心身の健康を保つために、睡眠の重要性や良質な睡眠のとり方等の啓発を

行ってきました。引き続き、睡眠による休息を十分に得ることを促す取組

が重要です。 

〇特に、若年者と中年者においては、仕事や家庭の中で大きな役割を担う場

面が多く、ストレスによる負担も大きいことから、睡眠時間の確保、良質

な睡眠をとるための生活習慣等について啓発することが必要です。 

睡眠での休養充足度 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

  

11.8 

9.2 

18.2 

52.4 

55.6 

61.7 

32.7 

32.2 

18.8 

2.1 

2.1 

0.8 

0.9 

1.0 

0.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

若年者（n=2,563）

中年者（n=3,110）

高齢者（n=3,480）

充分とれている まあとれている あまりとれていない 全くとれていない わからない

（％）
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（６）タバコを吸わない 

①これまでの取組 
〇健康講座や各種健（検）診の問診を通

じて、タバコの煙がもたらす健康被害

や、禁煙に向けた支援内容等を周知し

てきました。特に、肺がん検診の受診

者のうち、喫煙している人に対しては、

禁煙治療を受けることのできる医療

機関の情報を提供し、喫煙率の減少に

向けた取組を行いました。 

〇健康増進法の改正及び東京都受動喫

煙防止条例の制定を受けて、令和元年

度には、受動喫煙防止対策を強化する

ためのイベントの開催やポスターの

掲示を行いました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇全体の喫煙率は 11.6％となっており、国や都の目標値である 12％と比

べると下回っています。世代別では、若年者が 9.9％と高齢者が 8.8％と

１割未満なのに比べて、中年者が 16.2％と高くなっています。 

〇『喫煙状況の性別比較』を見ると、若年者、中年者、高齢者のいずれも男

性の方が高くなっており、中年者の男性は２割台半ばとなっています。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇市の喫煙率は低い傾向にあり、各種健康事業を通じて禁煙に向けた取組が

一定の成果を上げていると考えられます。一方、中年者の喫煙率は高い水

準となっており、今後も禁煙を維持する、又は促す取組が求められます。 

〇国や東京都の受動喫煙防止対策を受けて、市も対策の強化が求められてい

ます。受動喫煙による健康被害として、大人は肺がんや虚血性心疾患のリ

スク、子どもは乳幼児突然死症候群や喘息のリスク等が挙げられることか

ら、喫煙率を下げる取組と受動喫煙防止対策を一体的に推進することが必

要です。 

 

  

受動喫煙防止対策の周知 
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喫煙状況の性別比較 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

 

（７）生活習慣病の悪化を防止する 

①これまでの取組 
〇特定健康診査受診者全員に健康づくりに関する情報提供リーフレットを

配布し、健診結果の活用による生活習慣改善や継続受診への意識づけを行

いました。 

〇特定保健指導を実施した結果、指導を受けた人は、受けていない人に比べ

て、翌年の健診結果が改善・維持している傾向にあり、保健指導の効果が

一定程度得られています。 

〇歯科健康教育や歯科相談、成人歯科健康診査を通じて、歯周病の悪化防止

に努めたことにより、80歳で 20本の歯を保つ８０２０の達成率は７割と

なっており、国の目標値（健康日本 21（第二次）：令和４年度に 50％以上）

を超えることができています。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇特定保健指導実施率を見ると、１割台半ばを推移しており、指導を受ける

人を増やす取組が必要です（p13参照）。 

〇健診結果を役立てている人の割合は、高齢者、中年者、若年者と年齢が下

がるにつれて低くなっています。経年変化では、若年者、中年者、高齢者

のいずれも大きな変化が認められませんでした。 

〇『口腔内の健康維持に向けた自主的な取組』を見ると、いずれの世代にお

16.1 

6.2 

24.8 

9.5 

15.6 

3.3 

17.6 

13.5 

41.9 

22.8 

61.7 

15.5 

66.4 

80.3 

33.3 

67.7 

22.7 

81.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

男性

女性

男性

女性

男性

女性

現在吸っている 過去に吸っていた 吸ったことがない

（％）

若年者

（n=2,469）

中年者

（n=3,063）

高齢者

（n=3,362）
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いても、「デンタルフロスを使用」、「フッ素入りの歯磨き剤を使用」は約

４～５割となっています。一方、「特に何もしない」と回答した若年者が

２割台半ばとなっており、中年者と高齢者（いずれも１割台半ば）に比べ

て高くなっています。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇特定保健指導を受けた人は、その後の健康状態が改善・維持している傾向

が認められた一方で、特定保健指導実施率は低い水準となっていることか

ら、特定保健指導利用者数の増加を図る取組が必要です。 

〇高齢者の歯と口の健康状態は比較的良好と考えられます。一方、若年者は

口腔内の健康維持に対する関心が低い傾向にあるため、若い世代に対する

歯と口の健康づくりに力を入れる必要があります。 

口腔内の健康維持に向けた自主的な取組 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

  

20.5 

39.0 

45.5 

24.4 

8.7 

23.2 

16.5

51.3

48.4

22.8

14.5

17.9

16.7

46.8

47.0

30.5

19.4

15.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

鏡を使って月１回以上

歯肉の様子を観察

デンタルフロスを使用

フッ素入りの歯磨き剤を使用

１日１回10分以上かけて歯磨き

その他

特に何もしない

若年者（n=2,569）

中年者（n=3,120）

高齢者（n=3,512）

（％）
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（８）社会生活を営むために必要な心身の機能を維持する 

①これまでの取組 
〇各種健康事業を通じて、ロコモティブシンドロームの予防に向けた取組や、

自宅でできる簡単な運動の紹介等、身体機能の維持・改善について情報を

提供しました。また、元気いっぱいサポーター養成講座の中では、身体機

能と認知機能の関連性、両機能に与える地域活動の効果等を紹介しました。 

〇保健事業と介護予防事業の更なる充実を図るため、２つの事業を一体的に

推進する体制の検討を始めました。本格的な実施に向けて、市内の介護予

防拠点や介護予防推進センターと協議を進めました。 

〇摂食嚥下機能に不安を抱える人が、安心して食事ができるように、市独自

の摂食・嚥下機能支援システムを導入し展開しています。 

〇成人歯科健康診査（口腔機能健診）を通じて、自分の口腔機能の低下に気

づく機会を提供し、早期発見・早期予防に向けた取組を行いました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『低栄養傾向の者の割合に関する性・年齢層別比較』を見ると、男性より

も女性の方が、低栄養傾向が認められました。 

〇地域活動への参加頻度は、健康づくり支援活動や高齢者・障害者支援活動

等において、高齢者、中年者、若年者と年齢が下がるにつれて低くなって

います。 

〇『主観的な口の健康度』を見ると、自身の口（歯や歯肉）の健康状態につ

いて健康と思う人の割合は、高齢者、中年者、若年者と年齢が下がるにつ

れて高くなっています。経年変化では、若年者と中年者は増加傾向が認め

られましたが、高齢者は減少傾向が認められました。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇心身の機能が低下しないように、ロコモティブシンドロームの予防や、摂

食・嚥下機能を高める取組を行ってきました。 

〇職場、地域等の所属の中で社会生活が営めるよう、ライフステージに応じ

た支援を継続することが重要です。 

〇特に、高齢者における女性の低栄養傾向や、口の健康状態を踏まえると、

高齢者が社会生活を営むために心身の機能向上につながる取組（フレイル

の予防）の強化が求められます。 
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低栄養傾向の者（ＢＭＩ 20以下）の割合に関する性・年齢層別比較 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

主観的な口の健康度 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

  

11.7 
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【基本方針３ 健康管理を実践する】 

（１）ライフステージに応じて定期的に健(検)診を受診する【重点】 

①これまでの取組 
〇乳幼児や学齢期の子どもについては、乳幼児健康診査や学校保健法に基づ

く健診の受診率を見ると、100％に極めて近くなっており、ほとんどの子

どもに対して健診の受診機会を提供することができています。 

〇令和元年度における特定健康診査受診率は 53.0％、後期高齢者医療健康

診査受診率は 66.9％であり、都平均 50％と比べても高水準となっていま

す。 

〇令和元年度におけるがん検診の受診率は、胃がんが 4.7％、肺がんが 2.1％、

大腸がんが 8.7％、乳がんが 27.8％、子宮頸がんが 18.1％となっており、

国の目標値（50％）と比べると低い水準となっています（p14参照）。受診

場所の拡充や複数のがん検診を同日に受診できる「セット検診」の開始等、

受診しやすい環境を整備することが重要です。 

〇歯科健診については、18 歳以上の市民を対象とする成人歯科健康診査を

実施しており、若年期・成人期・高齢期の各ライフステージに合わせた内

容となっています。法定年齢に加え、市独自に対象年齢を広げて実施して

いること、周知や申込方法を工夫していることで、毎年 9,000人程度が受

診できています。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇定期的な健診や各種がん検診の受診率は、中年者は 86.5％、高齢者は

85.0％に比べて若年者は 73.2％と１割以上低い傾向が認められました。

経年変化では、若年者は増加傾向、中年者は変化なし、高齢者は減少傾向

と世代により異なる傾向が認められました。 

〇『健診を受診しない理由』を見ると、若年者と中年者は「忙しい・時間が

合わない」、高齢者は「医療機関で治療中」という回答が多く認められま

した。また、若年者は「費用がかかる」、高齢者は「必要と思わない」とい

う回答も次いで多く認められました。 
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第2 章 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇ライフステージ別に健診の受診状況を見ると、子どもと中年者、高齢者は

高い受診率が維持できており、継続的な取組が重要です。 

〇がん検診の受診率は、がんの種類によっては国の目標と比べると大幅に低

いものもあり、受診率を高める取組が必要です。 

健診を受診しない理由 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 
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（２）精密検査を受診する 

①これまでの取組 
〇健康応援ガイドや、がん検診の案内及び結果の通知書において、がん検診

の意義や精密検査の重要性を紹介し、受診を促してきました。 

〇一次検診機関と連携し、精密検査の受診勧奨や、精密検査結果の追跡調査

の実施により、受診率の向上に努めました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇各種がん検診の精密検査の受診率は、胃がんが 95.7％、肺がんが 100.0％、

大腸がんが 92.5％、子宮頸がんが 97.0％、乳がんが 98.6％となっており、

国の目標値である 90％と比べると全て上回っています（p15参照）。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇がん検診の精密検査の受診勧奨等を通じて、受診率が高まってきています。

今後も、受診の重要性について周知を図るとともに、精密検査の不安を解

消するための相談体制の充実、職域や市内の医療機関と連携した受診勧奨

を推進する必要があります。 
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第2 章 

（３）定期的に受診し、疾病の重症化を防ぐ 

①これまでの取組 
〇健康相談の場で必要な生活習慣の改善や定期受診・継続受診の重要性を説

明しました。また、治療を中断している人に対しては、改めて受診勧奨を

行う等、個々の状況に応じて対応してきました。 

〇特定健康診査の継続的な受診を促すため、受診券の工夫や、リーフレット

の同封を行いました。 

〇（再掲）特定保健指導を実施した結果、指導を受けた人は、受けていない

人に比べて、翌年の健診結果が改善・維持している傾向にあり、保健指導

の効果が一定程度得られています。 

〇歯科健診を受診し、継続的に口腔管理を実施することは、歯と口の健康状

態に大きく寄与するため、受診の契機になる成人歯科健康診査を広く周知

してきました。また、受診者に対しては、生活習慣病の一つである歯周病

の予防や、歯周病と全身疾患との関係について説明し、口腔だけでなく、

全身の健康を意識した口腔ケアについて個別指導を行いました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇定期的な健診や各種がん検診の受診率は、中年者は 86.5％、高齢者は

85.0％に比べて若年者 73.2％と１割以上低い傾向が認められました。 

〇（再掲）健診結果を役立てている人の割合は、高齢者、中年者、若年者と

年齢が下がるにつれて低くなっています。経年変化では、若年者、中年者、

高齢者のいずれも大きな変化が認められませんでした。 

〇特定保健指導実施率を見ると、１割台半ばを推移しており、指導を受ける

人を増やす取組が必要です（p13参照）。 

〇『進行した歯周病を有する者の割合』を見ると、令和元年度において、進

行した歯周病を有する者の割合は、40～49 歳は 31.6％であり、健康日本

21の目標値である 25％を上回っています。一方、60～69歳は 42.4％であ

り、健康日本 21の目標値である 45％を下回っています。 

〇歯周病のリスク検査として、令和元年度における 20～29 歳の唾液中の潜

血濃度（唾液潜血検査）を調べたところ、33.3％が陽性となっています。 
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③評価のまとめと今後の課題 
〇相談事業において、生活習慣改善への助言や医療機関等の関係機関につな

げる等、個々の状況に合わせて支援を継続してきました。 

〇定期的に健（検）診を受診するよう促す取組を推進してきました。健（検）

診における若年者の受診率が低いこと、未受診者の特徴を踏まえた取組が

求められます。 

〇特定保健指導を受けた人は、その後の健康状態が改善・維持している傾向

が認められた一方で、特定保健指導実施率は低い水準となっていることか

ら、特定保健指導利用者数の増加を図る取組が必要です。 

〇歯科健診の実施においては、歯や口の状況の確認だけでなく、歯科疾患の

予防と口腔機能の維持、歯と口の健康維持・増進のための行動変容につな

がる健診を推奨する必要があります。また、どの世代においても継続した

口腔ケアの重要性を周知していく必要があります。 

 

進行した歯周病を有する者の割合 

 

【出典】府中市「令和元年度 府中市成人歯科健康診査資料」 
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（４）こころの不調に気づいたら早めに対応する 

①これまでの取組 
〇健康講座やリーフレット等を通じて、うつ病のサイン等について周知し、

こころの不調に気づいたら、専門の窓口へ相談する、又は医療機関を受診

するよう啓発しました。 

〇自殺対策の推進に向けて、身近な人のこころのサインに気づき、声をかけ、

話を聞き、必要な支援につなげる等、適切な対応を図ることのできるゲー

トキーパーの養成に努め、令和元年度までで、市民・関係機関等 800人以

上がゲートキーパー養成講座を受講しました。 

〇こころの不調に気づいて相談に訪れた人を、適切な相談窓口に円滑につな

げることができるように、府中市自殺対策関係者連絡会等を通じ、ネット

ワークの構築を進めました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇（再掲）『Ｋ６得点』を見ると、高齢者、中年者、若年者と年齢が下がるに

つれて抑うつ傾向に該当する人の割合が高くなっており、若年者ほど何ら

かの不安の問題がある割合が多いことが確認できます。 

〇一方、『被援助思考』を見ると、他者からの援助の受容について、「困りご

とを一緒に対処してくれる人が欲しい」、「困っている事への他人からの助

言や援助が欲しい」、「困っているときに話を聞いてくれる人が欲しい」人

の割合は、いずれも若年者ほど高く、困っているときに話を聞いてくれる

人がほしい人の若年者の割合は 65.4％となっています。 

〇『相談窓口の認知度及び利用経験の有無』を見ると、こころとからだに関

する悩みや医療機関に関する相談を受け付ける窓口である健康推進課を

知らない人の割合は、高齢者、中年者、若年者と年齢が下がるにつれて高

くなっており、若年者は７割となっています（p35参照）。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇こころの不調に気づいた人の相談対応や、医療機関への受診勧奨を行って

きました。 

〇若い世代ほど何らかの不安の問題がある割合が多い一方で、困ったときの

支援は求めているものの、相談窓口は周知されづらい状況があることから、

若い世代にもキャッチされるような情報発信の工夫や、こころの不調に気

づいたときの対処方法等についての周知、また、関係機関が更に連携を強

化し、スムーズに支援につながるような体制を整備することが求められて

います。 
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被援助志向(他者からの援助の受容について) 

 
【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 
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（５）かかりつけ医を持つ 

①これまでの取組 
〇健康相談事業や成人歯科健康診査を通じて、かかりつけ医、かかりつけ歯

科医、かかりつけ薬局を持つことの重要性や必要性を説明しました。 

〇在宅療養者や障害（児）者等、自ら医療機関に訪れることが困難な人に対

しては、適切な歯科医療サービスが受けられるよう、市独自の紹介システ

ムを導入し、アウトリーチによる事業を実施しました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局のいる割合』を見る

と、65歳以上の市民においては、それぞれ８割台半ば、７割台半ば、６割

台半ばとなっています。平成 28 年度と比較すると、かかりつけ薬局は増

加傾向が認められたものの、かかりつけ医とかかりつけ歯科医はほぼ横ば

い傾向が認められました。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇かかりつけ医だけではなく、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局について

も、重要性や必要性を啓発してきましたが、個別の情報提供にとどまって

いるため、より広く啓発する必要があります。 

〇高齢者において、かかりつけ歯科医とかかりつけ薬局を持つ人は、かかり

つけ医を持つ人に比べて少なくなっています。摂食・嚥下機能の低下や、

服薬管理の問題について、継続的な対策を講じるためにも、かかりつけ歯

科医及びかかりつけ薬局を持つよう促す取組が必要です。 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局のいる割合 

 
注）上記は「要介護認定者を除く 65 歳以上の市民」を指す。 

【出典】府中市「令和元年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」 
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【基本方針４ ソーシャルキャピタルを醸成する】 

（１）地域のつながりを強化する【重点】 

①これまでの取組 
〇自分自身や身近な家族、友人、市民全体に向けて健康のために活動してく

れる人を「元気いっぱいサポーター」と称し、登録者数を増やしました。 

〇元気いっぱいサポーターの地域での活動を推進するため、サポーターリー

ダーを養成しました。また、そこから派生した自主グループは、健康応援

ウォーキングマップの改訂や絵本の読み聞かせ、市の事業の運営サポート

等を行いました。 

〇市内には、市の各部署で養成している市民団体や、自発的に生まれた様々

な活動団体があり、活動の分野や活動状況の把握及び活動支援を行いまし

た。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇友人や近所の人、別居家族、親戚との関わりの頻度から導き出した社会的

孤立に該当する人の割合は、中年者 32.6％、若年者 26.4％、高齢者 22.0％

の順に高くなっています。 

〇地域の絆や信頼感を示す指標であるソーシャルキャピタル得点は、高齢者

10.6、中年者 9.9、若年者 9.0と年齢が下がるにつれて低くなっています。

経年変化では、いずれの世代においても大きな変化は認められませんでし

た。 

注）ソーシャルキャピタル得点は 20 点満点で点数が高くなるほど、ソーシャルキャピタルが高いことを示す。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇元気いっぱいサポーターの登録者数の拡大に加えて、「サポーターリーダ

ー」を養成し、自主グループ化につながる等、活動内容の幅も広がりを見

せています。今後、元気いっぱいサポーターの登録者数を増やすとともに、

市民がより一層健康づくりに向けた取組を実践しやすい環境を整えてい

くことが必要です。 

〇地域とのつながり度合いについては、世代によりばらつきのある傾向が認

められました。ライフステージにより生活スタイルが異なることもありま

すが、市と活動団体、また団体間の連携等、幅広い活動が展開されること

により、あらゆる世代が、地域とのつながりが持ちやすくなる環境や地域

づくりが必要です。 
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元気いっぱいサポーターの登録者数における推移 

 

【出典】府中市「健康推進課資料」 

 

元気いっぱいサポーターリーダーの数の推移 

 

注）元気いっぱいサポーターリーダーの養成講座は平成 28年度から実施 

【出典】府中市「健康推進課資料」 
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（２）市民、企業等の連携・協働を推進する 

①これまでの取組 
〇「元気フォーラム」として２年に１度、健康づくりに関する講演会を開催

し、市民や企業に対して集客を促しました。 

〇元気いっぱいサポーターの登録者数の増加だけではなく、サポーターリー

ダーの養成や元気いっぱいサポーターと連携・協働した事業を実施する等、

協働による健康づくりを進めてきました。 

〇企業との連携は、企業からの申出や市からのアプローチにより連携が生ま

れ、講師派遣や資材提供等、イベントや講座をより充実した内容での実施

することができました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『元気いっぱいサポーターの認知度』を見ると、高齢者、中年者、若年者

と年齢が下がるにつれて低くなっています。経年変化では、中年者と高齢

者は高くなっていますが、若年者は変化が認められませんでした。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇市と市民の協働による健康づくりは、元気いっぱいサポーターとの連携に

より一定程度進めることができました。一方、元気いっぱいサポーターの

認知度は低い現状があります。今後、元気いっぱいサポーターの地域での

活動を広げることで、市民との連携・協働を推進していくことが重要です。 

〇企業との連携を更に推進していくため、新たな仕組みの構築等、検討を続

けることが重要です。 

元気いっぱいサポーターの認知度 

 

注）「内容を知っている」には「元気いっぱいサポーターである」という人も含む。 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 
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（３）こころとこころが触れ合うまちづくりを推進する 

①これまでの取組 
〇コミュニティ協議会や自治会、シルバークラブ、市民団体等が協力して開

催している地域まつり等のイベントを通じて、地域のつながりが生まれて

います。 

〇わがまち支えあい協議会（地区社協）が文化センター等で開催され、市民

の居場所づくりや、小学校登下校時の児童の見守り等、活動の幅が広がっ

ています。 

〇市内には、居場所づくりの一環で住民主体の地域での会食の場や子育て支

援事業、高齢者見守り事業等、各世代に応じたつながりの場や事業があり、

様々な関係機関や団体が活動しています。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『居場所がある者の割合』を見ると、居場所と思えるところがあると回答

した人の割合は、若年者、中年者、高齢者のいずれも 9.5割以上となって

います。 

〇『寂しさや地域での孤立感』を見ると、生活の中で寂しさを感じる頻度と

地域から孤立していると感じる頻度は、それぞれ高齢者、中年者、若年者

と年齢が下がるにつれて高くなっています。 

〇（再掲）友人や近所の人、別居家族、親戚との関わりの頻度から導き出し

た社会的孤立に該当する人の割合は、中年者 32.6％、若年者 26.4％、高

齢者 22.0％の順に高くなっています。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇市内の様々な団体が協力し合い、地域のつながりが生まれているほか、子

どもや高齢者の居場所づくりに向けた取組も行ってきました。 

〇一方、若い世代になるほど、生活の中で寂しさを感じたり、地域から孤立

していると感じたりする頻度が高くなる傾向が認められており、地域との

接点を持つ機会や、地域とのつながりの重要性の周知が求められています。 
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居場所がある者の割合 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

寂しさや地域での孤立感 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 
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２ 第２次保健計画の評価を踏まえた課題 

（１）基本方針１ 健康意識を高める 

市民の健康意識を高めるため、広報紙やメールを始め、特定健康診査の問診

や保健指導、健康講座の機会の活用、元気いっぱいサポーターとの連携等を通

じて、生活習慣病予防等の健康づくりに関する知識の啓発を行ってきました。 

市民の健診の受診率は、前回調査時（平成 27 年度）と大きな変化が認めら

れず、健康づくりにおける意識の啓発が必要です。 

若年者、中年者、高齢者のそれぞれの世代において、こころの健康を保てて

いない人が一定数いました。ストレスへの対応や睡眠・休養の必要性、困った

ら相談することの必要性等の啓発が求められます。 

健康的な生活習慣を送るための情報の周知に当たっては、これまでの取組に

加えて、LINE やＴｗｉｔｔｅｒ等のＳＮＳによる発信等も検討し、全ての市民が健康

情報を適正に得る工夫を行うことが必要です。 

健康に関する各種相談窓口は市民に活用されているものの、認知状況を踏ま

えると、より多くの市民へ周知し活用を促す必要があります。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活様式の変化を余儀なくされる

等、感染症に対する市民の関心が高まっています。今後も、感染症を始め、防

災、薬物等の健康危機への対策意識を醸成することが重要であり、市民・地域・

関係機関との連携した取組の推進が必要です。 

 

（２）基本方針２ 健康的な生活習慣を身につける 

市民が健康的な生活習慣を身につけることのできるように、情報発信、機会

提供を図ってきました。 

栄養の摂取状況や、運動量等の生活習慣においては、若年者、中年者、高齢

者の世代により課題が異なります。若年者は栄養の摂取状況、運動不足、中年

者はストレスによる負担や喫煙率、高齢者は朝食の頻度や低栄養傾向、摂食・

嚥下機能に課題が見られることから、ライフステージの特性に応じた取組が求

められます。 

母子保健の分野においては、育児不安の解消や発達支援の必要な妊婦や乳幼

児の早期発見等、切れ目のない支援を行うことが必要です。 

健康的な生活習慣を身につけることや生活習慣の改善をするためには、意識

啓発だけでなく、実践につなげる取組も必要です。 
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（３）基本方針３ 健康管理を実践する 

定期的な健（検）診の受診促進の取組や、がん検診における精密検査の受診

勧奨の取組、こころの健康についても相談や受診勧奨、関係機関との連携等の

取組により市民が健康管理を実践できるよう努めてきました。 

健（検）診の受診状況として、特に若年者に課題が見られることから、ライ

フステージの特性に応じた取組が必要です。 

日常的に健康管理を行うことができるように、かかりつけ医、かかりつけ歯

科医、かかりつけ薬局を持つよう促す取組が必要です。 

 

（４）基本方針４ ソーシャルキャピタルを醸成する 

元気いっぱいサポーターについては、サポーターリーダーの養成や自主化し

たグループへの活動支援を通して、市とサポーターが連携して地域での健康づ

くりを進めてきました。 

地域とのつながり度合いにおける世代間のばらつきや、孤立感を抱いている

人が一定程度いる状況を踏まえると、市内で活動している様々な団体や関係機

関、企業等がより一層連携を図り、地域との結びつきを築きながら健康づくり

を推進することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元気いっぱいサポーター養成講座 
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第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 基本理念 

 

つなげよう健康の環
わ

 

～世代を超えてつながる健康なまち府中～ 
 

これまで市では、市民の健康寿命の延伸に向けて、一人ひとりが健康課題を自

分のこととして捉え、主体的に健康づくりに取り組むことのできる環境づくり

を推進してきました。また、健康の維持増進に必要な知識や技術を地域全体で共

有し合いながら、個人、関係機関、企業、行政が一体となって健康づくりを広げ

るまちを目指してきました。 

また、健康寿命の延伸に向け、市民の健康意識を高めるとともに、健康的な生

活習慣を身につけ、健康管理を実践するよう促してきました。更に、市とともに

健康の維持増進に取り組む市民ボランティアの育成に力を入れてきたこともあ

り、地域でより一層一体的に健康づくりに取り組める基盤が整いつつあります。 

一方、第２次保健計画の期間中（平成 27～令和２年度）においては、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受け、日常生活を営む上での三密（密閉、密集、密

接）の回避や、働き方の新しいスタイル（テレワーク、オンライン会議等）等、

「新しい生活様式」の考え方を踏まえる必要性が高まりました。また、情報発信

の方法やコミュニケーションの図り方、社会活動の再開の仕方等も柔軟な対応

が求められています。 

人と人とが直接的に交流しづらい状況の中、現在、そして今後起こり得る健康

課題に対して的確かつ柔軟に対応するためには、これまで固めてきた健康づく

りの基盤をいかすとともに、今まで以上に地域のつながりを重視して、個人、関

係機関、団体や企業、行政が一丸となって健康づくりに取り組むことが必要です。 

以上のことを踏まえ、市では本計画の基本理念を「つなげよう健康の環
わ

～世代

を超えてつながる健康なまち府中～」と定め、具体的な取組を展開します。 
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２ 基本方針 

第３次保健計画では、基本理念である「つなげよう健康の環 ～世代を超え

てつながる健康なまち府中～」の実現に向けて、次の４つの基本方針を定め、

具体的な取組を展開します。 

 

（１）健康づくりの意識を高める 

健康は、日頃からの取組の積み重ねによりつくり上げられます。市民一人ひ

とりが自分のからだとこころの健康について関心を持ち、生活習慣やメンタル

ヘルスに関する正しい知識を身につけることが重要です。 

健康情報を提供する場や生活習慣を見直すための健診等を通して、市民の健

康づくりに対する意識を高めます。 

 

（２）ライフステージの特性に応じた健康的な生活習慣を実践する 

健康づくりは生涯を通して行うことが大切ですが、ライフステージによって、

栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの健康、飲酒、喫煙、歯・口腔

等の課題が異なります。そのため、自分のライフステージにおける健康課題を

正しく理解し、健康的な生活習慣を実践することが重要です。 

市では、第３次保健計画と第３次食育推進計画を一体的に策定することに伴

い、ライフステージを、乳幼児期（０～６歳）、学齢期（７～17 歳）、若年期

（18～39歳）、中年期（40～64歳）、高齢期（65歳以上）の５つの段階に分け

ました。これらのライフステージの特性を踏まえて、生涯にわたり切れ目のな

い健康づくりに向けた取組の推進を図ります。 

 

（３）市民自らが健康を管理する 

健診や保健指導、がん検診等の健（検）診の機会は、病気を未然に防ぐこと

を始め、病気の早期発見、早期治療、重症化の予防にもつながります。また、

日頃から健康状態をよく理解し、疾病の管理や健康管理に向けて助言してくれ

る「かかりつけ医・歯科医・薬局」を持つことも重要です。 

市民一人ひとりが自分の健康状態を把握し、健康管理を実践することができ

るように、定期的な健（検）診の機会や健康づくり関する相談体制を充実する

とともに、かかりつけ医等の定着を促進します。 
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（４）新たな時代におけるソーシャルキャピタルの発展 

新型コロナウイルス感染症の流行は、人々の日常生活に多大な影響を及ぼし

ており、国や東京都からは、暮らしや働く場等での行動指針が示されています。

これまで経験したことのない事態が起きている社会を、市民が健康的に生き抜

くためには、一人ひとりが健康づくりに向けた努力を続けることに加えて、地

域住民や関係機関、企業等との協働により、地域ぐるみでの健康づくりを推進

することが必要です。 

市では、健康づくりを推進するため、地域に根ざした信頼や社会規範、ネッ

トワークといった人と人とのつながりがもたらす力を指す「ソーシャルキャピ

タル」の醸成に取り組んできました。今後も目まぐるしく変化する社会に対応

し、市民の健康づくりを推進するためにも、ソーシャルキャピタルの発展を図

ります。 
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コラム ソーシャルキャピタル ～健康づくりの切り札！～ 

人と人とのつながりにより、「信頼」が深まり「規範」のある、

更に大きな「ネットワーク」が生まれます。その、人と人との絆

や地域のつながりがもたらす力が『ソーシャルキャピタル』で

す。地域や人とのつながりが希薄になると、健康づくりは個人

の取組に任されてしまいます。しかし、一人ではなかなか始め

られなかったり、続けられなかったりと、個人の取組には限界

があります。  

そこで、ソーシャルキャピタルが醸成されると、更に多くの

情報が得られたり、仲間がいることで継続しやすくなったり、

健康づくりに取り組みやすくなります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ソーシャルキャピタルと健康  

ソーシャルキャピタルを醸成し、更に発展させていくと・・・ 

ソーシャルキャピタル 

人と人との絆や 

地域のつながりがもたらす力 

まちぐるみ、地域ぐるみの健康づくりや安全・安心への意識が 

個人の健康や安全・安心につながります！ 

情報が届きやすくなる！ お互いの見守りが行き届く！ 

助け合いが安心につながり 

不安やストレスが和らぐ！ 
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３ 施策体系 
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〇第４章の各具体的取組の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市が行う具体的取組の

方向性を示しています。 
※一部ライフステージの特徴も

示している場合があります。 

取組の方向性に沿って、

市が行う主な取組内容

を示しています。 

具体的取組の達成状況

を測るものです。数値で

表せるものは、原則、令

和元年度の現状値及び

令和８年度の目標を示

しています。現状値が令

和元年度のものではな

い場合には、個別に時期

を示しています。 

市が行う取組内容に対

して、市民に期待する取

組内容を示しています。 
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第４章 各基本方針と具体的取組 
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１ 健康づくりの意識を高める 

具体的取組（１）からだの健康を意識する 

①取組の方向性 
からだの健康を維持・増進するためには、日頃から自分の体調を意識するこ

とが重要です。生活習慣病の予防や生活習慣の改善に向けて、からだの健康づ

くりを促す知識の啓発や健診を実施します。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）健康づくりを実践するための正しい知識の啓発 

市民の運動習慣や食生活改善等を目的とし、従来の講義形式主体ではなく、

体験や実践を盛り込んだプログラムでの実施やＳＮＳによる発信等、多様な

手法を取り入れ、より効果的な普及啓発を図ります。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇健康に関する月間等を活用した普及啓発 

○健康教育 

〇食育推進事業 

市民に 

期待する取組 

〇運動や食生活等の健康に関する知識を得ようとする 

〇自分が得た健康に関する知識を日頃の生活でいかす 

 

イ）生活習慣を振り返り見直すための健診の実施 

健康状態の把握及び生活習慣の改善を目的とし、健診を行います。また、

歯と口の健康維持・増進及び歯科保健行動の変容を目的とし、歯科健診を行

います。各健診において、受診者が健診結果を理解し、自分の健康状態や健

康的な生活習慣への関心が高まるよう、ライフステージに応じた情報を提供

する等、実践につながりやすくなるよう工夫して実施します。 
 
市の主な 

事業や取組 

〇特定健康診査等健康診査 

〇成人歯科健康診査 

市民に 

期待する取組 

〇健診や歯科健診を受診する 

〇自分の健康状態や生活習慣を知り、改善点がわかる 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標 

からだの健康づくりに関する情報を、多様な手法

で発信（啓発）する 
－ － 

各種健康診査受診率 － 増やす 
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具体的取組（２）こころの健康を意識する 

① 取組の方向性 
こころの不調は、自分では気づきにくく、一人で悩みを抱え込んでしまうこ

とも少なくありません。こころの健康に対する関心を高めるとともに、ストレ

スに上手く対処する方法や、悩みを相談する方法や地域資源等を周知します。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）こころの健康づくりを実践するための正しい知識の啓発 

こころの健康づくりを実践できるように、ストレスの対処法や悩みの相談

先を見つける重要性等を啓発します。気持ちの持ち方やストレス対処等、体

験を盛り込んだプログラムやＳＮＳによる発信等、多様な手法を取り入れ、よ

り効果的な普及啓発を図ります。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇こころの健康に関する情報について、自殺対策強化月間やＳＮＳ等

を活用した発信 

〇健康教育 

市民に 

期待する取組 

〇こころの健康に関する講座等に参加する 

〇自分なりのストレス対処法等を見つける 

 

イ）こころの健康に向けた環境整備 

こころの健康に関することや困ったときの相談先、地域とのつながりや地

域で見守ることの重要性等について市内の各施設や関係機関等、市民との

様々な接点をいかして発信します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇不安の表出やストレス発散の大切さについての啓発 

〇困ったときの相談窓口に関する周知 

市民に 

期待する取組 
〇こころの健康についての相談先となる施設や関係機関等を知る 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

こころの健康づくりに関する情報を、多様な手法

で発信（啓発）する 
－ － 
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具体的取組（３）健康情報を適正に得る 

① 取組の方向性 
市では、健康応援ガイドを始め、広報紙やホームページ・メール等で適切な

健康情報を発信しています。また、健康や生活全般に関する様々な相談窓口を

設置しています。これらの取組を更に充実させるとともに、ＬＩＮＥやＴｗｉｔｔｅｒ

等のＳＮＳによる多様な媒体を通じた情報発信に努めます。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）健康づくりを始めとする生活に関する相談体制の充実 

健康に関する個別の相談を始め、子育てや生活困窮等、幅広く相談に応え

ることができるように体制を充実させます。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇保健相談室等各種相談窓口の設置 

〇関係機関や相談窓口の情報収集及び周知 

市民に 

期待する取組 
〇困りごとや知りたい内容に応じた相談先を調べ、利用する 

 

イ）健康づくりに関する正しい情報の提供 

健康づくりに関する正しい情報が得られるよう、健康づくりに向けた取組

やがん検診の受診機会等に関する情報提供、感染症予防や季節に応じた健康

づくり、依存症、受動喫煙防止等、正しい知識の普及啓発を行います。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇健康応援ガイドや健康教育による周知 

〇薬物乱用防止推進事業 

〇受動喫煙防止対策 

市民に 

期待する取組 

〇健康づくりに向けた取組やがん検診の受診機会を知る 

〇感染予防や依存症、受動喫煙防止等に関する正しい知識を得る 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標 

相談窓口の認知度 － 増やす 

メ－ル配信サ－ビス登録者数 6,569人 増やす 
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コラム 身体活動  ～生活活動と運動を組み合わせよう～ 

日頃から元気にからだを動かすことで、筋力を向上・維持す

るだけでなく、生活習慣病、認知症、うつ、がん等になるリスク

を下げることができます。  

 

■はじめましょう！＋１０（プラス・テン）！！  

今よりも 10 分多くからだを動か

すだけで、健康寿命をのばせます。

日常の生活動作に「＋１０」できる

ように意識しましょう。  

 

 

 

 

■身につけましょう！運動習慣！！  

日常の生活活動に加え、

30 分以上・週２日以上の運

動を習慣にすることが、健

康につながります。  

 

 

 

 

■ステップアップ！！！  

＋
プラス

１０
テ ン

と 30 分以上・週２日以上の運動に加え、年齢に応じ

た身体活動や運動に取り組みましょう。  

＜年齢別にみた健康づくりのための「身体活動」と「運動」の目標＞ 

 

階段も 

利用しよう！ 

【参考】 厚生労 働省「 スマ ート・ラ イフ・ プロジ ェク ト」  
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コラム こころ ～こころの健康にも目を向けよう～ 

ストレスは誰にでもありますが、ためすぎるとこころやから

だの調子を崩してしまうこともあります。例えば、気持ちが落ち

込む、イライラする、眠れない、食欲がない等ストレスのサイン

を感じたら、十分に休息をとって、自分なりの気分転換をはかる

等、早めのセルフケアが大切です。  

＜ストレスをためない過ごし方＞ 

❶生活習慣を整えよう 

バランスのとれた食事、良質な睡眠、適度な

運動習慣は、からだだけでなくこころの健康を

保つためにも効果的です。 

❷アタマを柔らかくしよう 

できていることやうまくいっていることに目を向け、考え方や見方を変えてみま

しょう。気持ちが少し楽になることがあります。 

❸困ったときには誰かに相談してみよう 

話を聴いてもらうだけでも、気持ちが楽になったり自分の中で解決策が見つかっ

たりすることがあります。それでも不調が続くときは専門家に相談しましょう。 

ストレッチでこころと 

からだをほぐしましょう。 

【参考】 厚生労 働省「 みん なのメン タルヘ ルス （ 総合 サイト ）」  

コラム 
あなたもゲートキーパーに！ 

～大切な人の悩みに気づく、支える～ 

ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を

聞いて、必要な支援につなげ見守る人のことです。  

大切な人の大切な命を守るために、私たちにできることがあ

ります。自分のストレスと上手く付き合い、身近な人のこころの

ＳＯＳに気づいたら、悩みを聴いて相談相手になりましょう。  

【参考】 厚生労 働省「 誰で もゲート キーパ ー手帳 」  

気づき 

家族や仲間の変化に 

気づいて、声をかける 

傾聴 

本人の気持ちを尊重し、 

耳を傾ける 

つなぎ 

早めに専門家に 

相談するよう促す 

見守り 

温かく寄り添いながら、 

じっくりと見守る 
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コラム 喫煙  ～吸わない・吸わせない～ 

■たばこによる健康障害を知りましょう  

たばこによる健康障害は、肺等の呼吸器だけではなく全身へ

及びます。特に、たばこの影響が大きなものに、がん・虚血性

心疾患（狭心症、心筋梗塞）、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）

があります。日本の年間死亡者は能動喫煙によって約 13 万

人、受動喫煙によって約１万５千人と推計されてます。  

＜たばこが原因の主な健康障害＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■受動喫煙についても考えましょう  

たばこの有害物質は、喫煙者が吸い込む煙よりも、たばこか

ら立ち上がる煙（副流煙）の方に多く含まれています。  

たばこの煙は自分だけではなく、まわりにいる人たちの健康

にまで影響を及ぼします。喫煙時には、たばこの煙にさらされ

る人がいないか、周囲の状況に配慮しましょう。  

  ＜喫煙と低出生体重児のリスク＞    ＜たばこを吸わない女性の肺がんリスク＞ 

【参考】 厚生労 働省「 健康 日本 21（第２次 ）の推 進に 関する参 考資料 」  

厚生労働 省「ス マート ・ラ イフ・プ ロジェ クト 」  
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コラム 飲酒  ～適正な飲酒を心がけましょう～ 

■アルコールによる健康障害を知りましょう  

アルコールの影響は肝臓だけではありません。がん、脳萎

縮、うつ病等、全身へ及び様々な健康障害をもたらします。  

＜アルコールによる主な健康障害＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■節度ある適正な飲酒を  

一般的には、健康な男性であ

れば１日にビール 500 ㎖程度な

ら「節度ある適正な飲酒」と考

えられています。その倍になる

と、生活習慣病を引き起こしや

すいと警告されています。 

女性や高齢者はこの量の半分

程度、元来飲む習慣がない人や

酒を止めた人はそのまま飲まな

いでいることが推奨されます。

また、妊娠中や授乳中の方は飲

酒を完全に控えてください。 

【参考】 厚生労 働省「 スマ ート・ラ イフ・ プロジ ェク ト」  
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２ ライフステージの特性に応じた健康的な生活習慣を実践する 

具体的取組（１）乳幼児期（０～６歳） 

～生活習慣の基礎を作る～ 
 

①ライフステージの特徴と取組の方向性 
乳幼児期は、心身の発達・成長が著しく、生活習慣の基礎を作る時期である

ため、保護者や周りの大人の役割が重要です。この時期の子どもの健康づくり

を推進するため、遊びを通してからだを動かす習慣や保護者による仕上げ磨き

と口を観察する習慣を身につける取組等を行います。また、発達支援の必要な

子どもの早期発見、児童虐待につながる育児不安や産後うつ病等についての支

援も行います。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）母子の健康への支援 

妊産婦や乳幼児の保護者に対して、妊娠・出産・育児に関する不安の軽減

や産後うつ病に向けた取組を推進するとともに、乳幼児の健全な発達に向け

た支援を行います。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇母子保健型利用者支援事業 

〇妊産婦育児教室事業 

〇乳幼児健康診査 

市民に 

期待する取組 

〇妊娠・出産・育児に関する支援内容を知る 

〇乳幼児の健全な発達に向けた支援を受ける 

 

イ）心身の健やかな成長を促すための支援 

心身の健やかな成長を促すため、楽しく伸び伸びとからだを動かすことの

できる機会や親子で楽しみながら遊ぶ機会の充実を図ります。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇妊産婦育児教室事業 

〇市の運動施設での事業 

市民に 

期待する取組 

〇一緒に遊ぶ楽しさに触れる 

〇様々な機会に参加し、地域とのつながりの中で過ごす 

 

ウ）成長・発達に合わせた食生活の取組の推進 

食育推進計画 p142～143参照。 
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エ）口腔機能の獲得と健全な歯と口を育てるための支援 

口腔機能を獲得し、生涯を通じた口腔ケアの習慣を身につける大切な時期

です。乳幼児期の子どもと保護者には、歯科健診等を通じて乳歯の特徴を知

り、仕上げ磨きや口の観察等に取り組むことの大切さを啓発して、口腔機能

の育成とむし歯予防の推進を図ります。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇幼児歯科健診 

〇保育所等巡回歯科保健指導 

市民に 

期待する取組 

〇歯科健診を通じて乳歯の特徴を知る 

〇定期的に歯科健診を受診し、仕上げ磨きや口の観察をする習慣を

身につける  
 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

妊娠届時の面談実施率 98.6％ 増やす 

妊産婦育児教室事業参加者数 2,154人 増やす 

妊産婦育児教室事業の充実 － － 

３～４か月児健康診査受診率 98.8％ 100％に近づける 

１歳６か月児健康診査受診率 98.1％ 100％に近づける 

３歳児健康診査受診率 96.7％ 100％に近づける 

むし歯のない３歳児の割合 93.3％ 増やす 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 親子でいっぱい遊びましょう！ 

子どもの健やかな成長を促すためには親子でのふれあい遊び

がとても大切です。お家の中で工夫して遊んだり、公園や広場等

親子でお出かけできる場所に行って遊んだりと、子どもの月齢

に合わせて、いろいろな遊びを体験させてあげましょう。  

＜遊びの例＞ 

 親の足の上を登ったり、膝の下をくぐったり 

 親のお膝で滑り台 

 親が「待て待てー」と追いかけっこ 

 親が子どもの膝を持ち、子どもが手で歩く 
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具体的取組（２）学齢期（７～17 歳） 

～健康的な生活習慣を確立する～ 
 

 

 

①ライフステージの特徴と取組の方向性 
学齢期は、食生活や運動等、基礎的な生活習慣が確立される重要な時期です。

また、学校生活等を通して社会性を獲得していく中で、性への意識や飲酒・喫

煙等への好奇心を持ち始める時期でもあります。健康な生活を送るために必要

な知識や能力を身につけ、自分の健康づくりを前向きに考えていけるように支

援していきます。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）運動機能・基礎体力の向上への取組の推進 

運動機能・基礎体力の向上に向け、日常生活の中でからだを動かすことが

習慣になるよう支援します。また、からだの成長に合わせて、好きなスポー

ツを見つけ、継続して取り組めるような機会を充実させます。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇市の運動施設での事業 

〇児童・青少年向けイベントの開催 

市民に 

期待する取組 

〇学校や地域で運動を楽しむ習慣を持つ 

〇積極的に外遊びをする 

 

イ）望ましい食生活の実践に向けた支援 

食育推進計画 p144～145参照。 

 

ウ）こころの健康に関心を持てるような取組の推進 

規則正しい生活を送り、十分な休養をとることが大切であることを周知し

ます。また、自分自身や他者を大切にするこころを身につける、自分の気持

ちを伝える、相談できる相手を見つける等、こころの健康づくりに必要な力

が養われるよう支援します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育（自殺対策） 

〇健康教育 

市民に 

期待する取組 

〇睡眠時間を確保し、朝すっきり起きられる 

〇自分の気持ちを伝え、相手の気持ちも聞く 

〇悩みを相談できる人を身近に見つける 
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エ）健康を守るために必要な知識獲得への支援 

自分の健康を守るための知識を獲得するため、飲酒・喫煙防止や薬物乱用

防止、生活習慣病の予防やがん教育、性教育等を推進し、発達段階に合わせ

た健康教育を実施します。 
 

市の主な 

事業や取組 
〇健康教育 

市民に 

期待する取組 

〇喫煙・飲酒しない 

〇自分自身と相手のこころとからだを大切にする 

 

オ）歯と口の健康を自ら向上させるための支援 

口腔ケアの習慣や生活習慣の基礎を自ら身につける大切な時期です。乳歯

から永久歯に生えかわり、歯並びが一時的に悪くなるため、清掃が難しく歯

肉炎が起こりやすくなります。むし歯や歯周病の予防に取り組むとともに、

成人期につながる口腔ケアの習慣を身につけるよう啓発していきます。また、

歯の生えかわりに応じた食べ方と幼児期後半から学齢期に発達する味覚を

育てる食べ方を支援します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇出前講座 

〇学校歯科検診 

市民に 

期待する取組 

〇むし歯や歯周病を予防するため、毎日丁寧に歯を磨く習慣を身に

つける 

〇ゆっくりよく噛んで食べる 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

運動をしていない割

合（授業を除く） 

小学校５年生男子 

小学校５年生女子 

中学校２年生男子 

中学校２年生女子 

3.7％ 

3.7％ 

5.8％ 

13.5％ 

減らす 

平日の就寝時間が遅

い者の割合（小５は 23

時以降、中２は 24 時

以降） 

小学校５年生男子 

小学校５年生女子 

中学校２年生男子 

中学校２年生女子 

6.3％ 

6.0％ 

11.2％ 

13.0％ 

減らす 

歯肉に炎症所見のある 12歳の割合 
15.0％ 

（平成 30 年度） 
減らす 

むし歯のない 12歳の割合 
73.8％ 

（平成 30 年度） 
増やす 
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第4 章 

具体的取組（３）若年期（18～39 歳） 

～環境変化に対応し、 

健康的な生活習慣を実践する～ 
 

①ライフステージの特徴と取組の方向性 
若年期は、就職や結婚、出産、子育て等により生活や環境が大きく変化する

ため、生活習慣の乱れやすい時期です。ライフスタイルが変化する中で、生活

習慣にも意識を向けられるよう、体力の維持・増進に向けた運動習慣の定着や、

お酒との上手な付き合い方等、健康的な生活習慣を送るための取組を推進しま

す。また、若年期は、仕事や家庭の中でストレスによる負担も大きいため、睡

眠や休養の重要性の啓発等を通して、より一層こころの健康づくりに取り組み

ます。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）身体活動の機会の充実に向けた環境整備 

学業や仕事、家事の合間でも気軽にウォーキングや運動に取り組めるよう、

スポーツ教室の実施や情報発信等、運動に取り組みやすい環境づくりに努め

ます。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇市の運動施設での事業 

〇健康応援ウォーキングマップの配布 

市民に 

期待する取組 

〇日常の中でウォーキングや階段の利用等、意識してからだを動かす 

〇スポーツに取り組む機会に参加する 

 

イ）健全な食生活の実践に向けた支援 

食育推進計画 p146～147参照。 

 

ウ）こころの健康づくりの実践に向けた支援 

目まぐるしく変わる環境にあってもこころの健康を保つことができるよ

うに、大学等の学校・職域と連携し、ストレスへの対処方法の周知や相談体

制の充実を図ります。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇健康教育・健康相談 

〇大学等の学校・職域と連携した取組の推進（自殺対策） 

市民に 

期待する取組 

〇ストレスとうまく付き合い解消するための知識や方法を身につける 

〇こころの健康を保つため休養をとる 

〇悩みを相談できる人を身近に見つける 
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エ）歯周病予防の知識の習得と口腔ケアの実践に向けた取組の推進 

ライフスタイルの変化に加え、自分の歯や口の健康に対する関心が薄れる

この時期は、歯周病予備群が多くなると言われています。自覚症状がなく静

かに進行する歯周病予防のため口腔ケアや定期健診の大切さを啓発します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇健康教育・健康相談 

〇成人歯科健康診査（若年者歯科健診） 

市民に 

期待する取組 

〇自分の歯と口を健康に保つ重要性を理解する 

〇歯科健診・保健指導を受け、自分に合った口腔ケアを実践する 

 

オ）喫煙・飲酒の健康への影響ついての啓発 

喫煙や飲酒が健康に与える影響を知り、喫煙しないこと・適正飲酒を守る

ことができるよう、啓発を行います。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇健康教育・健康相談 

〇受動喫煙防止対策 

市民に 

期待する取組 

〇喫煙しない・禁煙に取り組む 

〇適正飲酒を守り、週２日以上の休肝日を設ける（未成年者は飲酒

しない） 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

運動頻度（30 分以上の軽く汗をかく運動）「運動

していない」割合 
40.2％ 減らす 

睡眠での休息が十分あるいはまあとれている人

の割合 
64.2％ 増やす 

歯周病を有する 20歳代の割合 33.3％ 減らす 

喫煙率 
男性 

女性 

16.1％ 

6.2％ 
減らす 

常飲酒者割合 
男性 

女性 

12.1％ 

7.5％ 
減らす 
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第4 章 

具体的取組（４）中年期（40～64 歳） 

～生活習慣病を予防し、 

加齢による変化に対応する～ 
 

① ライフステージの特徴と取組の方向性 
中年期は、家庭や職場において重要な役割を担う人が多く、健康的な生活習

慣への意識が向けにくく、生活習慣病のリスクが高まりやすい時期です。また、

身体機能が徐々に低下し始める時期でもあります。生活習慣病予防や筋力維持

のための身体活動の促進や、禁煙、ストレスへの対処等、健康的な生活習慣を

送るための取組を推進します。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）身体活動の機会の充実に向けた環境整備 

生活習慣病の予防や重症化を防ぐため、身体活動の効果や方法等について

助言・指導を行います。また、筋力の維持のためにも、健康づくりのための

体操教室や各種スポーツ教室等の機会を充実させます。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇市の運動施設での事業 

〇健康応援ウォーキングマップの配布 

市民に 

期待する取組 

〇日常の中でウォーキングや階段の利用等、意識してからだを動かす 

〇自分の健康状態に合った運動を見つけ継続する 

 

イ）生活習慣病やフレイルの予防につながる食生活の実践への支援 

食育推進計画 p148～149参照。 

 

ウ）こころの健康を保つための支援 

仕事や家庭の中で抱えたストレスを適切に対処し、こころの健康に気を配

るとともに、悩みがあれば相談する等の行動がとれるように、職域等と連携

し啓発や相談体制の充実を図ります。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇健康教育・健康相談 

〇職域等と連携した取組の推進（自殺対策） 

市民に 

期待する取組 

〇自分に合ったストレスの対処法を持ち、適切に対処する 

〇こころの健康を保つため休養をとる 

〇悩みを相談できる人を身近に見つける 
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エ）歯周病の進行予防と全身疾患との関係を啓発する取組の推進 

自分の健康管理がおろそかになりがちのこの時期は、歯周病を有し、歯の

喪失が急増します。自己管理能力を向上させ実践に結びつける歯科健診と歯

周病重症化予防を意識した保健指導を実施し、歯周病と全身の健康が密接に

関係していることを啓発します。また、生活習慣病予防のため、ゆっくりよ

く噛んで食べることを推奨します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇健康教育・健康相談 

〇成人歯科健康診査（歯周疾患健診） 

市民に 

期待する取組 

〇歯周病を予防するために、口腔ケアを実践する 

〇生活習慣病を予防するために、ゆっくりよく噛んで食べる 

 

オ）禁煙・適正飲酒への支援 

受動喫煙も含めた喫煙による健康への影響の周知と、喫煙者に対しては禁

煙を支援する取組を行います。飲酒については適正飲酒を啓発します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇健康教育・健康相談 

〇受動喫煙防止対策 

市民に 

期待する取組 

〇喫煙しない・禁煙に取り組む 

〇適正飲酒を守り、週２日以上の休肝日を設ける 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標 

運動頻度（30 分以上の軽く汗をかく運動）「運動

していない」割合 
37.3％ 減らす 

睡眠での休息が十分あるいはまあとれている人

の割合 
64.8％ 増やす 

進行した歯周病を有する 40歳代の割合 31.6％ 減らす 

喫煙率 
男性 

女性 

24.8％ 

9.5％ 
減らす 

常飲酒者割合 
男性 

女性 

40.3％ 

22.6％ 
減らす 
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具体的取組（５）高齢期（65歳以上） 

～心身の機能を維持する～ 
 

① ライフステージの特徴と取組の方向性 
高齢期は、加齢に伴う身体機能や活動量の低下、社会交流機会の減少等によ

り、フレイルや認知症になるリスクの高まる時期です。多少の病気や障害があ

っても、コントロールしながら、適切な生活習慣の実践と社会参加等により生

きがいを持って過ごすことが重要です。フレイルや認知症を予防するために、

筋力や咀嚼力、嚥下機能の低下予防を目指した取組や、社会とのつながりを維

持しいきいきと暮らすための取組を推進します。 

 

②主な取組の内容 
ア）フレイルの予防に向けた取組の推進 

フレイルの状態に陥ることのないように、フレイルの知識の普及啓発や、

筋力を高める動きを取り入れた健康づくり事業を実施します。また、歯の喪

失が進み、口腔機能が低下する時期に、歯科健診を通じて、残存歯を維持す

ることだけでなく、口に関する些細な衰え（オーラルフレイル）を見逃さな

いための知識を啓発します。また、咀嚼力、嚥下機能の維持・低下予防に向

けた口腔ケアの実践を推進します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇介護予防事業 

〇市の運動施設での事業 

〇成人歯科健康診査（口腔機能健診） 

〇摂食・嚥下機能支援システム 

市民に 

期待する取組 

〇フレイルに関する正しい知識を得る 

〇体力や健康状態に合った運動を継続して楽しむ 

〇咀嚼力や嚥下機能の維持・低下予防のために、口腔ケアを実践する 

（食生活・栄養に関する内容は食育推進計画 p150～151参照） 

 

イ）地域で活躍しながらいきいきと暮らすための支援 

高齢期は、退職等によるライフスタイルの変化、家族や友人との死別や離別、

加齢による身体機能の低下等をきっかけに、孤立や健康上の不安等の複数の問

題を抱えがちです。相談先の情報の周知や地域との結びつきを強める取組を通

して、こころの健康づくりや社会的孤立を防ぐ取組を推進します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇介護予防事業 

〇健康教育・健康相談 

市民に 

期待する取組 

〇近隣住民との挨拶や会話を大切にしてつながりを維持する 

〇積極的に地域活動に参加する 

〇悩みを相談できる人を身近に見つける 

〇こころの健康を保つため休養をとる 
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ウ）禁煙・適正飲酒への支援 

受動喫煙も含めた喫煙による健康への影響の周知と、喫煙者に対しては禁

煙を支援する取組を行います。飲酒については適正飲酒を啓発します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇健康教育・健康相談 

〇受動喫煙防止対策 

市民に 

期待する取組 

〇喫煙しない・禁煙に取り組む 

〇適正飲酒を守り、週２日以上の休肝日を設ける 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標 

運動頻度（30 分以上の軽く汗をかく運動）「運動

していない」割合 
25.7％ 減らす 

睡眠での休息が十分あるいはまあとれている人

の割合 
79.9％ 増やす 

８０２０を達成した 75～84歳の割合 70.7％ 増やす 

住民主体の通いの場等への参加者数 9,451人 増やす 

喫煙率 
男性 

女性 

15.6％ 

3.3％ 
減らす 

常飲酒者割合 
男性 

女性 

40.6％ 

13.9％ 
減らす 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 元気な今から始めるフレイル予防  

～介護予防拠点を利用しましょう～ 

市では「住み慣れた地域で安心し

ていきいきと暮らせるまちづくり」

を実現するため、各種介護予防事業

を実施しています。 

また、「もの忘れが多くなった…」

「最近、何をするのもおっくうにな

ってきた」「つまずきやすくなってき

た…」等、介護予防に関する相談も

受け付けています。どなたでもお気

軽にご相談ください。 

 

相談窓口：各地域包括支援センター、介護予防推進センター  
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コラム フレイルとは？ ～もしかしてフレイル？～ 

■フレイルとは  

加齢によってからだやこころの活

力が低下した状態を指し、そのまま

放置すると要介護状態になる可能性

がある状態をいいます。  

フレイルになっても再度、『健康』

な状態に戻ることができます。少し

でも早めに気づき、しっかりと対策

をとることが大切です。  

 

■フレイルの予防に必要な３つのポイント  

フレイルの予防は日々の習慣と結びついています。  

「栄養・口腔」「身体活動」「社会参加」を見直すことで活力に

満ちた日々を送りましょう。  

 栄養・口腔  

バランスのとれた食事を３食とりましょう。  

口の健康（口腔ケア）にも気をつけましょう。  

 身体活動  

今より 10 分多くからだを動かしましょう。  

 社会参加  

自分に合った活動を見つけましょう。  

 

■口の機能低下・食べる機能障害  

 オーラルフレイル  

歯と口の機能の虚弱、低下

した状態のことです。早めに

気づき、対策をとることでフ

レイルの進行をある程度抑

えることができます。 

 摂食・嚥下障害  

食べ物や飲み物を口にとり

込み、咀嚼し、口から胃まで

送り込む一連の動きに関わ

る障害のことです。  

【参考】 厚生労 働省「 食べ て元気に フレイ ル予防 」  

府中市「 摂食・ 嚥下機 能支 援システ ム 」  

いつまでも安全においしく 

食べるためのチェック 11 項目 

□お茶や食事でむせる 

□よく咳をする 

□薬が飲みにくい 

□声が変わった（ガラガラ声や思った声

が出せない） 

□舌に白い苔のようなものがついている 

□体重が減った 

□唾液が口の中にたまる(ヨダレが垂れる) 

□食べられないものが多くなった 

□飲み込むのに苦労する 

□固いものが噛みにくくなった 

□発熱を繰り返す 

健康 

フレイル 

要介護状態 
(身体機能障害等) 
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コラム 毎日の生活に『健
けん

口
こう

体操
たいそう

』を取り入れましょう！！ 

歯、歯肉、舌等がある口腔は、「食べる」「呼吸する」「話す」

「表情を作る」等、日常の様々な場面で大切な役割を果たして

います。  

年齢を重ねると顔や舌の筋力が低下したり、唾液の量が減少

するため、食べる・飲み込む機能が低下します。『健口体操』で

口腔機能の維持・向上を図りましょう。  

【参考】 府中市 「健口 体操 」  
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３ 市民自らが健康を管理する 

具体的取組（１）ライフステージに応じて定期的に健(検)診等を受診する 

①取組の方向性 
健診やがん検診は、疾病や障害等を早期に発見し、治療や支援に結びつける

ために重要な役割を持ちます。ライフステージに応じた健（検）診の機会を充

実させます。また、市のがん検診の受診率が低くなっていることを踏まえ、受

診率を高める取組にも力を入れていきます。更に、生涯にわたり自分の歯でお

いしく食べるために８０２０達成に向けた取組を推進します。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）疾病や障害等の早期発見・早期対応のための健診の実施 

疾病や障害等の早期発見・早期対応を図るため、ライフステージに応じた

健診を実施します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇乳幼児健康診査 

〇特定健康診査等健康診査 

市民に 

期待する取組 

〇毎年健診を受診する 

〇健診で把握できる健康状態の内容を理解する 

 

イ）がんや感染症等の病気・疾患を予防する検診や予防接種の実施 

疾病を早期発見し、適切な治療につなげるため、がん検診等を実施し、要

精密検査となった市民に、精密検査の受診を促します。また、予防接種を実

施し、感染症防止に向けた取組を推進します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇各種予防接種 

〇胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん検診 

市民に 

期待する取組 

〇がん検診や予防接種の重要性を理解する 

〇がん検診や予防接種を受ける 
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ウ）むし歯や歯周病の予防に向けた取組の推進 

むし歯や歯周病の予防対策を図るため、歯科健診と個々の口腔内状況に合

わせた歯科保健指導を行います。また、子どもから大人まで幅広い世代が平

等に受診する機会を持てるよう推進します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇幼児歯科健診 

〇成人歯科健康診査 

市民に 

期待する取組 

〇歯科健診と保健指導の重要性を理解する 

〇歯科健診と保健指導を受ける 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標 

妊婦健康診査受診率 96.1％ 100％に近づける 

産婦健診受診率 97.8％ 100％に近づける 

【再掲】３～４か月児健康診査受診率 98.8％ 100％に近づける 

【再掲】１歳６か月児健康診査受診率 98.1％ 100％に近づける 

【再掲】３歳児健康診査受診率 96.7％ 100％に近づける 

乳幼児定期予防接種接種率 93.5％ 100％に近づける 

児童・生徒健康検査受診率 99.0％ 100％に近づける 

若年層健康診査受診者数 587人 増やす 

成人健康診査受診率 40.7％ 60％ 

特定健康診査受診率 53.0％ 60％ 

後期高齢者医療健康診査受診率 66.9％ 増やす 

肝炎ウイルス検診受診率 14.3％ 増やす 

骨粗しょう症検診受診率 15.4％ 増やす 

成人歯科健康診査受診率 4.1％ 増やす 

胃がん検診受診率 4.7％ 50％ 

肺がん検診受診率 2.5％ 50％ 

大腸がん検診受診率 11.6％ 50％ 

子宮頸がん検診受診率 27.8％ 50％ 

乳がん検診受診率 18.1％ 50％ 

胃がん検診精密検査受診率 97.5％ 100％に近づける 

肺がん検診精密検査受診率 100％ 100％に近づける 

大腸がん検診精密検査受診率 92.5％ 100％に近づける 

子宮頸がん検診精密検査受診率 97.0％ 100％に近づける 

乳がん検診精密検査受診率 98.6％ 100％に近づける 
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コラム メタボリックシンドローム 

■メタボリックシンドロームの状態  

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）は、下表の必須

項目である「腹囲」に加え、①高血糖、②脂質異常、③高血圧の

３つのうち２つ以上に当てはまる状態をいいます。  

内臓脂肪型肥満の人の多くは、血糖値、中性脂肪、コレステロ

ール値、血圧に異常が出やすくなります。これらの危険因子が多

ければ多いほど動脈硬化が進行しやすく、脳卒中や心疾患、糖尿

病等の疾患を引き起こしやすくなります。  

＜メタボリックシンドロームの診断基準＞ 

 項目  診断基準  

必須  

項目  
腹囲  

(へそまわり) 

男性： 85cm 以上  

女性： 90cm 以上  
（男女ともに、腹部 CT 検査の内臓脂肪面積が 100 ㎠以上に相当） 

選択  

項目  

血糖 
空腹時血糖 110mg／dl以上 

又は HbA1c5.6％以上 

脂質  
中性脂肪 150mg／ dl 以上  

又は HDL コレステロール 40mg／ dl 未満  

血圧 
収縮期血圧 130mmHg 以上  

又は拡張期血圧 85mmHg 以上  

 
【参考】 厚生労 働省「 生活 習慣病予 防のた めの健 康情 報サイト 『 e-ヘルスネ ット 』」  

コラム がん 

■がんの割合  

がんは日本人の死因の第一位

です。最近では２人に１人が、が

んにかかり、３人に１人が、がん

で亡くなっています。  

 

■がん検診を受けましょう！  

がんから命を守るためには、無症状のうちにがん検診を受け

ることが大切です。早期のがんはそのほとんどが治ります。早

期発見・早期治療のため、定期的にがん検診を受けましょう。  

【参考】 厚生労 働省「 スマ ート・ラ イフ・ プロジ ェク ト」  
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具体的取組（２）こころやからだの不調に気づいたら早めに対応する 

①取組の方向性 
これまで行ってきた相談対応や医療機関への受診勧奨を継続するとともに、困っ

たときや不安を抱えたときに気軽に相談できる環境づくりに取り組みます。また、

円滑な情報共有により関係機関の連携を更に深め、相談体制の充実を図ります。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）相談体制の充実 

誰もが抱える可能性のあるこころやからだの健康に

関する悩みを始め、多岐にわたる相談内容に対応し連携

が取れるよう、相談体制の充実を図ります。 
 

市の主な 

事業や取組 
〇各種相談窓口の設置 

市民に 

期待する取組 

〇こころやからだの健康についての相談先となる施設や関係機関等

を知り、相談する 

 

イ）不調に気づき早期に対応できる環境の整備 

自分自身や身近な人の不調に気づき、対応する力をつけることを目的に、

ゲートキーパーの養成や、児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育等を実施

します。また、相談後も適切な支援につながるよう関係機関のネットワーク

の構築を進めます。 
 

市の主な 

事業や取組 
〇人材育成とネットワークの強化（自殺対策） 

市民に 

期待する取組 

○自分のこころやからだの不調に気づき、相談できる 

〇身近な人のこころやからだの不調に気づき、相談を勧める 

 

 
 
③指標と目標 

指標 現状値 目標 

ゲ－トキ－パ－養成講座受講者数 873名 増やす 

Ｋ６（抑うつ傾向）得点が５点以上（抑

うつ傾向が軽度以上の人）の割合 

若年者 

中年者 

高齢者 

46.2％ 

39.8％ 

37.9％ 

減らす 

被援助思考「人に相談したり援助を求

めるとき、いつも心苦しさを感じる」

に当てはまる者の割合 

若年者 

中年者 

高齢者 

28.2％ 

23.2％ 

19.4％ 

減らす 
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具体的取組（３）生活習慣病の予防や悪化を防止する 

①取組の方向性 
がん、高血圧症、糖尿病等の生活習慣病は、初期の段階において自覚症状が

ほとんど無い場合が多く、気づきにくいのが特徴です。これらの生活習慣病の

予防や重症化を予防する取組を推進します。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）生活習慣病の予防に向けた取組の推進 

生活習慣病の発症を防ぐため、生活習慣病の予防や生活習慣の改善に向け

た助言・指導を行います。また、正しい知識の普及啓発や、相談しやすい環

境づくりに努めます。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇特定健診後保健指導 

〇健康教育 

市民に 

期待する取組 

〇生活習慣病の予防・改善に向けた助言・指導を受ける 

〇健全な食生活や運動習慣等の生活習慣を身につける 

 

イ）疾病の重症化を防ぐ取組の推進 

疾病の重症化を防ぐための適切な受診行動がとれるよう、健診結果が要医

療の方や治療中断している方への受診勧奨や重症化予防を目的とした保健

指導を実施し、適切に指導や医療につながるよう支援します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇国保保健事業 

〇健康相談 

市民に 

期待する取組 
〇健診結果が要医療の人や治療中断中の人は医療機関を受診する 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

特定保健指導実施率 13.8％ 増やす 

健診異常値放置者受診勧奨事業 23.7％ 増やす 

生活習慣病治療中断者受診勧奨事業 18.0％ 増やす 

糖尿病性腎症重症化予防事業 7.0％ 増やす 
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具体的取組（４）かかりつけ医を持って、定期的に受診する 

①取組の方向性 
健康で長生きするためには、自身での健康づくりの取組に加え、継続的に自

分のからだを診てもらえる「かかりつけ医・歯科医・薬局」を持つことが重要

です。身近な場所で、健康づくりに関することを気軽に相談でき、健康管理を

実践できるような環境づくりに努めます。 

 

②主な取組の内容 
ア）かかりつけ医・歯科医・薬局の定着の促進 

自分の健康状態に心配事が生じたときに、気軽に相談できるように、かか

りつけ医・歯科医・薬局を持つことを促進します。また、適切な医療を受け

ることができるよう、定期的な受診を促します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇健康応援ガイドや健康教育での周知 

〇歯科医療連携推進事業 

市民に 

期待する取組 

〇かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局を見つけ、活用する 

〇かかりつけ歯科医で定期健診又は歯石除去等の予防処置を受ける 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標 

かかりつけ医のいる高齢者の割合 83.4％ 増やす 

かかりつけ歯科医のいる高齢者の割合 73.4％ 増やす 

かかりつけ薬局がある高齢者の割合 64.0％ 増やす 

 

 

 

 

 
  

コラム かかりつけ医・かかりつけ歯科医・  

かかりつけ薬局を持ちましょう！ 

■かかりつけ医・かかりつけ歯科医とは  

日頃の診療だけでなく、からだや口の状態等で気になることを相談

できる身近な医師や歯科医師のことです。高度な医療が必要となった

ときに、適切な医療機関を紹介することも大切な役割です。 

 

■かかりつけ薬局とは  

体質やアレルギー歴、薬の飲み合わせや重複の確認等、ニーズに沿

った相談をすることができる薬局のことです。かかりつけ薬局を１か

所にすることで、薬が効いているか、副作用がないか等の継続的な確

認や、残薬（手元に残っている薬）の調整もでき、安全・安心に薬を

使用できます。 

お薬手帳も１冊にまとめましょう！！ 
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４ 新たな時代におけるソーシャルキャピタルの発展 

具体的取組（１）元気いっぱいサポーターを中心に、健康づくりの環を広げる 

①取組の方向性 
これまで市民の健康づくりは、市内で活動する元気いっぱいサポーターとの

協働により推進してきました。これからも元気いっぱいサポーターを増やし、

活動しやすい環境を整えていきます。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）元気いっぱいサポーターの取組の周知 

市内で活動する元気いっぱいサポーターを増やし、地域での健康づくりを

広げていくため、事業の周知を行い、登録者数を増やします。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇元気いっぱいサポート事業 

〇食育推進事業 

市民に 

期待する取組 

〇自分自身、身近な人、地域の健康づくりを支援する意識を持つ 

〇元気いっぱいサポーターの役割を理解し登録する 

 

イ）元気いっぱいサポーターの活動支援 

元気いっぱいサポーターの活動支援のため、養成講座を実施します。また、

養成講座を受けたサポーターを「サポーターリーダー」とし、より主体的に

活動できるよう支援します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇元気いっぱいサポート事業 

〇食育推進事業 

市民に 

期待する取組 
〇元気いっぱいサポーターとして積極的に活動する 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標 

元気いっぱいサポ－タ－登録者数 1,388人 増やす 

地域で活動しているサポ－タ－リ－ダ－の割合 
77.4％ 

（令和２年度） 
増やす 
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コラム 元気いっぱいサポーター 

市では、ソーシャルキャピタルの醸成により健康づくりを広

げていくことを目指しています。市民が自らの健康づくりを推

進する「環」を広げていくため、市の保健計画及び食育推進計画

の趣旨を理解し、共に健康づくりを推進する人を「元気いっぱ

いサポーター」として登録しています。  

 

■元気いっぱいサポーターの定義  

健康づくりに前向きに取り組み、周りに伝え、地域をつなげ、

市全体を元気にしてくれる人  

 

■元気いっぱいサポーターの分類  

元気いっぱいサポーターの登録者は、

その活動度合いにより次の３つに分類

されます。  

①自主グループ等  

市と協働し活動する人  

②サポーターリーダー  

サポーターリーダー養成講座受講者  

③サポーター登録者  

 

■自主グループの活動事例紹介  

①ノルディックでつながる会  

〇設立時期：平成 30 年度  

〇目   的：ソーシャル・ウォーキングを行う

グループ。ノルディックウォーキ

ングを広めることを目的として活

動する。  

〇活動内容：ノルディックウォーキングイベン

トを市と協働して実施、健康応援

ウォーキングマップの見直し  等  

 

②おはなしブーメラン  

〇設立時期：令和元年度  

〇目   的：絵本の読み聞かせを通した地域貢

献や、子ども等の次世代への活動

を目指すボランティアグループと

して活動する。  

 

①  

②  

③  
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具体的取組（２）団体や企業等の連携・協働を推進する 

①取組の方向性 
市民に対してより一層幅広く健康づくりを推進するためには、行政だけでは

なく、団体や企業等との連携を深め、一体となって取り組むことが重要です。

連携・協働できる組織や団体を募り、健康づくりを推進します。 

 

②主な取組の内容 
ア）団体や企業等との連携・協働の推進 

市と団体や企業とが互いに理解し、関係が見えやすいような環境を整備す

ることで、団体や企業との連携・協働の推進を図ります。また、既に連携・

協働している取組を広く周知し、新たな団体や企業等との関係性が生まれる

ような体制づくりに努めます。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇元気いっぱいサポート事業 

〇市民提案型協働事業等の市民活動支援 

団体や企業等に 

期待する取組 

〇市の健康づくりの方針や考え方を理解する 

〇市と連携・協働し健康づくりを実践する 

〇わがまち支えあい協議会等、地域で行われている活動を知り参加

する 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標 

連携団体・企業数 － 増やす 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 元気いっぱいサポーター登録団体の活動紹介  

■東芝府中事業所の取組『職場体操で健康づくり』  

従業員が健康でいきいきと働く

ため、「元気一番 !!ふちゅう体操」

を参考に、東芝府中事業所版の職

場体操を作成。毎日職場で実践し、

運動時間を確保しています。  

既存の市の体操をアレンジすることで、地域とのつながりも

意識した健康づくりとなっています。  
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具体的取組（３）地域のつながりを強化する 

①取組の方向性 
市民相互のつながりや支え合いが活発であるほど、まちぐるみ、地域ぐるみ

の健康づくりが推進されます。地域で開催される行事やイベントへの参画を促

すとともに、地域住民や身近な人が集う機会を提供し、個人の健康づくりに加

え、自分の住む地域の人々とつながりが持てるよう支援します。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）市民参画による取組の推進 

地域で開催するまつりやイベント等への参画により、市民や団体同士のつ

ながりや、地域活動への意識を高められることから、多くの市民や団体が参

加しやすく、楽しみながら地域のつながりを実感できるよう、協働したイベ

ント等を推進します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇協働まつり 

〇福祉まつり 

市民に 

期待する取組 

〇地域で開催するまつりやイベント等に参画する 

〇自分が参画するイベント等に身近な人を誘う 

 

イ）地域とのつながりを深める取組の推進 

子どもから大人、高齢者まで、市民と市民とのつながりを強めるため、防

災や見守り活動等の取組を推進し、社会全体で支えられる環境を整備します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇青少年健全育成事業 

〇高齢者見守りネットワーク 

市民に 

期待する取組 

〇地域に目を向け、積極的につながりを持つ 

〇地域の防災活動や見守り活動等に参加する 

〇わがまち支えあい協議会等、地域で行われている活動を知り参加

する 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標 

地域から孤立していると感じる頻度

が高い者の割合 

若年者 

中年者 

高齢者 

16.6％ 

15.5％ 

13.4％ 

減らす 
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具体的取組（４）健康危機に備える 

① 取組の方向性 
昨今、地震や台風、土砂崩れ等、大規模な災害が全国で発生しています。ま

た、新型コロナウイルス感染症は、多くの人々の日常生活に影響を及ぼしてい

ます。これらの大規模災害や感染症における対策の充実を図り、市民の健康を

守るよう努めます。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）大規模災害を想定した対策と支援の充実 

「自助」「共助」の担い手である市民や事業所等が、平常時から災害への

備えを常態化する等、地域の防災力の向上を推進していくため、防災計画に

なぞらえ、市民や関係団体の主体的な取組による各種訓練の実施や、要配慮

者への支援体制を整備します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇総合防災訓練 

〇避難行動要支援者事業 

市民に 

期待する取組 

〇大規模災害が生じたときに避難する場所を知る 

〇日頃から大規模災害に備えて食料・飲料水等を備蓄する 

 

イ）感染症への対策 

感染症の予防や適切な対応ができるよう、感染予防に関する啓発及び、感

染症発生時の適切な情報発信に努めます。また、改正新型インフルエンザ等

の対策特別措置法に基づいた行動計画の策定等、新型コロナウイルス感染症

や新型インフルエンザ等の感染症の発生時に備え、関係機関の連携を強化し

ます。 
 

市の主な 

事業や取組 
〇感染症対策 

市民に 

期待する取組 

〇感染症の特徴や予防方法を知る 

〇必要に応じ、感染予防対策や新たな生活様式等を実践する 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標 

食料・飲料水を備蓄していない人の割合 
43.1％ 

（平成 30 年度） 
減らす 
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コラム 災害の備え 

急いで避難しなければならないような災害が発生してからで

は、準備をする余裕はありません。日頃から、避難をするときに

持ち出すもの、被災後の生活に必要なもの等、用意しておきま

しょう。  

 

■基本となる持ち出し品  

□貴重品（現金、身分証、鍵等） 

□飲料水、食糧（水、非常食等） 

□情報を得るためのもの（ラジオ、携帯電話、携帯用充電器、乾電池等） 

□感染予防に必要なもの（マスク、手指消毒剤等） 

□生活用品（懐中電灯、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ウェットティッ

シュ、着替え、歯磨きセット、メガネ・コンタクトレンズ、生理用品、

ブランケット、使い捨てカイロ等） 

※「口腔ケア用品」も忘れずに入れましょう！ 

歯ブラシ以外にも、ふだん使っている歯磨き用具等も入れましょう。 

 

■家庭により加える持出品  

【赤ちゃんがいる場合】  

□粉ミルク   □哺乳瓶  

□紙おむつ   □離乳食  

□母子健康手帳  

 

【高齢者や持病のある人がいる場合】  

□常備薬    □介護用品  □補聴器  

□大人用紙おむつ   □入れ歯、入れ歯用洗浄剤  

□健康保険証、障害者手帳、お薬手帳  

 

■ローリングストックを実践しましょう  

ローリングストックとは、普段の食料品を少し多めに買い置

きしておき、賞味期限を考えて使った分を補充する方法です。

一定量の食料品を備蓄することが可能で、普段から食べなれて

いる食品のため、災害時でも安心して食べられます。  

※古いものから食べて、新しいものを補充しましょう！ 

1 個補充 

1 個使ったら 
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第１章 計画策定に当たって 
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１ 計画策定の背景と趣旨 

市は、市民一人ひとりが食に関する意識を高め、豊かなこころを育み、生涯

を通して健全な生活を送ることを目的として、平成 22 年度から平成 26 年度

までを計画期間とする「府中市食育推進計画」を策定しました。その後、平成

27 年度から令和２年度までを計画期間とする第２次食育推進計画を策定し、

「共に広げ 育もう 楽しく食べて健康なまち府中」を基本理念として掲げ、

食育の推進に取り組んできました。 

第２次食育推進計画の策定後、市民の食への興味・関心を高める取組や食生

活の改善、地産地消の推進等に寄与する取組を展開してきました。一方、市民

の生活スタイルの多様化や、国や東京都の食育推進計画の策定・改定により、

ライフステージの特性に応じた切れ目のない取組の充実や食品ロスの削減、食

文化の継承に関する取組の充実、地域の関係機関や企業等との連携強化が必要

となっています。更に、新型コロナウイルス感染症の影響による生活環境の変

化から、日頃からの適切な食生活の実践がより一層求められるようになってい

ます。 

このような課題を克服するためには、健全な食生活やライフステージの考え

方を見直すとともに、食に関する関係機関や企業等との更なる連携・協働を図

り、これまで以上に大きな枠組みで食育を推進することが必要です。 

このことから、市は、第２次食育推進計画に基づいて実施してきた取組の評

価、食育を取り巻く国や東京都の政策動向や社会情勢の変化を踏まえ、市民の

健全で豊かな食習慣の定着や食環境の充実を図るため、今後６年間の健康施策

の指針となる「第３次府中市食育推進計画」を策定します。 

 

 

「食育」とは 

〇食育は、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となる

べきものである。 

〇食育は、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を

習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることである。 

食育基本法前文より 
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２ 食育を取り巻く国や東京都の政策動向 

（１）第３次食育推進基本計画の策定 

①策定の背景 
〇国は、平成 23年度から平成 27年度までを計画期間とする「第２次食育推

進基本計画」に基づき、家庭、学校等、地域において食育を推進してきま

した。 

〇一方、食をめぐる状況は刻一刻と変化しており、これまでの食育の推進の

成果と食をめぐる状況や諸課題を踏まえつつ、食育に関する施策を総合的

かつ計画的に推進していくため、平成 28 年度から令和２年度までの５年

間を計画期間とする「第３次食育推進基本計画」を策定しました。 

 

②５つの重点課題と目標値 
〇「第３次食育推進基本計画」では、「若い世代を中心とした食育の推進」、

「多様な暮らしに対応した食育の推進」、「健康寿命の延伸につながる食育

の推進」、「食の循環や環境を意識した食育の推進」、「食文化の継承に向け

た食育の推進」を重点課題として掲げています。 

〇目標と指標については、「第２次食育推進基本計画」の 11目標（13指標）

から、「第３次食育推進基本計画」の 15目標（21指標）に増え、「減塩に

気をつける」、「食品ロスの削減」等の新たなキーワードが加わりました。 

 

 

（２）東京都食育推進計画の改定 

①策定の背景 
〇東京都は、平成 23 年度に改定された「東京都食育推進計画」が平成 27年

度で終了することに伴い、これまでの施策の成果や達成度に基づき、更に

食育を進めるとともに、今後、急増する高齢者への対応や都内産食材の認

知度向上等の課題にも対応するため、計画を改定し、新たな計画期間を平

成 28年度から令和２年度までとしました。 

 

②計画の概要 
〇東京都の食育を推進するため、生涯にわたり健全な食生活を実践するため

の食育の推進・食育体験と地産地消の拡大に向けた環境整備・食育の推進

に必要な人材育成と情報発信の３つの取組の方向に基づいて具体的な施

策を展開します。 
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③改定のポイント 
〇高齢化の急速な進展を踏まえ、これまでの乳幼児、児童・生徒、青年・成

人といったライフステージに、新たに高齢者を加え、４つのステージに細

分化しました。 

〇地産地消の更なる拡大を図るとともに、様々なイベントやＰＲを通じて、

都内産はもとより、国内産食材の魅力について都民の理解を深めるための

取組を実施します。 

 

 



 

113 

第２章 第２次府中市食育推進計画の 

評価と課題 
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１ 第２次食育推進計画の評価 

第２次食育推進計画の施策の柱である３つの取組にしたがって、市がこれま

で進めてきた取組、令和元年度に実施した市民アンケート調査、その他関連す

る各種調査等の結果からわかることを取りまとめ、評価と課題の整理を行いま

した。 

（１）市民の食育の実践を支援します 

①これまでの取組 
〇朝食の重要性を啓発する取組を推進してきました。食習慣が形成される乳

幼児期から思春期までに対しては保育所や小中学校等と、欠食率が最も高

い青年期に対しては大学等と連携して欠食率の減少に向けた取組を推進

しました。 

〇バランスのよい食事や地産地消等の啓発として、調理実習や農業体験等の

実施により、食への関心を高める取組を行いました。また、各種講演会や

ホームページ、給食センターから発信するＴｗｉｔｔｅｒ等を通じた情報の提供

を行いました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『世代別にみた朝食を欠食している人の割合の経年変化』について、平成

27年度と令和元年度調査の比較（以下「経年変化」といいます。）で見る

と、３歳児では低くなったものの、他の世代においてはいずれも高くなっ

ています。 

〇（再掲）『1日の野菜摂取量に関する性・年齢層別比較』を見ると、国が推

奨する 350g 以上摂取している人の割合は、年齢が下がるにつれて低くな

っており、いずれの世代であっても、女性よりも男性の方が低くなってい

ます。ただし、最も割合の高い高齢者の女性であっても、３割台半ばとな

っています。 

〇府中市産の農産物を意識的に摂取している人の割合は、高齢者が 33.6％、

中年者が 20.5％、若年者が 10.7％となっています。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇市と関係機関が連携して、朝食の重要性を啓発してきましたが、３歳児以

外では改善はみられませんでした。引き続き、朝食の摂取頻度の改善に向

けた取組を実施するとともに、健全な食生活の基本となるバランスのよい

食事についての啓発が重要です。 

〇全ての世代において、野菜の摂取量が芳しくないため、全体的に野菜の摂取

量を底上げする取組が求められます。ただし、全国的にも野菜の摂取不足の
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傾向が認められることから、市の現状に応じた適切な目標の設定を検討する

ことが必要です。また、府中市産の農産物の摂取状況が全体的に低く、特に

若年者で最も低い状況が見られたため、地産地消の更なる推進が必要です。 

〇食品表示法の施行とともに栄養成分表示が義務化されたことに伴い、食品

表示の見方や活用方法について、関係機関と連携し、周知していくことが

必要です。 

〇情報提供は紙面だけでなく、ホームページやＴｗｉｔｔｅｒ、メール配信サービ

ス等、様々な媒体を活用して実施してきました。情報発信については各世

代に応じた有効な手法の更なる検討が必要です。 

世代別にみた朝食を欠食している人の割合の経年変化 

 
注）３歳児は、平成 27 年度のデータを取得していないため、平成 29 年度のデータを掲載している。 

【出典】３歳児は「府中市３歳児健康診査予診票」 

小学５年生と中学２年生は「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」 

若年者から高齢者までは府中市「『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

1 日の野菜摂取量に関する性・年齢層別比較 

 
【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 
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（２）生涯にわたるライフステージごとの食育の取組を進めます 

【乳幼児期（０歳から６歳頃まで）】 

①これまでの取組 
〇国の授乳・離乳の支援ガイドの改定を参考に、離乳食教室を通じて、乳幼

児の成長・発達に応じた離乳食の作り方の実演や試食を行い、家庭で実践

できるように努めました。 

〇乳幼児健康診査時の個別栄養相談やはじめてのパパママ学級、地産地消の

啓発に向けた体験型の親子食育教室、食事マナーや箸の使い方に関する教

室等により、乳幼児とその保護者に対して、健全な食生活を実践できるよ

う、食育を推進してきました。 

〇様々な事情により、健全な食生活の実現が困難な家庭の支援や地域交流の

推進を図るため、住民主体の地域の会食の場を周知し、利用を促しました。 

〇乳幼児の発達に応じた食育の取組や給食の提供、給食を活用した食育を進

めるため、「府中市立保育所食育計画」を作成し、食育を実施してきまし

た。また、和食給食の提供や餅つき・みそ汁作り等の体験活動を通じて食

文化の継承に努めてきました。 

〇妊娠届時に妊娠期の食生活に関する情報を提供し、更に、希望者には栄養

相談も行いました。また、妊婦向けの栄養情報をホームページで紹介し、

希望者には食事バランス診断を行うことができるように体制を整え、妊娠

期特有の課題に応じた支援を行いました。 

〇妊娠期に妊婦歯科健康診査を実施し、女性ホルモンのバランスや食生活の

変化による歯周病やむし歯の予防に向けた取組を進めてきました。また、

乳幼児向けには成長段階に応じた歯科健診と保健指導を実施しており、母

子ともに切れ目のない歯と口の健康づくりの取組を行っています。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『子どもの食生活で困っていること』を見ると、困っていることが「ある」

と回答したのは、１歳６か月児の保護者が 76.9％、３歳児の保護者が

71.9％となっています。 

〇困っていることの内訳を見ると、１歳６か月児の保護者は、「むら食い」

が３割を超えて最も多く、次いで「好き嫌い」、「多食」となり、「丸のみ」

が約２割となっています。一方、３歳児の保護者は、「好き嫌い」と「むら

食い」が３割台半ばとなっています。 
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③評価のまとめと今後の課題 
〇規則正しい食生活を身につけるための情報発信や体験活動の充実を図る

必要があります。また、地産地消の推進や食文化の定着に向けた取組も必

要です。 

〇幼児期は自我の芽生えにより好き嫌い、食べむら等が見られ、子どもの食

生活に悩む保護者は増えています。子どもの成長・発達に沿った情報提供

や個々の悩みに応じたきめ細やかな支援の更なる強化が必要です。 

〇妊娠中の食習慣が子どもの成長に大きく影響するため、妊娠中からの切れ

目のない支援が必要です。 

〇妊娠期と乳幼児期の口腔衛生は、食生活と密接な関係があることから、更

なる歯や口の健康づくりに関する取組を検討していきます。 

子どもの食生活で困っていること 

 

【出典】府中市「子ども家庭支援課資料」 

 

 

 

 

 

 

  

76.9 71.9

22.8 28.0

0.3 0.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

１歳６か月児の保護者

（n=2,149）

３歳児の保護者

（n=2,255）

無回答

なし

ある

（％）

■困っていることの内訳（複数回答）

1位 むら食い 31.6％

2位 好き嫌い 28.2％

３位 多食 26.4％

４位 丸のみ 19.3％

５位 少食 7.2％

■困っていることの内訳（複数回答）

1位 好き嫌い 35.8％

2位 むら食い 34.8％

３位 少食 11.6％

４位 多食 7.3％

５位 口にためる 5.8％

正しいお箸の持ち方教室 
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【学童期から思春期（７歳から１９歳頃まで）】 

①これまでの取組 
〇市内の小中学校においては、規則正しい食生活の基盤となる朝食の重要性

を周知し、朝食の欠食率減少に努めてきました。また、栄養教諭による食

に関する指導やランチタイムズ（食育広報紙）、学校給食センターの見学

コースや食育コーナーを活用し、更なる食育の推進につなげました。 

〇学校給食センターでは、「安全で安心なおいしい給食の提供～顔の見える

給食～」を目標に食育指導年間計画を作成し、月ごとの給食目標や地場産

物の使用等を定め、食育を実施してきました。また、和食給食や行事食も

積極的に取り入れ、食文化の継承に努めてきました。 

〇住民主体の地域の会食の場の利用を促進するため、「ふちゅう こども食

堂マップ」を児童・生徒に配布し、周知を図りました。 

〇ふちゅうカレッジ出前講座の中に「元気に学校生活を送るために～口腔ケ

アと食事～」というメニューを設け、児童とその保護者を対象とする歯科

保健指導・栄養指導の機会を作りました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『世代別にみた朝食を欠食している人の割合の経年変化』を見ると、小学

校５年生は１割を超え、中学校２年生は１割台半ばとなっています。経年

変化では、それぞれの学年において高くなっています（p115参照）。 

〇『保護者の朝食摂取状況別にみた朝食をいつも食べる子どもの割合』を見

ると、朝食をいつも食べる習慣がない保護者の子どもは、「いつも食べる

（週に５日）」の割合が相対的に低くなっています。 

〇『生活困窮状況別にみた給食以外でふだん食べる物』を見ると、養育・生

活困難層の家庭の子どもは、一般層と比べて野菜・くだもの・肉か魚を食

べている割合が低い傾向が認められました。 

〇平日（学校へ行く日）に夕ごはんを一人で食べる子どもの割合は、小学生

で 2.5％、中学生で 14.4％となっています。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇小中学校との連携により、規則正しい食生活の実践や食育の推進に力を入

れてきました。一方、小学生と中学生のいずれも朝食を食べない子どもが

多くなっていることから、朝食の欠食率を減らす取組が必要です。また、

保護者の摂取状況による影響が認められたため、保護者に向けた啓発を図

る必要があります。 

〇給食以外の食事の状況を見ると、野菜・くだもの・肉か魚を十分に摂取で

きていない傾向が認められたことから、バランスのよい食事の必要性につ

いて伝え、推進していくことが重要です。 
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〇一人で食事を食べる子どもが一定程度見られました。また、生活に困難を

抱える世帯の子どもは、栄養バランスの偏りが見られました。食を通じた

コミュニケーションやバランスのよい食事をとることができる住民主体

の地域の会食の場の周知を図り、地域と連携した取組を推進していく必要

があります。 

〇小中学校に通う子どもについては、食生活の実態を把握しやすいですが、

中学校を卒業した子どもの把握は困難を極めます。中学校を卒業した後で

も規則正しい食生活が送れるよう、家庭や学校、地域と連携して食育に取

り組むことが必要です。 

保護者の朝食摂取状況別にみた朝食をいつも食べる（週に５日）子どもの割合 

 

【出典】府中市「平成 31年府中市子どもの生活実態調査」 

生活困窮状況別にみた給食以外でふだん食べる物 

 

注）養育・生活困難層とは、「時間の制約」「不安定」「孤立・孤独」の３つの要素のうち、２つ以上に該当し、かつ、

「低所得」「家計の逼迫」「子どもの体験や所有物の欠如」の３つの要素のうち、２つ以上に該当する者。一般層

はいずれの要素にも該当しない者。 

【出典】府中市「平成 31年府中市子どもの生活実態調査」 
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【青年期（２０歳から３９歳頃まで）】 

①これまでの取組 
〇食生活の乱れが顕著な世代であることを踏まえ、調理実習等の講座を通じ

て、バランスのよい食事や推奨される野菜の摂取量、朝食の重要性等、健

全な食生活を啓発してきました。 

〇若年層健康診査の一部の受診者を対象に食生活アンケートによる一日の

食事内容の聞き取りを実施し、青年期における食生活の実態を把握すると

ともに、アンケートの回答者には、食事診断を実施し、個々の生活状況に

合った健康情報の提供により、健全な食生活の実践を促しました。 

〇市内大学と連携し、食育に関する取組を実施してきました。食事バランス

ガイドを活用した自分の食生活の振り返りにより、バランスよく食べるこ

との意識啓発を図りました。また、学生から要望が挙がっていた単身者で

も簡単に作れるレシピ集を食育推進リーダーと協働で作成・配布しました。 

〇自分の歯や口の健康に対する関心が薄い時期に歯科健康教育や、市独自の

若年者歯科健診を実施し、食事をする上での基盤となる歯と口の健康づく

り、歯周病予防の啓発に力を入れてきました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『世代別にみた朝食を欠食している人の割合の経年変化』を見ると、中年

者・高齢者と比べて高くなっています（p115参照）。また、『主食・主菜・

副菜がそろった食事を食べる頻度』を見ると、ほぼ毎日食べる人の割合は

若年者で最も低くなっています。 

〇『睡眠による休養の充足感と朝食摂取状況に関する性・年齢層別比較』を

見ると、若年者では男女ともに睡眠による休養が十分でない人の朝食欠食

者の割合が高い傾向が見られました。 

〇『「肥満・やせ該当者」の性・年齢層別比較』のやせの割合を見ると、中年

者と高齢者に比べて若年者は高くなっています。とりわけ、男性の若年者

が 8.6％なのに対して、女性は 16.3％と２倍近くとなっています（p41参

照）。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇朝食の摂取やバランスのよい食事等、健全な食生活における啓発に力を入

れてきました。朝食の摂取頻度に悪化傾向は認められませんでしたが、中

年者と高齢者に比べると、朝食の摂取頻度が低い等、食生活の乱れが顕著

であるため、引き続き、食生活の改善に向けた取組に力を入れる必要があ

ります。また、睡眠による休養の充足感と朝食欠食の関連性も認められた

ことから、規則正しい生活リズムの定着についても啓発していく必要があ

ります。 
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〇女性はやせの傾向が認められることから、食事制限によるリスクや、標準

体重に近づけるための健全な食生活について啓発を行うことが重要です。 

〇食への課題が中年者・高齢者と比較して多いため、食に関心を持ってもら

うための啓発の手法について検討が必要です。 

 

主食・主菜・副菜がそろった食事（バランスの取れた食事)を食べる頻度 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

睡眠による休養の充足感と朝食摂取状況に関する性・年齢層別比較 

 
【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 
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【中年期から初老期（４０歳から６４歳頃まで）】 

①これまでの取組 
〇職場や家庭の中心となって活躍する多忙な世代という特徴を踏まえ、食育

関連事業の開催日程を休日に設定しました。また、周知方法は広報紙や市

内の公共施設におけるチラシ配架、メール配信等、できるだけ情報が届く

よう工夫しました。 

〇子育てしている人も多く見られるため、親子で参加できる講座を開催し、

保護者向けにはグループワーク等を通じて朝食の重要性やバランスのよ

い食事等、健全な食生活の啓発を行いました。 

〇子育て中や定年退職した男性を対象に調理体験講座を開催し、食事づくり

の楽しさを伝え、調理技術を学ぶ機会を作りました。 

〇歯周病を有し、歯の喪失が急増する時期に歯科健康教育や、成人歯科健康

診査を通じて、咀嚼や歯周病予防の重要性、メタボリックシンドロームの

予防につながる食べ方等、歯と口の健康づくりに向けた啓発を行いました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『世代別にみた朝食を欠食している人の割合の経年変化』を見ると、欠食

している人は 28.6％であり、４人に１人以上の割合で欠食していること

がわかります（p115参照）。 

〇『主食・主菜・副菜がそろった食事を食べる頻度』を見ると、ほぼ毎日食

べる人の割合は 51.7％であり、高齢者と比べると、約 25ポイント低くな

っています（p121参照）。 

〇メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合は、経年変化を見ると、

平成 27 年度は女性 12％、男性 42％、令和元年度は女性 15％、男性 47％

と、増加傾向が認められました。また、男女別で見ると、女性に比べて男

性の方が、割合が高くなっています。 

〇『就寝前２時間以内に夕食を週３回以上とる人の割合』を見ると、女性に

比べて男性が多くなっています。 

〇（再掲）『進行した歯周病を有する者の割合』を見ると、令和元年度にお

いて、進行した歯周病を有する者の割合は、40～49 歳は 31.6％であり、

健康日本 21 の目標値である 25％を上回っています。一方、60～69 歳は

42.4％であり、健康日本 21の目標値である 45％を下回っています。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇経年変化によると、メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合は

男女ともに増加傾向にあり、男性では約半数がメタボリックシンドロー

ムの該当者又は予備群であるため、食生活を始めとする生活習慣の改善

が必要です。 
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〇世代の特徴に配慮した食に関する取組を実施してきましたが、より多く

の人に参加してもらえるよう、啓発方法や各種講座の開催日時等、更な

る手法の検討が必要です。 

〇バランスのよい食事を、自分の歯でしっかり噛み、ゆっくり食べることが

メタボリックシンドローム予防につながることから、自分の歯を保つこと、

歯周病予防の重要性を引き続き周知していくことが必要です。 

就寝前２時間以内に夕食を週３回以上とる人の割合 

 

【出典】府中市「保険年金課・健康推進課資料」 
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コラム 夜遅く食事をとるときは 

働き世代では、食事時間が不規則になりがちです。夜遅い時

間に食事をとると、食事からとったエネルギーが消費されにく

いので、余分なエネルギーは体脂肪として蓄積されやすくなり

ます。また、夜遅い食事は翌朝食欲がなくて朝食が食べられな

い原因にもなり、生活リズムも乱れやすくなります。  

■夜遅い時間の食べ方の工夫  

❶できるだけ低脂肪で消化の良いものを食べるようにしましょう 

揚げ物等こってりしたものは控え、野菜料理を多めにすると、

カロリーや脂肪のとり過ぎを防ぐことができます。  

❷よく噛んで食べましょう 

よく噛んで食べることで唾液が分泌され、消化を助けてくれ

ます。  

❸間食を上手に利用しましょう 

夕方空腹を感じる頃に、おにぎりや牛乳等

の間食を少ししておくと、夜遅い時間の食べ

過ぎを防ぐことができます。  

菓子パンやスナック菓子等、脂肪が多いも

のをとると夜遅い夕食に加えてエネルギーオ

ーバーになりがちなので、注意が必要です。  
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【高齢期（65 歳以上）】 

①これまでの取組 
〇介護予防事業では、管理栄養士及び歯科衛生士が、フレイルや骨粗しょう

症予防の観点から栄養バランスがよく簡単にできるメニューや、正しい歯

磨きの方法、飲み込む力の維持・向上のために考案された“健口体操”等

体験型又は通信型で講座を実施してきました。 

〇生涯を通じておいしく食事ができるように、市独自の摂食・嚥下機能支援

システムの導入を行いました。 

〇歯の喪失が進み、口腔機能が低下する時期に、残存歯の維持や口腔機能低

下の気づきとなる口腔機能健診を実施しました。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇『低栄養傾向の者の割合に関する性・年齢層別比較』を見ると、低栄養傾

向の者は男性で 11.7％、女性で 23.1％と、女性に多く、85歳以上で最も

割合が高くなっています（p51参照）。 

〇『世代別にみた朝食を欠食している人の割合の経年変化』を見ると、朝食

を欠食している人の割合は、増加傾向が認められました（p115参照）。 

〇『共食頻度』を見ると、ほとんど食べないと回答した人の割合は、若年者

6.3％と中年者 9.0％に比べて、高齢者は 17.5％と高くなっています。 

〇家族構成別にみた共食頻度は、同居該当者と比べて独居該当者は若年者、中年

者、高齢者のいずれの世代においても低くなっています。とりわけ、高齢者は

同居該当者（男性 80.2％、女性 83.9％）と独居該当者（男性 3.3％、女性 2.6％）

との共食頻度の差が大きくなっています。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇加齢による変化に応じた食生活の啓発、摂食・嚥下機能支援の取組を行っ

てきました。フレイルの要因の一つである低栄養予防の観点から、今後も

健康状態に合わせた栄養のとり方について、更なる啓発が必要です。 

〇朝食摂取や共食の頻度について課題が見られることから、改善に向けた取

組が求められます。 

〇これまでに培ってきた豊富な知識や経験をいかし、家族や地域の人々との

交流を通じて、次世代の子どもたちに食文化を伝承していくことが求めら

れます。 
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第2 章 

共食頻度（1日に一回以上誰かと食事を食べる日数） 

 

【出典】府中市「令和元年度『健康と安全・安心な暮らし』に関する市民アンケート調査」 

 

 

 

 

 

 

  

67.7 

64.7 

64.1 

8.5 

8.6 

5.1 

8.7 

9.0 

5.0 

8.7 

8.7 

8.3 

6.3 

9.0 

17.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

若年者（n=2,563）

中年者（n=3,105）

高齢者（n=3,455）

ほぼ毎日 4-5日/週 2-3日/週 1日/週 ほとんど食べない

（％）

 

コラム 安全に安心しておいしく食べられるように 

市では、『むせる』、『飲み込みにくい』等、摂食嚥下障害のあ

る方や、飲み込みに悩みや不安のある方が安心しておいしく食

べられるように、かかりつけ医やかかりつけ歯科医が中心とな

り、在宅療養に係る様々な専門家が連携し支援しています。  

また、より詳しい検査や診断が必要と思われる場合は、専門

医療機関を紹介します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気になる症状があったら抱え込まずに、  

まずは身近な支援者に相談することが大切です。  

府中市摂 食・嚥 下機能 支援 システム  

地域包括 
支援センター 

保健所 

介護サービス 
担当者 

健康推進課 
（食べる･飲み込む 

機能支援相談窓口） 

ケアマネジャー 

 

日常生活の中で、診療や健康管理を行います 

かかりつけ 
歯科医 

かかりつけ 

医 

訪問看護 
かかりつけ 

薬 局 

摂食嚥下障害が 
疑われる方 

住み慣れた地域でいきいきと 

安全な生活を送れるように支援します 

飲みやすい薬や嚥下 

補助食品の提案をします 
療養に必要なケア、 

健康管理等を行います 

指
導 

紹
介 

 専門医療機関による 

嚥下機能検査やリハビリテーション等 

安全に食べられる工夫や方法を教えてくれます 

※検査、リハビリテーションを受けたら、

すぐに食べられるようになるわけでは

ありません。 

その方の食べる力を知り、その方に合

った適切な食べ方や環境を整えること

が目的です。 

相談･支援 

連携 
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（３）関係機関等との連携を強化します 

①これまでの取組 
〇市では、関係機関と連携し、朝食欠食率の減少に向けた取組を始め、規則

正しい食生活の啓発や推奨される野菜の摂取量の周知、地産地消の推進、

食品ロスの削減等に関する取組を行ってきました。 

〇食生活に課題が多いものの、市の事業を通じてアプローチしづらい青年期、

とりわけ大学生に対しては、市内大学との連携により、啓発を進めること

ができました。 

〇健全な食生活を啓発する食育推進リーダーを育成し、協働しながら事業を

実施してきたことにより、市民目線での事業運営や啓発手法を検討するこ

とができています。 

 

②アンケート調査結果又は関連統計データからわかること 
〇市の食育関連事業は 12 課で実施され、市で育成している食育推進リーダ

ー等の市民団体や農業関係、教育機関、行政関係等との連携は図られてい

ましたが、企業との連携は少ない状況です。 

〇庁内調査によると、連携先である市民団体の構成員においては高齢化して

いる状況がありました。 

 

③評価のまとめと今後の課題 
〇市と食育推進リーダー等の市民団体や農業関係、行政関係等、様々な関係

機関と連携・協働して食育を推進することができました。引き続き、更な

る関連団体間のつながりの強化、情報発信の充実に努める必要があります。 

〇より幅広く食育を推進するため、市民の生活により近い存在である企業と

の連携に力を入れていくことが必要です。 

〇食育の推進を担う市民団体の構成員が高齢化している状況があり、次世代

の育成に努めていくことが必要です。 
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第2 章 

２ 第２次食育推進計画の評価を踏まえた課題 

（１）市民の食育の実践を支援します 

「朝食を食べる」ことを市民の食育の実践行動の一つと捉え、調理実習等の

体験型の講座を始め、広報紙やホームページ、メール配信サービス等の媒体を

活用し、様々な機会を通じて啓発してきました。 

しかしながら、乳幼児期以外の世代では朝食の摂取状況に改善が見られなか

ったため、朝食を欠食することによる健康への影響を伝え、より広く情報を発

信できるよう、更なる有効な手法の検討が必要です。 

市民アンケート調査によると、野菜の摂取量が不足している等、食事バラン

スの乱れも生じているため、朝食の摂取と合わせて、規則正しい食生活につい

ても啓発していくことが重要です。また、府中市産の農産物の摂取状況が全体

的に低く、特に若年者で最も低い状況が見られたため、野菜の摂取量増加の取

組と合わせて地産地消の更なる推進が必要です。 

食品表示法の施行を受け、食品表示の見方や活用方法について周知していく

ことが必要です。 

 

（２）生涯にわたるライフステージごとの食育の取組を進めます 

各世代の特徴に応じ、切れ目のない食育の取組を実施してきました。 

乳幼児期は、規則正しい食習慣を身につけるための情報発信や体験活動の充

実を図るとともに、地産地消の推進や食文化の定着に向けた取組が必要です。

また、妊娠中の食習慣が子どもの成長に大きく影響するため、妊娠中からの切

れ目のない食育の支援が重要です。 

学童期から思春期までは、学校給食や栄養教諭等による食育を通して、朝食

の摂取やバランスよく食べること等、食習慣の基礎を確立する取組が求められ

ます。また、中学校を卒業した後でも規則正しい食生活が送れるよう、家庭や

学校、地域と連携して食育に取り組むことが必要です。 

青年期は、他の世代と比較して食への課題が多く見られるため、現在の食生

活が将来の健康に大きく影響を及ぼすことを再認識し、食に関心を持ってもら

うための啓発の手法について検討することが必要です。 

中年期から初老期までは、メタボリックシンドロームや歯周病を始めとする

生活習慣病等の疾病が発症しやすい時期であるため、自分の健康に意識を向け、

食生活を始めとする生活習慣の見直しや改善ができるよう、普及啓発に努める

ことが必要です。 

高齢期は、フレイルの要因の一つである低栄養予防に関する啓発や、朝食の

摂取・共食の頻度の改善に向けた取組が重要です。また、これまでに培ってき
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た豊富な知識や経験をいかし、家族や地域の人々との交流を通じて次世代の子

どもたちに食文化を伝承していくことが必要です。 

 

（３）関係機関等との連携を強化します 

市と食育推進リーダー等の市民団体や農業関係、行政関係等、様々な関係機

関と連携・協働し、各種食育関連事業を実施することにより、調理の楽しさ、

食への興味、調理技術の習得、地域や世代間交流、地産地消の推進、農業や食

品ロスに対する理解につなげることができました。 

しかしながら、企業との連携・協働は少ない状況であり、食育を広く推進し

ていくためには、市民生活に近い存在である企業との連携・協働が重要です。 

また、食育の推進を担う市民団体の活動の継続及び推進のため、次世代の育

成に努めていくことが必要です。 

 

 

 

 

コラム 大学における食育講座  

若い世代の食への関心を高め、健全な食生活に導くことを目

的に、大学の新入生を対象とした「食糧・環境問題」の授業にお

いて、食育の啓発を行っています。  

講座は、食事バランスガイドのワーク等を通じた自分自身の

食生活の振り返りや食育の必要性について考える機会とし、市

のアンケート調査結果に基づいた学生の食生活の傾向を踏ま

え、食生活改善のポイントを伝えています。  

また、学生より「一人暮

らしでも簡単に作れる自炊

レシピを知りたい」との声

が上がり、学生に不足して

いた野菜を手軽に食べても

らえるよう、簡単な調理方

法やカット野菜・缶詰等を

活用したレシピを食育推進

リーダーと協力して作成・

配布し、実践につながる啓

発を実施しています。  
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第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 基本理念 

 

ひろげよう食の環
わ

 

～食ではぐくむ健康なまち府中～ 

 
これまで市では、ライフステージに応じた様々な取組によって食育を推進す

ることで、市民が食の大切さを理解し、健全なこころやからだを育み、社会と

の交流を実践できるまちを目指してきました。 

各世代の特徴に応じた取組や、市と食育推進リーダー等の市民団体や農業関

係、行政関係等、様々な関係機関と連携・協働による取組により、朝食の重要

性や健全な食生活の実践方法、地産地消や食品ロスの削減等を啓発してきまし

た。しかし、朝食や野菜の摂取状況、企業との連携状況には課題が見られます。 

一方、第２次食育推進計画の期間中（平成 27～令和２年度）においては、新

型コロナウイルス感染症の影響を受け、日常生活を営む上での三密（密閉、密

集、密接）の回避や、食事の場面における「新しい生活様式」の考え方（対面

ではなく横並び、会話は控えめに等）を踏まえる必要性が高まりました。更に、

感染予防に向けて、日頃からの適切な食生活の実践がより一層求められるよう

になっています。 

人と人とが直接的に交流しづらい状況の中、現在、そして今後起こり得る食

育の課題に対して的確かつ柔軟に対応するためには、健康寿命の延伸に資する

食生活やライフステージの考え方を見直すとともに、食に関する関係機関、団

体や企業等と幅広く連携・協働を進めながら、これまで以上に大きな枠組みで

食育を推進することが重要です。 

以上のことを踏まえ、市では本計画の基本理念を「ひろげよう食の環
わ

～食で

はぐくむ健康なまち府中～」と定め、具体的な取組を展開します。 
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２ 基本方針 

第３次食育推進計画では、基本理念である「ひろげよう食の環 ～食ではぐ

くむ健康なまち府中～」の実現に向けて、次の３つの基本方針を定め、具体的

な取組を展開します。 

 

（１）健康寿命の延伸に向けた食生活の意識を高める 

市民の健康寿命は、平成 16年から平成 28年までにかけて伸びています。一

方、主要な死因を見ると、悪性新生物（がん）や心疾患、脳血管疾患等、生活

習慣が起因となる疾患が多くを占めています。健康寿命の更なる延伸に向けて、

健全な食生活に関する情報を発信するとともに、調理体験等の各種講座を通じ

て食生活を見直す機会、栄養バランスのとれた食事の重要性や食の安全性を意

識する機会の充実を図ります。 

 

 

（２）ライフステージの特性に応じた食生活を実践する 

食べることは、生涯を通して営まれ、生きる力の基礎となるものです。市民

一人ひとりが食に関心を持ち、健全な食生活を送るための知識と行動を身につ

け、実践し、次世代に伝えていくことが大切です。 

市では、第３次保健計画と第３次食育推進計画を一体的に策定することに伴

い、ライフステージを、乳幼児期（０～６歳）、学齢期（７～17 歳）、若年期

（18～39歳）、中年期（40～64歳）、高齢期（65歳以上）の５つの段階に分け

ました。なお、第３次食育推進計画では、妊娠及び産後の特性に対する取組を

独立させて区分するため、妊産婦期を含めた６つの区分により、生涯にわたり

切れ目のない食育の推進を図ります。 

 

（３）地域や関係機関との連携・協働による食育を推進する 

市内において、より一層食育の推進を図るためには、食を通して市民と市民

との交流を促し、コミュニケーションの機会を充実させるとともに、食育の推

進を担う人材の育成や関係機関との連携体制を強化することが重要です。また、

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）も視野に入れ、誰もが健康的で豊かな食生活が

送れるように、庁内の関係各課や市内の関係機関と連携を深め、食の循環への

理解や食文化の継承、食環境整備を推進します。 
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３ 施策体系 
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第3 章 
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〇第４章の各具体的取組の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市が行う具体的取組の

方向性を示しています。 
※一部ライフステージの特徴も

示している場合があります。 

取組の方向性に沿って、

市が行う主な取組内容

を示しています。 

市が行う取組内容に対

して、市民に期待する取

組内容を示しています。 

具体的取組の達成状況を

測るもので、数値で表せ

るものは令和元年度の現

状値及び令和８年度の目

標を示しています。 
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第４章 各基本方針と具体的取組 
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１ 健康寿命の延伸に向けた食生活の意識を高める 

具体的取組（１）健全な食生活を知る 

①取組の方向性 
健全な食生活とは、栄養バランスのとれた食事を１日３回、適切な量をおい

しく、楽しく食べることです。市民一人ひとりが意識し、取り組めるよう、幅

広く情報を発信し、啓発機会の充実を図ります。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）健全な食生活を送るための食や健康に関する情報発信の充実 

食事バランスガイドを始め、食や健康に関する情報を広報紙やホームペー

ジ、啓発資料の配布、ポスター掲示、ＳＮＳの活用等、各世代に応じた様々な

手法により発信します。また、保育所や小中学校では各家庭に配布する給食

献立表等を活用し、食育に関する情報を発信します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇食育月間等を活用した普及啓発 

〇保育所や給食センターにおける情報発信 

〇給食展の開催 

市民に 

期待する取組 

〇食や健康に関する情報を広報紙やホームページ等で得ようとする 

〇自分が得た食や健康に関する知識を日頃の生活でいかす 

 

イ）健全な食生活を啓発するための機会の充実 

より多くの人に参加してもらえるよう、様々なライフスタイルに応じたテ

ーマや啓発の手法、開催日時、体験型講座の実施等について検討し、食生活

を啓発する機会の充実を図ります。また、保健センターでは、生活習慣病等

の疾病予防の食生活について、個別に栄養相談を実施します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇食育推進事業 

〇子育て相談室・保健相談室 

〇各種体験型講座 

市民に 

期待する取組 

〇健全な食生活を送るための講演会や体験型講座に参加する 

〇生活習慣病等の疾病予防の食生活について相談する 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

健全な食生活に関する情報を、多様な手法で発信

（啓発）する 
－ － 
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コラム ゆっくり よく噛んで 味わって 食べる 

食べることは、「何をどのくらい食べるのか」の栄養面だけで

なく、「どのように食べるか」という“食べ方”の視点も大切で

す。五感を使って味わう“食べ方”を通して健全な心身と、豊か

な人間性を育むことにもつながります。  

五感を刺激して、『美味しく食べる』を実践してみましょう。 

 

■五感で味わえる食べ方とは？  

五感には視覚、嗅覚、聴覚、味覚、触覚があります。これらの

感覚を食事により刺激します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ゆっくりよく噛んで食べる効果  

栄養バランスのとれた食事をゆっくりよく噛んで味わって食

べることによって口腔機能の維持向上につながります。また、

唾液の分泌もよくなり、歯や口の病気を予防し消化も助けます。

ゆっくり噛むことで食事量が少なくても満足感が得られ、生活

習慣病の予防につながることも明らかになっています。  

 

～視覚～ 

食材の色、大きさ 

料理の盛り付け 

～嗅覚～ 

料理の香り 

食材の匂い 

～聴覚～ 

料理、咀嚼の音 

食事中の会話 

～味覚～ 

噛んで味わう 

薄味を感じる 

～触覚～ 

食感、喉ごし 

食材に触れる 

発音がはっきり 

全力投球 

脳の発達 

味覚の発達 

がん予防 

歯の病気の予防 

胃腸快調 

肥満予防 
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具体的取組（２）栄養バランスを意識する 

①取組の方向性 
生涯にわたって心身の健康を確保しながら、健全な食生活を実践するために

は、市民一人ひとりが栄養バランスに配慮した食事を習慣的にとることが必要

です。また、日本人の食事摂取基準（2020年版）では、生活習慣病予防の観点

から食塩相当量の摂取目標量が引き下げられました。日々の食事において、栄

養バランスや減塩を意識できるよう啓発します。 

 

②主な取組の内容 
ア）栄養バランスに配慮する意識の醸成 

日々の食生活を振り返り、１日３回、主食・主菜・副菜をそろえた栄養バ

ランスのよい食事をとれているか等を考える機会を提供します。 
 

市の主な 

事業や学校で

の取組 

〇食育推進事業（食生活アンケートによる食事診断） 

〇介護予防事業 

〇保育所や小中学校における意識啓発（給食献立表、選択メニュー

給食等） 

市民に 

期待する取組 

〇日頃の食事における栄養バランスを振り返る 

〇１日３回、主食・主菜・副菜をそろえた食事を心掛ける 

 

イ）栄養バランスのとれた食事の実践を促す取組の推進 

食事バランスガイド等を参考に、エネルギーや野菜の摂取量、減塩等を心

掛けた適切な量と質の食事をとれるように、講話や調理実習を組み合わせた

体験型講座、啓発資料等を活用し、推進します。 

保育所や小中学校においては、給食を生きた教材とし、バランスよく食べ

る必要性を伝えていきます。 
 

市の主な 

事業や学校で

の取組 

〇食育推進事業（食生活応援講座） 

〇保育所における三色食品群の学習 

〇小中学校における食に関する指導（食育授業） 

市民に 

期待する取組 

〇適切な量と質の食事を心掛ける 

〇野菜の摂取や減塩を心掛ける 

〇講座等に参加し、栄養バランスについて学ぶ 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

主食・主菜・副菜を１日２回以上ほぼ毎日とって

いる人の割合 
57.4％ 増やす 

１日３回野菜を食べている人の割合 
男性 

女性 

19.8％ 

26.2％ 
増やす 
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コラム 食事バランスガイド 

食事バランスガイドとは、「健康のために 1 日に何をどれだけ

食べたらよいか」をコマの形で表したものです。コマは食事の

バランスが悪くなったり、回転がなくなると倒れてしまいます。

そのため、バランスのよい食事と回転（運動）が必要です。  

毎日のバランスのとれた食事と定期的な運動習慣で、上手に

コマを回しましょう。  

❶運動することによって「コマ」が安定して回転することを表現 

❷水分を「コマ」の軸とし、食事の中で欠かせない存在であることを強調 

❸主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物の５つの料理区分で表現 

❹料理区分ごとに「何を」「どれだけ」食べるかは具体的な料理で表現 

❺菓子・嗜好飲料は「楽しみながら適度に」という内容を表現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■食塩のとり過ぎに注意しましょう！  

食事のバランスと合わせて、

1 日の食塩摂取量も意識しま

しょう。食塩をとり過ぎると、

高血圧を始めとする循環器疾

患や胃がん等のリスクが高く

なります。できることから減塩

に取り組み、徐々に薄味に慣れ

ていきましょう。 

 食塩摂取量の目標 

男性 7.5ｇ未満 

女性 6.5ｇ未満 

 

【参考】 厚生労 働省「 日本 人の食事 摂取基 準（ 2020 年版）」  

厚生労働 省「ス マート ・ラ イフ・プ ロジェ クト」  

❹ ❸ 

❷ 

❶ 

❺ 
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具体的取組（３）食の安全・安心を意識する 

①取組の方向性 
地震や台風、土砂崩れ等による災害時に備えて食品を備蓄しておくことは、

いざというときに自分自身や家族の命を守ることにつながります。普段から無

理のない範囲で家庭備蓄を行うことができるように支援します。 

働き方やライフスタイルの多様化に伴い、家庭で作った食事だけではなく、

外食や市販食品等を活用した中食の機会が増えています。健全な食生活を送る

ために、食品表示を上手に活用する方法について啓発し、食品を選択する力を

身につけられるよう支援します。 

また、食事を安全においしく食べられるよう、食品の保存法や調理法、食事

の準備から片付けに関する衛生管理について周知し、食中毒予防を図ります。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）災害時の食生活に向けた支援 

災害はいつ起こるか予測が困難なため、平時より災害に備えた食について

考えておく必要があります。ローリングストック（p106参照）による食品の

備蓄等、災害に備える考え方や実践方法の周知を図ります。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇災害時の食に関する情報発信 

〇防災備蓄食材を活用した給食の提供 

市民に 

期待する取組 

〇日頃から災害に備えて食料や飲料水を備蓄する 

〇ローリングストックの方法を理解し、生活に取り入れる 

 

イ）食の安全性や食品表示等に関する情報提供の充実 

食品表示法の施行により、アレルギー表示に関するルール改善や加工食品

への栄養成分表示の義務化等が図られています。安全に食事をとるために、

食品表示を活用し、自らが安全な食を選択できるよう、情報提供の充実を図

ります。また、手洗いの励行や食品の温度管理等の食中毒予防に向けた情報

提供を行います。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇食育推進事業 

〇食品表示の活用に関する普及啓発 

〇食中毒予防に関する普及啓発 

市民に 

期待する取組 

〇食品表示の内容を理解し、活用する 

〇食中毒予防に関する情報を得て、衛生管理に気を配る 
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③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

食料・飲料水を備蓄していない人の割合【再掲】 43.1％ 減らす 

食品表示の活用に関する普及啓発を実施する － － 

食中毒予防に関する普及啓発を実施する － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

コラム 食品表示を活用しよう！ 

一般に販売されている加工食品のうち、パックや缶、袋等に

包装されているものには、様々な表示がされています。  

■食品表示の例  

❶商品の名称、原材料名、袋の中の食品の重

さ、賞味期限（消費期限）、保存方法等がわ

かります。 

❷どのような栄養成分がどれだけ含まれてい

るかがわかります。ご自身の適切な食事量

を踏まえ、エネルギーや食塩相当量等を参

考に食品を選択しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■消費期限と賞味期限の違いは？  

 

 

 

 

 

■食物アレルギーに関する表示について  

特定の食物が原因でアレルギー症状を起こす健康被害を防止

するため、以下の７品目の表示が義務付けられています。この

ほか、表示が推奨されている品目もあります。  

必ず表示される７品目  

（特定原材料）  

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花

生（ピーナッツ）  

※表示対象品目は、食物アレルギーの実態に応じて見直されることがあります。 

❶一括表示の例 

加熱食肉製品（加熱後包装） 

名 称  ウインナーソーセージ 

原材料名 豚肉(アメリカ産)、豚脂肪・・・ 

添 加 物  調味料（アミノ酸等）、リン酸塩(Na,K)・・・ 

内 容 量  150ｇ 

賞味期限  2020．9．30 

保存方法  １０℃以下で保存してください。 

製 造 者  東京都〇〇区××-△△ 

 ●●食品株式会社 

❷栄養成分表示の例 

栄養成分表示（100ｇ当たり） 

エネルギー 321kcal 

たんぱく質 13.2ｇ 

脂 質 28.5ｇ 

炭 水 化 物 3.0ｇ 

食塩相当量 1.9ｇ 

【参考】 農林水 産省「 食育 ガイド」 ／消費 者庁「 知っ ておきた い食品 の表示 」  

消費期限  

弁当やそうざい等、品質の劣化が

早い食品に記載されています。こ

の期限を過ぎると衛生上の危害

が生じる可能性が高くなります。 

賞味期限  

缶詰やスナック菓子等、品質が比較的

長く保持される食品に記載されてい

ます。この期限を過ぎてもすぐに食べ

られなくなるわけではありません。 
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２ ライフステージの特性に応じた食生活を実践する 

具体的取組（１）乳幼児期（０～６歳） 

～健全な食生活の基礎を作る～ 
 

①ライフステージの特徴と取組の方向性 
乳幼児期は、心身の成長や味覚、咀嚼機能等の発達が著しい時期です。規則

正しい食事と睡眠の習慣が形成されるこの時期は、からだを動かす遊び等を十

分に行うことや、保護者や周りの大人の温かく豊かな関わりが大切です。更に、

食を通した触れ合いは、食への意欲や好き嫌いなく食べられること等、子ども

の成長と健全な心身の発達につながります。そのため、乳幼児の成長・発達に

合わせた食生活の啓発と支援を行います。 

また、保育所では、府中市立保育所食育計画に基づき、食育を実践していきます。 

 

②主な取組の内容 
ア）成長・発達に応じた食生活の支援 

子どもの成長・発達に合わせた望ましい食生活の定着に向けて、家族との

共食の推進、離乳食や幼児食に関する正しい知識や食事マナーの啓発、個々

の相談に応じた支援により、子どもの健全な心身の発達を促せるよう、支援

していきます。また、歯の生え方や口の動きに合わせた食べ方の支援や、む

し歯のない子どもが育つように、歯や口の中の変化に早期に気づき、むし歯

予防につなげるための歯科健診を啓発します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇離乳食教室、子育て相談室、食育推進事業 

〇乳幼児健康診査、保育所等巡回歯科保健指導 

〇保育所における取組（給食提供、三色食品群の学習等） 

〇親子対象の調理体験講座 

市民に 

期待する取組 

〇成長・発達に応じた望ましい食生活を送る 

〇定期的に歯科健診を受診し、仕上げ磨きや口の観察をする習慣を

身につける 

 

イ）体験活動を通して食への関心を高める取組の推進 

食を通した触れ合いは、子どもの成長と健全な心身の発達につながるため、

各種調理体験や野菜の栽培体験等を通して子どもの食への関心を高めてい

きます。 

 

市の主な 

事業や取組 

〇食育推進事業 

〇保育所における取組（給食提供、各種調理体験・野菜の栽培等） 

〇親子対象の調理体験講座 

市民に 

期待する取組 

〇食に興味を持ち、収穫等が体験できる講座に参加する 

〇食に関する体験活動を通して食について学ぶ   
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③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

朝食を欠食している子どもの割合 2.5％ ０に近づける 

むし歯のない３歳児の割合 93.3％ 増やす 

朝食又は夕食を家族と一緒に食べる家庭の割合 － 増やす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

コラム 離乳食教室  

保健センターで行っている離乳食教

室は、赤ちゃんの月齢を目安に、離乳食

の開始から完了、幼児食への移行まで、

４段階に分けて毎月開催しています。  

 

離乳とは、母乳やミルクで栄養をとっていた赤ちゃんが、

固さや形のある食べ物に慣れて食べられるようになることを

いいます。いろいろな食品の味や舌ざわりを楽しんだり、手

づかみ食べにより自分で食べることを楽しんだりと、食べる

楽しみを体感する機会が重要です。  

教室では、簡単な離乳食を作る実習も行います。実際に形

態を確認することができ、離乳食を作る際に役立つと好評を

得ています。  

コラム じょうずにお箸が使えるかな？ 

幼児を対象に正しい箸の持ち方を伝える

取組を行っています。箸の選び方や使い方、

食事マ ナー 等を わ かりや すく 伝え て いま

す。  

上達のポイントは、自分の手に箸の長さ

が合っているかということです。自分に合

った箸の長さは、親指と人差し指を直角に

開き、指の先端を結んだ長さの 1.5 倍が目

安です。  
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具体的取組（２）学齢期（７～17 歳） 

～健全な食生活を確立する～ 
 

①ライフステージの特徴と取組の方向性 
学齢期は、心身の発達が著しく、乳幼児期からの望ましい食生活が確立し、

家庭での食事や学校給食を通して食への関心が深まる時期です。１日３回食事

をとることや、栄養バランスの大切さを学ぶ機会の充実を図ります。小中学校

では、第２次府中市学校教育プランに基づき、各学校で「食に関する指導の全

体計画」や「食に関する指導の年間指導計画」を作成し、食育を教育課程に適

切に位置付け、食に関する指導を行います。義務教育中に望ましい食生活を自

ら実践する力を身につけ、食への関心を高める取組を推進します。 

 

②主な取組の内容 
ア）食に関する知識を学び深めるための支援 

給食センターの栄養教諭や栄養士、調理員と小中学校が連携し、学校訪問

により小中学生の喫食状況を把握するとともに、１日３回欠食せずにバラン

スよく食べることについての重要性を、小中学生とその保護者に向けて啓発

します。また、小中学校では、学校ごとに定めた計画に基づき、児童・生徒

が食に関する知識を深めることができる機会を増やします。 
 
市の主な 

事業や学校で

の取組 

〇学校訪問、ランチタイムズ（食育広報紙） 

〇小中学校における食に関する指導（食育授業） 

市民に 

期待する取組 

〇１日３回欠食せずに食べる習慣を身につける 

〇栄養バランスを考えて食事をとる重要性を理解する 

 

イ）体験活動を通して食への関心を高める取組の推進 

学齢期の子どもやその保護者向けに、調理体験講座や、農作業体験を実施

しています。また、食に関する体験の機会や学校給食等を通して、食への関

心を高めていきます。 

コロナ禍により集団で実施する調理体験が難しい状況を鑑みて、家庭で調

理に関わる機会や給食を活用した取組等、調理体験以外でも食への関心を高

められる取組について検討していきます。 
 
市の主な 

事業や学校で

の取組 

〇小中学校での食に関する体験 

〇給食センター職場体験 

〇各種調理体験講座 

市民に 

期待する取組 

〇食に関する体験活動に参加し、食に関心を持つ 

〇家庭や学校、地域で食について学ぶ 
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③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

朝食を欠食している児童・生徒

の割合 

小学校５年生 

中学校２年生 

11.1％ 

15.6％ 
減らす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 給食センターと学校との連携  

～給食を通した「食育」の推進～ 

給食センターでは、「給食」を生きた教材として活用し、学

校と給食センターの間に距離があっても顔の見える交流がで

きるよう、学校との連携を図った食育の推進に努めています。 

 

栄養教諭、栄養士、調理員が市

内全小中学校の給食時間に訪問

を行い、児童・生徒の配膳の様子

や喫食状況等を確認する機会を

設ける等、学校との交流を行っ

ています。  

また、各校の食育計画に合わ

せ、授業に参画し、内容について

は、学校と相談の上、児童・生徒

の実態に合わせた食育の指導に

努めています。  

学校だけでなく、市内農家の方とも連携し、ゲストティー

チャーとして招いた授業の実施等、「地産地消」にも取り組ん

でいます。  

今後も、「給食」を通し、児童・生徒の「食」に関する興味・

関心が高まるような取組を目指します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【食育の 授業】  

【地元農 家さん と連携 した 授業】  
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具体的取組（３）若年期（18～39 歳） 

～環境変化に応じた 

健全な食生活を実践する～ 
 

①ライフステージの特徴と取組の方向性 
若年期は、就職や結婚、出産、子育て等により生活や環境が大きく変化する

ため、食生活の偏りが生じやすい時期です。他の世代と比較して朝食の摂取状

況や栄養バランス等に課題のある若年期に対しては、健全な食生活の支援と、

偏った食生活を改善する取組を推進します。また、健全な食生活を送るために

は、一日の食事を規則的にとり、生活リズムを作っていくことが必要であるこ

とから、規則正しい生活リズムの定着の推進を図ります。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）健全な食生活の支援 

一般市民や大学生向けに開く各種講座を通して、現在の食生活が将来の健

康に大きく影響を及ぼすことを認識し、食に関心を持つことにより健全な食

生活を実践できるよう、普及啓発を図ります。また、女性で多く見られるや

せについては、食事制限によるリスクを伝え、健全な食生活に導けるよう、

支援していきます。 

 

市の主な 

事業や取組 
〇食育推進事業（食生活応援講座、大学生対象食育講座等） 

市民に 

期待する取組 

〇健全な食生活に関心を持ち、実践する 

〇適正体重を理解し、自分の健康を意識する 

〇食に関する各種講座に参加する 

 

イ）食生活の改善に関する取組の推進 

自分の食生活を振り返ることにより、健全な食生活を実践する上での改善

点に気づき、日常生活で実践できるよう、個々の生活状況に応じた食生活の

支援を実施します。充実した食生活を維持するために、歯科健診の重要性を

認識し、自分に合った口腔ケアを実践できるよう支援します。 

 

市の主な 

事業や取組 

〇食育推進事業（食生活応援講座、食生活アンケートによる食事診断等） 

〇成人歯科健康診査（若年者歯科健診） 

市民に 

期待する取組 

〇食生活を振り返り、状況に応じて改善に努める 

〇歯科健診・保健指導を受け、自分に合った口腔ケアを実践する 
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③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上

ほぼ毎日とっている若年者の割合 
39.0％ 増やす 

朝食を週に３日以上欠食している若年者の割合 25.5％ 減らす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

コラム 元気の源‼１日のはじまりは朝食から 

■朝食を食べて、からだに良いこと  

 食事の栄養バランス  

1 日に必要な栄養をしっかりとることができ

ます。  

 良好な生活リズム  

早寝早起きの習慣が身につくとともに、睡眠

時間を確保でき、生活リズムを整えることが

できます。  

 こころの健康  

「イライラする」「集中できない」といった訴えが少なく、こ

ころの状態を良好に保つことができます。  

 学力・学習習慣や体力の向上  

学習時間が長く、学力や体力を高く維持することができます。 

 

■まずは簡単な朝食から、食べる習慣をつけましょう  

 ステップ１  

何も食べていない場合は、まずは野菜ジュースや

牛乳等の飲み物から始め、何かを口にする習慣を

身につけましょう。  

 ステップ２  

おにぎり・調理パン等の主食となる炭水化物をプ

ラスして食べるようにしましょう。  

 ステップ３  

主食に主菜となるおかずをプラスしましょう。買

ってそのまま食べられるチーズ・缶詰類や様々な

料理が可能な卵等、常備しておくと便利です。  

 ステップ４  

汁物や副菜となる野菜料理をプラスしましょう。前日に朝食の下準

備をしておく等、朝食の準備を楽にして、栄養バランスを意識して

食べるようにしましょう。 

【参考】 農林水 産省「 朝食 を毎日食 べると どんな いい ことがあ るの？ 」  

公益社団 法人全 国学校 栄養 士協議会 「しっ かり食 べよ う朝ごは ん」  
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具体的取組（４）中年期（40～64 歳） 

～食生活を見直し、健康を管理する～ 
 

①ライフステージの特徴と取組の方向性 
中年期は、家庭や職場において重要な役割を担う人が多く、規則正しい生活

リズムや食生活を送ることが困難な時期です。この時期に偏った食生活を続け

ると、生活習慣病のリスクが高まります。更に、生活習慣病だけでなく、エネ

ルギーやたんぱく質等からだに必要な栄養が不足し、加齢とともに心身の機能

が低下するとフレイルに陥るリスクも高くなるため、この時期から予防するこ

とが重要です。このことから、生活習慣病やフレイルの予防に向けた早期から

の支援を行います。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）生活習慣病の予防に向けた食生活の支援 

生活習慣病は食事の偏りやエネルギーの過剰摂取、運動不足等の積み重ね

が原因で発症する場合が多いと言われています。生活習慣病の予防に向けて、

栄養バランスのよい食事の摂取、歯周病予防に関する支援を行うとともに、

ゆっくり噛んで食べることを推進します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇食育推進事業（食生活応援講座等） 

〇健診後保健指導（特定保健指導・健康増進保健指導） 

〇成人歯科健康診査（歯周疾患健診） 

市民に 

期待する取組 

〇食事の偏りやエネルギーの過剰摂取等、生活習慣病予防を 

意識した食生活に努める 

〇歯周病を予防するために、口腔ケアを実践する 

〇生活習慣病を予防するために、ゆっくりよく噛んで食べる 

 

イ）フレイルの予防に向けた早期からの支援 

中年期の世代では、フレイルの危険因子の一つである低栄養状態になりつ

つある人が一定数いると考えられます。そのため、早期からのフレイルの予

防に関する情報を発信します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇食育推進事業（食生活応援講座等） 

〇ホームページ等による情報発信 

市民に 

期待する取組 

〇早期からのフレイルの予防に関する情報を得る 

〇自分の食生活や生活習慣を振り返り、フレイルの予防に取り組む 
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③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

メタボリックシンドロ－ム該当者・ 

予備群の割合 

男性 

女性 

47％ 

15％ 
減らす 

早期からのフレイルの予防に関する普及啓発を

実施する 
－ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

コラム 野菜をしっかり食べよう！ 

野菜には、ビタミン・ミネラル・食

物繊維が豊富に含まれ、身体機能の維

持・調整に欠かせません。また、高血

圧やがん等の生活習慣病の予防効果

が認められています。  

目標量である 350ｇの野菜を食べる

には、１日あたり、小鉢５皿分が目安

です。  

 

 

 

■野菜を食べるコツ  

野菜は意識して食べないと不足がちになってしまうので、ひと

工夫して、毎食野菜料理を食べるように心がけましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊野菜ジュースでもいいの？＊ 

野菜ジュースは加工の過程で野菜に含まれる食物繊維や水溶性ビタミン等の栄養素が減少してしまうた

め、同じ重量の野菜を食べたことにはなりません。時間がないとき等に、食事で不足した分を補う補助的

な役割で活用し、糖分や塩分が添加されていない野菜 100％のものを選びましょう。 

 

１日350g 

野菜摂取量の目標 

【参考】 厚生労 働省「 生活 習慣病予 防のた めの健 康情 報サイト 『 e-ヘルスネ ット 』」  

厚生労働 省「ス マート ・ラ イフ・プ ロジェ クト」  
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具体的取組（５）高齢期（65歳以上） 

～心身の機能を保つ食生活を実践する～ 
 

①ライフステージの特徴と取組の方向性 
高齢期は、加齢に伴うからだの変化や体力の低下、食欲の減退が見られる時

期です。若年期や中年期と比べてバランスよく食ベている人の割合や野菜の摂

取頻度が高い等、健康意識が高まる一方で、高齢者の単独世帯の増加も一因と

なり、同じものばかり食べる、買い物や調理が面倒になる等、食事そのものへ

の関心が薄れ、低栄養を招く恐れもあります。 

低栄養が要因の一つと考えられるフレイルの予防に向けた食生活の啓発を

行うとともに、摂食・嚥下機能の低下を防ぐ取組を推進します。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）フレイルの予防に向けた食生活の支援 

フレイルを予防するためには、１日３回欠食せずに食べ、１日に必要なエ

ネルギーやたんぱく質等の栄養を摂取することが重要です。フレイルについ

て学ぶ機会や、予防するための調理実習の場を通して、健康なからだづくり

に必要な食生活の知識を啓発します。また、食べるために必要な口腔機能の

変化に自ら気づき低下を予防するために、歯科健診等を通じ、自分に合った

口腔ケアを実践できるよう支援します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇介護予防事業 

〇成人歯科健康診査（口腔機能健診） 

市民に 

期待する取組 

〇フレイルに関する正しい知識を得る 

〇フレイルの予防に向けて、エネルギーやたんぱく質等を意識的に

摂取する 

〇咀嚼力や嚥下機能の維持・低下予防のために、口腔ケアを実践する 

 

イ）安全においしく食べるための環境整備 

加齢に伴う摂食・嚥下機能の低下により、食事量の減少や低栄養のリスク

が生じると考えられます。また、嚥下障害になると、食べ物や唾液が誤って

気管に入る誤嚥・窒息が生じやすくなります。生涯を通して安全においしく

食事を楽しめるように、摂食・嚥下機能の維持、低下予防等に関する支援や

相談体制の充実を図ります。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇介護予防事業 

〇歯科医療連携推進事業 

〇摂食・嚥下機能支援システム 

市民に 

期待する取組 

〇食べる・飲み込む機能の変化に気づく 

〇食べる・飲み込む機能の変化に気づいたら、早めに相談する 
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③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

低栄養傾向の高齢者の割合 
男性 

女性 

11.7％ 

23.1％ 
減らす 

お茶や汁物等でむせることがある人の割合 － 減らす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

コラム 食べるフレイル予防  

■さあにぎやか（に）いただく  

いろいろな食材を食べると、

栄養状態を良好に保つことが

でき、フレイルの予防につなが

ります。からだの機能や筋肉・

体力を維持するためには、右記

の 10 の食材のうち、最低でも

４点以上、できれば７点以上を

目指しましょう！ 

いも類、海藻類、肉類は、高

齢者が毎日取り入れにくい食

材です。少しずつ食事に取り入

れるようにしましょう。 

 

■たんぱく質をしっかり食べよう  

肉、魚、卵、大豆製品、牛乳・

乳製品等のたんぱく質を多く

含む食品は、筋肉量の維持のた

めに重要な食品です。しっかり

食べることでフレイルの予防

につながるため、積極的に食べ

るようにしましょう。 

また、小食等によりたくさん

食べられない方は、たんぱく質

が不足しやすいため、主菜から

食べるように心がけましょう。 

【参考】 東京都 「東京 都介 護予防・ フレイ ル予防 ポー タル」  

日本食品標準成分表 2020年版(七訂)より計算※()内はたんぱく質の目安 
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具体的取組（６）妊産婦期 

～家族みんなで健全な食生活を実践する～ 
 

①ライフステージの特徴と取組の方向性 
妊娠中や産後の食生活は母親の健康と赤ちゃんの発育・発達に大きく影響し

ます。『妊産婦に推奨されている食に関する認知度』を見ると、葉酸の摂取に

ついては 93.5％の人が認識しており、サプリメント等を服用して意識してい

る人が多いですが、ビタミンＡの過剰摂取に注意が必要なことについては、

37.1％の人が知らないと回答しています。また、鉄等の妊娠中に付加量のある

栄養素については 17.8％の人が知らないと回答しています。 

妊娠をきっかけに食の大切さに気づき、子育てにおける食習慣の基盤づくり

を始めることが必要です。 

また、ホルモンバランスやつわりによる食生活等の変化により、むし歯や歯

周病のリスクが高まる時期でもあります。これらの特徴を踏まえて、妊娠期か

らの健全な食生活の支援と、歯科疾患の予防、早期発見、早期治療につながる

取組を推進します。 

核家族化が進み、共働き世帯が増えることにより、食にかける時間が少なくな

りがちですが、子どもの健全な食生活の基盤づくりには、家庭の役割が大きく影

響することを認識し、妊娠中から家庭で食育に取り組めるように支援します。 

 

②主な取組の内容 
ア）妊産婦やその家族の食生活に関する取組の推進 

母親の体調の変化に合わせて健康の維持・増進を図り、子どもの発育のた

めにバランスのよい食事に関する知識や技術を身につけられるように支援

します。また、乳幼児は保護者の影響を受けやすいため、父親にも食生活を

見直してもらう機会とし、妊娠を機に家族全員で楽しく食生活が送れるよう

に支援します。 
 
市の主な 

事業や取組 
〇妊産婦育児教室事業 

市民に 

期待する取組 

〇妊産婦の食生活が子どもに与える影響を理解し、食生活を振り返る 

〇家族全員で健全な食生活の実践に取り組む 

 

イ）妊産婦の口腔衛生向上のための取組の推進 

妊産婦期は、つわりや子育て等で決まった時間に食事をとることや歯みが

きを適切なときに行うことが難しい時期です。また、妊娠初期から胎児の歯

の形成が始まります。 

歯科健診や保健指導を行い、妊産婦期特有の口腔衛生にかかわる知識や手

技を伝え、歯や口の健康についての意識を高め、生まれてくる子どもと家族

に正しい歯みがき習慣等が定着するように支援します。   
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市の主な 

事業や取組 
〇妊婦歯科健康診査 

市民に 

期待する取組 

〇妊娠中と産後の口の中の変化に気を配る 

〇歯科健診・保健指導を受け、自分に合った口腔ケアを実践する  
 
 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

妊産婦に推奨されている食に関する認知度 － 増やす 

妊婦歯科健康診査の受診率 37.9％ 増やす 

 

妊産婦に推奨されている食に関する認知度 

 

【出典】府中市「子ども家庭支援課資料」 
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１日３食しっかり食べること

主食を中心に

エネルギーをしっかりとること

不足しがちなビタミン・ミネラルを

副菜でたっぷりとること

からだづくりの基礎となる

主菜を適量とること

牛乳・乳製品などの多様な食品から

カルシウムを十分とること

妊娠中は体格に応じた望ましい

体重増加量があること

鉄など妊娠中に付加量の

設定されている栄養素があること

胎児の二分脊椎などの発生リスクを

減らすために、妊娠前から初期にかけて

葉酸の摂取が勧められていること

妊娠初期にビタミンＡを摂りすぎると、

胎児に先天異常を及ぼすことがあるので

過剰摂取に注意が必要なこと

産後（母乳育児中）もバランスの

よい食事が必要なこと

知っている 知らない 無回答

（％）
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３ 地域や関係機関との連携・協働による食育を推進する 

具体的取組（１）食を通じたコミュニケーションの機会を増やす 

①取組の方向性 
家族や仲間、多世代の地域住民と一緒に食事をすることは、人や社会との関

わりを広げます。家族や仲間との絆を深め、楽しく食べられるだけでなく、食

事マナーや食文化を継承する機会にもなります。しかしながら、昨今の新型コ

ロナウイルス感染症の発生により、これまでと同様な共食のスタイルがとりに

くい状況を鑑み、新しい生活様式に対応した様々な方法で食を通じたコミュニ

ケーションがとれるよう検討していきます。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）食を通じた交流の促進 

食事を楽しむ場となる会食や共食の機会等、新しい生活様式に対応した

様々な手法による共食の機会を検討し、多世代の市民による交流を図ります。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇子ども食堂の活動支援 

〇食を通じた交流 

〇保育所行事での会食 

市民に 

期待する取組 

〇家族や仲間、地域住民とともに食事を楽しむ大切さを理解する 

〇新しい生活様式に対応した様々な手法による共食の機会を取り入

れる 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

新しい生活様式に対応した食を通じたコミュニ

ケーションに関する普及啓発を実施する 
－ － 
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第4 章 

具体的取組（２）食育の推進を担う人材を育成する 

①取組の方向性 
これまで市民の食育の推進は、食育推進リーダーや関係機関等との協働によ

り、実施してきました。食育推進の担い手となる人材の育成や、市民により身

近な存在である団体や企業等、関係機関との連携により、更に広く食育を推進

していきます。 

 

②主な取組の内容 
ア）食育推進リーダー等食育の推進を担う人材の育成 

食育推進の担い手となる食育推進リーダーを養成し、健全な食生活や食育

を地域で広く推進していきます。 

活動の継続性を持たせるため、養成講座の開

催日時や内容等について検討し、より若い世代

の参加を促します。また、研修会等の実施によ

り、食育推進リーダーのスキルアップを図り、

活動を支援します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇食育推進リーダーの育成 

〇元気いっぱいサポート事業 

市民に 

期待する取組 

〇健全な食生活や食育を身近な人へ啓発する意識を持つ 

〇食育推進リーダーの役割を理解し、活動する 

 

イ）団体や企業等との連携強化 

これまでの取組により築いたネットワークをいかし、市民団体や農業関係、

教育機関等の関係機関との連携を更に深めるとともに、より広く食育を推進

していくため、新たな団体や企業等との関係性が生まれるような体制づくり

に努めます。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇食育推進事業 

〇元気いっぱいサポート事業 

団体や企業等に 

期待する取組 

〇市の食育推進の方針や考え方を理解する 

〇市と連携し、食育推進の担い手として活動する 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

食育推進リ－ダ－と連携・協働した取組を実施する － － 

団体や企業等と連携・協働した取組を実施する － － 
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コラム 食育推進リーダー 

市では、食育を広く推進していくことを目的に、地域における

食育推進の担い手となる食育推進リーダーを育成しています。食

育推進リーダーは、市の保健計画及び食育推進計画の趣旨を理解

し、健康を保持・増進するために必要なバランスのとれた食生活

を自分（家族）や知人にとどまらず、地域に広めています。  

 

■自主グループ『食育推進リーダー  パプリカ』の活動紹介  

平成 15 年に自主グループとして発足し、グループ独自の活動

を実施しているほか、市と協働した活動も実施し、子どもから高

齢者まで幅広い世代を対象とした活動を展開しています。 

 

府中市民協働まつり 

 

 

 

 

 

 

 
野菜３５０ｇ（成人 1 日の目

標量）の実測体験、バランス

のよい食事のとり方「お弁当

箱ダイエット法」の紹介等。  

レシピ考案・提供 

 

 

 

 

 

 

 
季節の食材を使

用したレシピを

考案し、市内直

売所等で配布。  

食生活応援講座 
(健康推進課主催) 

 

 

 

 

 

 

 
生活習慣病予防や朝食・野菜・

地産地消等、実習テーマに応

じたレシピの作成と実習補助

を実施。  

親子食育教室 
(子ども家庭支援課主催) 

 

 

 

 

 

 

 
未就学児の親子を対象に、府

中産の米や野菜を使った実習

補助を実施。  
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第4 章 

具体的取組（３）食の循環を支え、食文化を継承する 

①取組の方向性 
食に対する感謝の念を深め、豊かな食事の時間を過ごすためには、自然や社

会環境との関わりの中で、食材の生産から消費に至る食の循環や食文化を理解

することが重要です。市内の農地環境をいかして、食の循環を支えるとともに、

食文化の継承を図ります。 

 

②主な取組の内容 
ア）地産地消の活性化に向けた取組の推進 

地産地消に取り組むことは、生産者の顔が見え、農地で生産される様子が見

えることから安全・安心を生むことにつながり、生産と消費の関わりを理解す

る機会にもなります。農業体験や各種講座により、食の生産現場である農地や

農業の理解を深めます。また、地場産物の積極的な活用にも取り組みます。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇各種農業体験講座 

〇給食における地場産物の活用 

〇食育推進事業 

市民に 

期待する取組 

〇地産地消の理解を深めるため、農業体験や各種講座に参加する 

〇地場産物を積極的に活用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

府中産野菜を活用したレシピの配架 
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イ）食品ロスの削減に向けた取組の推進 

大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品ロスの削減に向けた

取組が進められています。普段、捨ててしまいがちな食材の活用方法や、無

駄のない食材の利用方法について周知を図ることにより、「もったいない」

というこころを育み、実践を促す機会を提供します。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇食品ロスの削減に向けた各種講座や啓発 

〇フードドライブ 

〇食べきり協力店制度 

市民に 

期待する取組 

〇食べ物の必要以上の購入を控え、作りすぎないよう注意する 

〇献立や調理方法を工夫して食材を使い切る 

 

ウ）伝統的な食文化を伝える取組の推進 

食事の時間を豊かなものにするためには、正しい食事マナーや作法を身に

つけ、食材の生産者や料理の作り手に対する感謝の気持ちを持つことが重要

です。マナー教室や調理体験の場等を通して、食事マナーを身につけます。

また、和食や日本の行事食の良さを伝え、食文化の次世代への継承を図りま

す。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇保育所における取組（箸の持ち方指導、餅つき等） 

〇小中学校における取組（給食献立表等を活用した啓発） 

〇食育推進事業（お箸の持ち方講座等） 

市民に 

期待する取組 

〇正しい食事マナーや作法を身につけ、次世代へ継承する 

〇食材の生産者や料理の作り手に対する感謝の気持ちを持つ 

〇和食や日本の行事食を取り入れ、日本の食文化を次世代へ継承する 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

府中市産の農産物を意識的に摂取している人の

割合 
22.6％ 増やす 

食品ロス削減に向けた普及啓発を実施する － － 

伝統的な食文化を伝える取組を実施する － － 
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コラム 府中市の特産品情報  

市の特産品は、小松菜や古代米（黒米）、分葱、椎茸、大房ぶ

どう藤稔（ふじみのり）、日本梨（多摩川梨）等が挙げられます。

豊かな自然の恩恵と、農業者の愛情によって育まれた農産物を

味わってみませんか。  

分葱 

（わけねぎ） 

小松菜 

（こまつな） 

古代米 

（黒米） 

コラム 安全・安心な農産物の供給に向けて 

食品の安全・安心に対する関心が

高まる中で、府中市内の農産物生産

者においても 自身 の生産物の信 頼

性を高める取組として、東京都のエ

コ農産物の認証や各種ＧＡＰ ※の認

証を取得する 動き が広がりつつ あ

ります。  

また、マインズ農業協同組合は、府中市を始め、調布市、狛

江市において、地場農畜産物の直売所等を出店しており、市

内では「マインズショップ西府店」「マインズショップ多磨店」

「府中特産品直売所」の３店舗を展開しています。  

消費者に新鮮・安全・安心な農産物を提供するため、エコ

農産物認証制度の推奨を始め、生産者の写真提示及びポスタ

ー・ＰＯＰでのＰＲ、府中農産物直売所マップの配布、東京

都農業改良普及員との連携等に取り組んでいます。  

※ＧＡＰ：「 Good(良い )Agricultural(農業 )を Practice(実践 )する」の略で、一

般的には「農業生産工程管理」と呼ばれ、食品安全、環境保全、労働

安全等の持続可能性を確保するための取組をいう。  
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コラム 食品ロス削減のために 

■食品ロスとは  

本来食べることができたはずなのに、捨てられてしまった食

品のことをいいます。日本では、国民１人１日当たりに換算す

ると、毎日茶碗一杯分のご飯を捨てていることになります。  

 

■家庭から発生する食品ロスの原因  

家庭から発生する食品ロスの主な原因として、以下の３つが

考えられます。  

❶過剰除去：食べられる部分まで過剰に除去して捨てること。 

❷食べ残し：食事として使用・提供されていたものを捨てること 

❸直接廃棄：賞味期限切れや消費期限切れ等により、食事として

使用せずそのまま捨てること 

 

■食品ロスを減らすためのポイント  

  食材を上手に使う  

＊野菜の皮や芯を料理にいか

し、食材を無駄にしないよ

うにしましょう。 

＊残った料理や作り過ぎた料

理をリメイクしましょう。 
 

  買い物を上手にする  

＊安売りでも不必要に買いすぎず、必要なものだけ購入しましょう。 

＊冷蔵庫の中身を確認し、残っている食品と同じものを買わないようにし

ましょう。  
 

  冷蔵庫を正しく使う  

＊詰め込み過ぎず、冷蔵庫の中身を出し入れしやすいようにし、開け閉め

の回数を減らしましょう。 

＊冷気が逃げることを最小限にし、庫内を清潔にする等、食材の保管に最

適な環境にしましょう。 
 

  食品表示を活用する  

＊保管している食材は、期限を時々チェックして、無駄にならないように

使い切りましょう。 

 

【参考】 環境省 「食品 ロス を減らす ために 、私た ちに できるこ と 」  

持続可能な社会の実現のために、 

食品ロスを削減していきましょう！ 

 

さつまいもの皮の 

かりんとう風 
大根の皮のきんぴら 

＜例えばこんな料理ができます＞ 
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第4 章 

具体的取組（４）誰もが健全な食生活を送れる環境を作る 

①取組の方向性 
乳幼児から高齢者まで様々な世代の市民や生活に困難を抱える世帯、摂食・

嚥下機能等、食べる機能に不安を抱える市民等、誰もが健全な食生活を送れる

ように、庁内の関係各課を始め、市内の関係機関と連携を図ります。 

核家族化や高齢者の単独世帯の増加により、家庭での食育機能の低下が懸念

されます。また、生活に困難を抱える世帯では栄養バランスの偏りが見られて

います。食を通じたコミュニケーションやバランスのよい食事がとれる住民主

体の地域の会食の場の周知や活動支援を実施します。 

また、コロナ禍で実施が難しくなっている会食に代わる活動として、地域に

おいてフードバンクの活動を実施することは、食品ロスの削減につながるだけ

でなく、必要な人に支援が届くようになるため、活動の支援を行い、地域全体

での食環境整備に努めます。 

加齢等により低下してくる摂食・嚥下機能に不安を抱える人には、地域のか

かりつけ医から専門機関につなげ、個々に合った食支援について多職種で連携

を図り、地域で支援していきます。 

 

 

②主な取組の内容 
ア）食育の推進に向けた関係機関との連携 

市民の誰もが健全な食生活を送れるように、庁内の関係各課、市民団体や

農業関係、行政関係、企業等の関係機関と連携を図ります。また、様々な角

度から食について考えられるきっかけを作り、食育を推進していきます。 
 

市の主な 

事業や取組 

〇関係機関と連携した情報発信（庁内栄養士連絡会等） 

〇子ども食堂の活動支援 

〇摂食・嚥下機能支援システム 

市民や 

関係機関に期

待する取組 

〇住民主体の地域の食に関する取組に参加する 

〇地域全体で食育や健康づくりに取り組む 

 

 

③指標と目標 
指標 現状値 目標値 

関係機関と連携して食環境を整備する － － 
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フードバンク コラム 

フードバンクとは、食品企業の製造工程で発生する規格外品

や家庭での余剰食品等を引き取り、福祉活動等へ無料で提供す

る団体・活動のことをいいます。まだ食べられるのにもかかわ

らず廃棄されてしまう食品（いわゆる食品ロス）を削減する一

つの手段や生活困窮状態にある方への食料支援として期待され

ています。 

市では、食品の支援を必要としている市民に対して、市内で

フードバンクの取組を実施している団体等を紹介し、必要な支

援が受けられるよう、団体と連携した取組（団体と市民をつな

ぐ取組）が始まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 子ども食堂  

子ども食堂とは、民間発の自主的・自発

的な取組で、子どもが一人でも行ける無料

又は低額の食堂です。食事の提供だけでな

く、孤食の解消や地域のコミュニティづく

り等に有効な手段として、全国各地で活動

が活発化しています。  

府中市でも平成 28 年に最初の子ども食

堂が開始して以来、子ども食堂の輪が広が

り、現在では９か所で毎月開催されていま

す。子どもやその親、地域の人たちが一緒

に栄養のある食事をとりながら、交流でき

る場として親しまれています。  
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１ 用語集 

 

 

行 用語 説明 

英数字 
ＢＭＩ 

Body Mass Indexの略称。体格指数ともいう。 

【p41コラム参照】 

 

Ｋ６ 

うつ病・不安障害等の精神疾患をスクリーニングすることを

目的として開発され、心理的ストレスを含む何らかの精神的

な問題の程度を表す指標として利用されている。合計点数が

高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとされてい

る。 

 

ＳＤＧｓ（エスディ

ージーズ） 

「Sustaineble Development Goals（持続可能な開発目標）」

の略称。平成 27年９月の国連サミットで採択された「持続可

能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された令和 12

年（2030 年）までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目

標。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の

「誰一人取り残さない」ことを誓っている。 

 

ＳＮＳ 

Social Networking Serviceの略称。人と人との社会的なつな

がりを維持・促進する様々な機能を提供する、会員制のオンラ

インサービス。ＬＩＮＥやＴｗｉｔｔｅｒ等がある。 

 

ＷＨＯ－５ 

世界保健機関（ＷＨＯ）により開発された「ＷＨＯ－５精神的

健康状態表」。最近の２週間における気分状態をたずねる５つ

の質問項目で測定する。 

あ 
アウトリーチ 

地域生活の安定化を目指して、医師・看護師等の様々な職種が

チームを組んで行う訪問型支援。 

新しい生活様式 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために求められ

ている生活様式のことであり、具体的には、他者との身体的距

離の確保、マスクの着用、手洗い、３密（密集、密接、密閉）

の回避等を実践することが該当する。 

栄養教諭 

児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる教員のこと。食

に関する指導と学校給食管理を一体のものとし、学校の食育

の推進について中心的な役割を担う。府中市では学校給食セ

ンターに配置されている。 

栄養成分表示 

食品に含まれているエネルギー及びたんぱく質、脂質、炭水化

物、食塩相当量等を表示したもの。食品表示法の施行に基づ

き、原則として全てのあらかじめ包装された一般用加工食品

及び一般用添加物において容器包装に表示が義務付けられて

いる。 

【p141コラム参照】 

エジンバラ産後

うつ病質問票

（ＥＰＤＳ) 

産後うつ病のスクリーニングを目的とした質問紙。妊婦並び

に出産後１年未満の女性を対象に使用されている。 

ＳＯＳの出し方

に関する教育 

児童生徒が今後様々な問題に直面した際に、対処法を身につ

けることができるよう、様々な困難・ストレスへの対処方法を

身につけるための教育。平成 29年に新学習指導要領に定めら

れた。 
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行 用語 説明 

か 

介護予防 

高齢者が要介護状態等になることの予防や状態の軽減・悪化

防止を目的として行うもの。単に運動機能や栄養状態といっ

た心身機能の改善を目指すものではなく、一人ひとりの生き

がいや自己実現のための取組を支援し、生活の質の向上を目

指すもの。 

かかりつけ医・

かかりつけ歯科

医・かかりつけ

薬局 

身近な相談できる専門家。 

【p100コラム参照】 

 

核家族 

夫婦とその結婚していない子どもだけの世帯、夫婦のみの世

帯や父親又は母親とその結婚していない子どもだけの世帯の

こと。 

 

がん検診受診率 

胃がん、肺がん及び大腸がんでは、受診者数/対象者数×100

で求められ、子宮頸がん及び乳がんでは（前年度の受診者数＋

当該年度の受診者数－前年度及び当該年度における２年連続

受診者数） / 当該年度の対象者数×100で求められる割合。

なお、対象者数は検診の種類により対象年齢人口に都が定め

た対象人口率を乗じて算出。 

 共食 家族、友人等、誰かと一緒に食事をすること。 

 
協働 

複数の主体が、何らかの目標を共有し、共に力を合わせて活動

すること。 

 
郷土料理 

各地域の産物を上手に活用して、風土に合った食べ物として

作られたもの。 

 

虚血性心疾患 

心臓の血管が動脈硬化等の原因で、血液の流れが悪くなり、心

臓に障害が起こる疾患の総称。狭心症や心筋梗塞がこの分類

に含まれる。 

 

ゲートキーパー 

悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援に

つなげ見守る人のこと。自殺対策では、悩んでいる人に寄り添

い、「孤立・孤独」を防ぎ、支援することが重要であるため、

一人でも多くゲートキーパーを増やすことが求められてい

る。 

【p80コラム参照】 

 
健康応援ウォー

キングマップ 

市内の体育館７か所を起点に、それぞれショートコース・ロン

グコースを設定した地図。運動の啓発に加えて、史跡紹介等、

市内の魅力の発信にもつながるように作成している。 

 
健康経営 

従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践す

ること。 

 
健康寿命 

健康上のトラブルによって、日常生活が制限されることなく

生活できる期間。 

 

健口体操 

加齢とともに低下する唾液の分泌や、噛む、飲み込むために必

要な顔や舌の筋力、表情を作る表情筋等を維持するために作

成された体操のこと。 

【p94コラム参照】 

 
健康日本２１ 

（第二次） 

21 世紀における国民健康運動。健康増進法に基づき策定され

た「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な

方針」がいわゆる「健康日本２１（第二次）」とされている。 

 元気いっぱい 

サポーター 

市に登録した健康ボランティア。 

【p102コラム参照】 
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行 用語 説明 

か 

元気体重 

最も病気にかかりにくいといわれる身長と体重の関係を表し

たもので、元気でいられる体重の目安となるもの。市の取組で

はＢＭＩが 22となる体重を元気体重とし、普及啓発している。 

口腔機能 
噛む、食べる、飲み込む、唾液の分泌、発音・発語等の口が担

う機能のこと。 

合計特殊出生率 
15 歳から 49 歳までの女子の年齢別出生率の合計を女性一人

が生涯に産む子どもの数として表したもの。 

子ども食堂 

民間発の自主的・自発的な取組で、子どもが一人でも行ける無

料又は低額の食堂。 

【p162コラム参照】 

さ 

産後うつ病 

産後数週間後から起きやすくなり、産後３か月頃までに抑う

つ状態に陥り、物事に対する興味や楽しみを感じなくなる病

気。 

 

三色食品群 

食品に含まれている栄養素の働きから、３つの食品グループ

に分けたもの。赤色は体をつくるもとになる肉、魚、卵、牛乳・

乳製品、豆等、黄色はエネルギーのものになる米、パン、めん

類、いも類、油、砂糖等、緑色は体の調整を整えるもとになる

野菜・果物・きのこ類等に分類される。 

 自殺死亡率 人口 10万人当たりの自殺者数。 

 

自助・共助 

「自助」は災害時に自分自身の命は自分で守るということ、

「共助」は地域コミュニティで災害発生時に力を合わせるこ

と。 

 

主食・主菜・副菜 

主食とは、炭水化物の供給源であるごはん、パン、めん、パス

タ等を主材料とする料理、主菜はたんぱく質の供給源となる

肉、魚、卵、大豆及び大豆製品等を主材料とする料理、副菜は

各種ビタミン、ミネラル及び食物繊維の供給源となる野菜、い

も、豆類（大豆を除く）、きのこ、海藻等を主材料とする料理

を指す。 

 
出生数・出生率 

人口学において、一定人口に対するその年の出生数及び出生

数の割合。 

 主要死因別死亡

割合 

ある年齢の者が将来どの死因で死亡するかを計算し、主要死

因別に確率の形で表したもの。 

 

受動喫煙 

タバコを吸わない人が自分の意志とは関係なく、タバコの煙

を吸わされること。 

【p81コラム参照】 

 
食育推進リーダー 

市で育成している食育推進ボランティア。 

【p156コラム参照】 

 

食事バランスガイド 

１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかをコマと料理のイ

ラストで表現したもの。一日に食べることが望ましい料理の

組み合わせとおおよその量がわかりやすく示されている。 

【p139コラム参照】 

 

食品ロス 

本来食べることができたはずなのに、捨てられてしまった食

品のこと。 

【p160コラム参照】 

 
生活習慣病 

食事・運動・喫煙・飲酒・ストレス等の生活習慣が深く関与し、

発症の原因となる疾患の総称。 
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行 用語 説明 

さ 

摂食嚥下／ 

摂食嚥下障害／ 

摂食・嚥下機能 

支援システム 

食べ物を認識し、口から取り込み、胃に送り込むまでの一連の

過程を「摂食嚥下」と言い、先行期（認知期）、準備期、口腔

期、咽頭期、食道期の５期に分けられる。 

この一連の動作がうまく機能しない状態を、「摂食嚥下障害」

という。府中市では、摂食嚥下機能に問題を抱えた方が、いつ

までも安心しておいしく食べられるように、地域で様々な関

係機関等が連携し、適切な専門医へつなぐことができる『府中

市摂食・嚥下機能支援システム』を展開している。 

咀嚼 
摂取した食物を、細かくなるまでよく噛み、粉砕することをい

う。 

ソーシャル 

キャピタル 

人々の協調行動を活発化することにより強化される「信頼」、

「規範」、「ネットワーク」等からなる社会的仕組みを指す概

念。 

【p71コラム参照】 

た 
地産地消 

地域生産・地域消費の略称。地元（地域）で生産されたものを

地元（地域）で消費すること。 

 

テレワーク 

勤労形態の一種で、情報通信技術を活用し時間や場所の制約

を受けずに、柔軟に働く形態。「tele = 離れた所」と「work = 

働く」を合わせた造語。 

 東京都受動喫煙

防止条例 

屋内での受動喫煙による健康被害を防止することを目的に、

令和２年４月１日から施行。 

 

特定健康診査 

メタボリックシンドロームの要因となっている生活習慣を改

善し、高血圧病や脂質異常症、糖尿病等の有病者・予備群を減

少させることを目的とした検査のことで、当該年度に 40歳か

ら 74歳になる府中市の国民健康保険被保険者を対象に実施。 

 

特定保健指導 

特定健康診査の結果、リスクが高いと判断された人に行う保

健指導。自らの生活習慣の課題を認識し、行動変容と自己管理

を行うとともに、健康的な生活を維持することができるよう、

生活習慣改善を支援する。 

な 
中食
なかしょく

 
家庭外で調理された食品を購入して持ち帰ったり、届けても

らう等して家庭内で食べる食事のこと。 

 

日本の伝統食 

季節ごとの行事やお祝いの日に食べる特別の料理のこと。正

月のおせち料理、土用の丑の日のうなぎの蒲焼き、端午の節句

のかしわもち、冬至のかぼちゃ料理等。 

 
乳幼児突然死症

候群（ＳＩＤＳ） 

赤ちゃんが事故や窒息等のはっきりした理由もなく、突然亡

くなってしまうこと。生後２か月から６か月までの赤ちゃん

に多いとされている。 

 

ノルディック 

ウォーキング 

２本のポールを使って歩行運動を補助するウォーキング方

法。通常のウォーキングに比べて 1.2～1.3倍のエネルギー消

費量があることに加え、理想的なウォーキングフォームが整

う、筋肉や関節への過重負担の軽減、転倒抑止効果がある。 

は 

８０２０（ハチ

マルニイマル） 

「80歳になっても自分の歯を 20本以上保とう」という運動を
平成元（1989）年度、厚労省（現、厚生労働省）と日本歯科医
師会が提唱した。80 歳は日本人の平均寿命を意味しており、
20 本は咀嚼機能に主眼を置いた数値で、高齢者においても歯
の喪失が 10歯以下であれば食生活に大きな支障を生じないと
いう研究に基づいている。生涯にわたり自分の歯を 20本に保
有することにより健全な咀嚼能力を維持し、健やかで豊かな
生活を過ごせることから８０２０を目標とする歯科保健対策
が推進されている。 
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行 用語 説明 

は 

標準体重 

最も健康的に生活ができると統計的に認定された理想的な体

重。 

【p41コラム参照】 

フレイル 

加齢とともに、身体機能や認知機能の低下が見られる状態。健

康な状態と要介護状態の中間に位置し、適切な予防を行うこ

とで生活機能の維持向上が可能である。 

【p93コラム参照】 

フードドライブ 

主に家庭等で余っている食品を持ち寄り、（フードバンク団体

を通じて）地域の福祉団体や施設に寄付する（届ける）活動の

こと。 

フードバンク 

食品企業の製造工程で発生する規格外品等を引き取り、福祉

活動等へ無料で提供する団体・活動のこと。 

【p162コラム参照】 

平均寿命 
０歳児における平均余命。０歳児が平均して何年生きられる

かを表した統計値。 

ま 
メタボリック 

シンドローム 

内臓脂肪の蓄積により、糖代謝異常、脂質代謝異常、高血圧等

の動脈硬化の危険因子が集積している状態のこと。 

【p97コラム参照】 

 

メンタルヘルス 

精神面における健康のこと。精神的な疲労、ストレス、悩み等

の軽減や緩和と支援、メンタルヘルス対策、精神障害の予防と

回復を目的とした場面で使われる。 

や 

要介護 

65 歳以上の人又は特定疾病に該当する 40歳から 64 歳までの

人で、心身の障害のために原則６か月継続して日常生活で常

時介護を要する状態のこと。 

 

要支援 

65 歳以上の人又は特定疾病に該当する 40歳から 64 歳までの

人で、心身の障害のために原則６か月継続して日常生活で常

時介護を要する状態の軽減又は悪化防止のための支援を要す

る状態のこと。 

ら 

ライフステージ 

本計画では乳幼児期（０～６歳）、学齢期（７～17 歳）、若年

期（18～39歳）、中年期（40～64歳）、高齢期（65歳以上）の

５区分とした。 

 

65歳健康寿命 

65 歳の人が、何らかの障害のために要介護認定を受けるまで

の状態を健康と考え、その障害のために認定を受ける年齢を

平均的に表すもの。「65歳＋該当認定までの平均自立期間」か

ら算出。 

 

６０２４（ロク

マルニイヨン） 

60 歳で 24 本以上の歯を保有する者の割合を歯科保健対策の

指標として設定している。８０２０運動が推進される一方、歯

の喪失が急増する（平均２年に１～２本の歯が喪失）50 歳前

後に対し、より身近な目標として、平成 25（2013）年度に健

康日本 21（第 2 次）で『歯と口腔の健康』に関する目標とし

て新たに加えられた。 

 
ロコモティブ 

シンドローム 

骨、関節、筋肉等の運動器の働きが衰えることにより、暮らし

の中の自立度が低下し、介護が必要になり、寝たきりになる可

能性が高くなる状態。 

 
ローリング 

ストック 

普段の食料品を少し多めに買い置きし、使った分を補充する

備蓄方法のこと。 

【p106コラム参照】 
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２ 第３次保健計画の指標一覧 

 
基本 

方針 

具体的 

取組 
指標 現状値 目標値 

１ （１） 
からだの健康づくりに関する情報を、多様な手法で発

信（啓発）する 
－ － 

１ （１） 各種健康診査受診率 － 増やす 

１ （２） 
こころの健康づくりに関する情報を、多様な手法で発

信（啓発）する 
－ － 

１ （３） 相談窓口の認知度 － 増やす 

１ （３） メ－ル配信サ－ビス登録者数 6,569 人 増やす 

２ （１） 妊娠届時の面談実施率 98.6％ 増やす 

２ （１） 妊産婦育児教室事業参加者数 2,154 人 増やす 

２ （１） 妊産婦育児教室事業の充実 － － 

２ （１） ３～４か月児健康診査受診率 98.8％ 100％に近づける 

２ （１） １歳６か月児健康診査受診率 98.1％ 100％に近づける 

２ （１） ３歳児健康診査受診率 96.7％ 100％に近づける 

２ （１） むし歯のない３歳児の割合 93.3％ 増やす 

２ （２） 
運動をしていない割合（授業を除

く） 

小学校５年生男子 

小学校５年生女子 

中学校２年生男子 

中学校２年生女子 

3.7％ 

3.7％ 

5.8％ 

13.5％ 

減らす 

２ （２） 

平日の就寝時間が遅い者の割合

（小５は 23 時以降、中２は 24時

以降） 

小学校５年生男子 

小学校５年生女子 

中学校２年生男子 

中学校２年生女子 

6.3％ 

6.0％ 

11.2％ 

13.0％ 

減らす 

２ （２） 歯肉に炎症所見のある 12 歳の割合 15.0％ 減らす 

２ （２） むし歯のない 12 歳の割合 73.8％ 増やす 

２ （３） 
運動頻度（30 分以上の軽く汗をかく運動）「運動して

いない」割合 
40.2％ 減らす 

２ （３） 睡眠での休息が十分あるいはまあとれている人の割合 64.2％ 増やす 

２ （３） 歯周病を有する 20 歳代の割合 33.3％ 減らす 

２ （３） 喫煙率 
男性 

女性 

16.1％ 

6.2％ 
減らす 

２ （３） 常飲酒者割合 
男性 

女性 

12.1％ 

7.5％ 
減らす 

２ （４） 
運動頻度（30 分以上の軽く汗をかく運動）「運動して

いない」割合 
37.3％ 減らす 

２ （４） 睡眠での休息が十分あるいはまあとれている人の割合 64.8％ 増やす 

２ （４） 進行した歯周病を有する 40 歳代の割合 31.6％ 減らす 
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基本 

方針 

具体的 

取組 
指標 現状値 目標値 

２ （４） 喫煙率 
男性 

女性 

24.8％ 

9.5％ 
減らす 

２ （４） 常飲酒者割合 
男性 

女性 

40.3％ 

22.6％ 
減らす 

２ （５） 
運動頻度（30 分以上の軽く汗をかく運動）「運動して

いない」割合 
25.7％ 減らす 

２ （５） 睡眠での休息が十分あるいはまあとれている人の割合 79.9％ 増やす 

２ （５） ８０２０を達成した 75～84 歳の割合 70.7％ 増やす 

２ （５） 住民主体の通いの場等への参加者数 9,451 人 増やす 

２ （５） 喫煙率 
男性 

女性 

15.6％ 

3.3％ 
減らす 

２ （５） 常飲酒者割合 
男性 

女性 

40.6％ 

13.9％ 
減らす 

３ （１） 妊婦健康診査受診率 96.1％ 100％に近づける 

３ （１） 産婦健診受診率 97.8％ 100％に近づける 

３ （１） 【再掲】３～４か月児健康診査受診率 98.8％ 100％に近づける 

３ （１） 【再掲】１歳６か月児健康診査受診率 98.1％ 100％に近づける 

３ （１） 【再掲】３歳児健康診査受診率 96.7％ 100％に近づける 

３ （１） 乳幼児定期予防接種接種率 93.5％ 100％に近づける 

３ （１） 児童・生徒健康検査受診率 99.0％ 100％に近づける 

３ （１） 若年層健康診査受診者数 587 人 増やす 

３ （１） 成人健康診査受診率 40.7％ 60％ 

３ （１） 特定健康診査受診率 53.0％ 60％ 

３ （１） 後期高齢者医療健康診査受診率 66.9％ 増やす 

３ （１） 肝炎ウイルス検診受診率 14.3％ 増やす 

３ （１） 骨粗しょう症検診受診率 15.4％ 増やす 

３ （１） 成人歯科健康診査受診率 4.1％ 増やす 

３ （１） 胃がん検診受診率 4.7％ 50％ 

３ （１） 肺がん検診受診率 2.5％ 50％ 

３ （１） 大腸がん検診受診率 11.6％ 50％ 

３ （１） 子宮頸がん検診受診率 27.8％ 50％ 

３ （１） 乳がん検診受診率 18.1％ 50％ 

３ （１） 胃がん検診精密検査受診率 97.5％ 100％に近づける 
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基本 

方針 

具体的 

取組 
指標 現状値 目標値 

３ （１） 肺がん検診精密検査受診率 100％ 100％に近づける 

３ （１） 大腸がん検診精密検査受診率 92.5％ 100％に近づける 

３ （１） 子宮頸がん検診精密検査受診率 97.0％ 100％に近づける 

３ （１） 乳がん検診精密検査受診率 98.6％ 100％に近づける 

３ （２） ゲ－トキ－パ－養成講座受講者数 873 名 増やす 

３ （２） 
Ｋ６（抑うつ傾向）得点が５点以上（抑

うつ傾向が軽度以上の人）の割合 

若年者 

中年者 

高齢者 

46.2％ 

39.8％ 

37.9％ 

減らす 

３ （２） 

被援助思考「人に相談したり援助を求め

るとき、いつも心苦しさを感じる」に当

てはまる者の割合 

若年者 

中年者 

高齢者 

28.2％ 

23.2％ 

19.4％ 

減らす 

３ （３） 特定保健指導実施率 13.8％ 増やす 

３ （３） 健診異常値放置者受診勧奨事業 23.7％ 増やす 

３ （３） 生活習慣病治療中断者受診勧奨事業 18.0％ 増やす 

３ （３） 糖尿病性腎症重症化予防事業 7.0％ 増やす 

３ （４） かかりつけ医のいる高齢者の割合 83.4％ 増やす 

３ （４） かかりつけ歯科医のいる高齢者の割合 73.4％ 増やす 

３ （４） かかりつけ薬局がある高齢者の割合 64.0％ 増やす 

４ （１） 元気いっぱいサポ－タ－登録者数 1,388 人 増やす 

４ （１） 地域で活動しているサポ－タ－リ－ダ－の割合 77.4％ 増やす 

４ （２） 連携団体・企業数 － 増やす 

４ （３） 
地域から孤立していると感じる頻度が

高い者の割合 

若年者 

中年者 

高齢者 

16.6％ 

15.5％ 

13.4％ 

減らす 

４ （４） 食料・飲料水を備蓄していない人の割合 43.1％ 減らす 
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３ 第３次食育推進計画の指標一覧 

 
基本 

方針 

具体的 

取組 
指標 現状値 目標値 

１ （１） 
健全な食生活に関する情報を、多様な手法で発信（啓

発）する 
－ － 

１ （２） 
主食・主菜・副菜を１日２回以上ほぼ毎日とっている

人の割合 
57.4％ 増やす 

１ （２） １日３回野菜を食べている人の割合 
男性 

女性 

19.8％ 

26.2％ 
増やす 

１ （３） 食料・飲料水を備蓄していない人の割合【再掲】 43.1％ 減らす 

１ （３） 食品表示の活用に関する普及啓発を実施する － － 

１ （３） 食中毒予防に関する普及啓発を実施する － － 

２ （１） 朝食を欠食している子どもの割合 2.5％ ０に近づける 

２ （１） むし歯のない３歳児の割合 93.3％ 増やす 

２ （１） 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる家庭の割合 － 増やす 

２ （２） 
朝食を欠食している児童・生徒の

割合 

小学校５年生 

中学校２年生 

11.1％ 

15.6％ 
減らす 

２ （３） 
主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上ほぼ

毎日とっている若年者の割合 
39.0％ 増やす 

２ （３） 朝食を週に３日以上欠食している若年者の割合 25.5％ 減らす 

２ （４） 
メタボリックシンドロ－ム該当者・予備

群の割合 

男性 

女性 

47％ 

15％ 
減らす 

２ （４） 
早期からのフレイルの予防に関する普及啓発を実施す

る 
－ － 

２ （５） 低栄養傾向の高齢者の割合 
男性 

女性 

11.7％ 

23.1％ 
減らす 

２ （５） お茶や汁物等でむせることがある人の割合 － 減らす 

２ （６） 妊産婦に推奨されている食に関する認知度 － 増やす 

２ （６） 妊婦歯科健康診査の受診率 37.9％ 増やす 

３ （１） 
新しい生活様式に対応した食を通じたコミュニケー 

ションに関する普及啓発を実施する 
－ － 

３ （２） 食育推進リ－ダ－と連携・協働した取組を実施する － － 

３ （２） 団体や企業等と連携・協働した取組を実施する － － 

３ （３） 府中市産の農産物を意識的に摂取している人の割合 22.6％ 増やす 

３ （３） 食品ロス削減に向けた普及啓発を実施する － － 

３ （３） 伝統的な食文化を伝える取組を実施する － － 

３ （４） 関係機関と連携して食環境を整備する － － 
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４ 府中市保健計画・食育推進計画推進協議会規則 

府中市保健計画・食育推進計画推進協議会規則 

平成 27年４月 28日 

規則第 42号 

改正平成 29年４月 24日規則第 37号 令和２年３月 31日規則第 44号 

(題名改正) 

（趣旨） 

第１条 この規則は、府中市附属機関の設置等に関する条例(平成 27 年３月

府中市条例第１号)第９条の規定に基づき、府中市保健計画・食育推進計画

推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

(令２規則 44・一部改正) 

（協議会の委員） 

第２条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 ２人以内 

（２）社会福祉関係団体の構成員 １人 

（３）医療関係団体の構成員 ２人以内 

（４）商工関係団体の構成員 ２人以内 

（５）農業関係団体の構成員 １人 

（６）健康増進又は介護予防のための運動を指導する者 １人 

（７）関係行政機関の職員 ２人以内 

（８）公募による市民 ２人以内 

(平 29規則 37・令２規則 44・一部改正) 

（会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（協議会の会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
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２ 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

(平 29規則 37・一部改正) 

（雑則） 

第５条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って定める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成 29年４月 24日規則第 37号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(令和２年３月 31日規則第 44号) 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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５ 府中市保健計画・食育推進計画推進協議会委員名簿 

 

No. 氏名 選出区分 所属 

１ ◎藤原 佳典 学識経験を有する者 東京都健康長寿医療センター研究所 

２ 〇酒井 治子 学識経験を有する者 東京家政学院大学 

３ 芦川 伊智郎 社会福祉関係団体の構成員 府中市社会福祉協議会 

４ 井手 徳彦 医療関係団体の構成員 府中市医師会 

５ 黒米 俊哉 医療関係団体の構成員 府中市歯科医師会 

６ 恩田 茂 商工関係団体の構成員 むさし府中商工会議所 

７ 星野 浩伸 商工関係団体の構成員 （株）セブン-イレブン・ジャパン 

８ 池田 晃次 農業関係団体の構成員 マインズ農業協同組合 

９ 田邉 純子 
健康増進又は介護予防の 

ための運動を指導する者 
府中市立介護予防推進センター 

10 三輪 真美 関係行政機関の職員 多摩府中保健所保健対策課 

11 廣繁 理美 関係行政機関の職員 
多摩府中保健所生活環境安全課 

保健栄養担当 

12 清水 春美 公募による市民 府中市民 

13 平河 弘子 公募による市民 府中市民 

◎会長、〇副会長（敬称略） 
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６ 府中市保健計画・食育推進計画策定経過 

 

年月日 主な内容 

令和元年９月２日 

～９月 20 日 

令和元年度「健康と安全・安心な暮らし」に関する市民アンケ

ート調査実施 

令和２年４月 15 日 

～５月 11 日 

令和２年度元気いっぱいサポーターの取組に関するアンケー

ト調査実施 

令和２年５月 28 日 

 

第１回注１） 府中市保健計画・食育推進計画推進協議会 

〇策定の経緯について 

〇第３次保健・食育推進計画の構成について 

〇計画の位置付けと計画期間について 

〇２次計画の評価及び３次計画の体系について 

〇第３次保健・食育推進計画の策定に向けた検討スケジュー

ルについて 

令和２年７月８日 第２回 府中市保健計画・食育推進計画推進協議会 

〇第３次計画に掲載予定の保健・食育に関する市の統計デー

タについて 

〇第２次計画の評価について 

〇第３次計画の理念について 

〇第３次計画の体系について 

〇第３次計画の具体的取組について（一例） 

令和２年９月３日 第３回 府中市保健計画・食育推進計画推進協議会 

〇基本理念について 

〇基本方針及び施策体系について 

〇具体的取組について 

令和２年 10 月７日 第４回 府中市保健計画・食育推進計画推進協議会 

〇第３次保健・食育推進計画素案について 

令和２年 11 月 24 日 

～12 月 23 日 
パブリックコメント手続の実施 

令和３年１月 12 日 第５回注２） 府中市保健計画・食育推進計画推進協議会（中止） 

〇パブリックコメント手続の結果について 

〇概要版案について 

注１）新型コロナウイルス感染症の影響により書面にて開催した。 

注２）新型コロナウイルス感染症の影響により協議会は中止し、文書での報告とした。 
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７ 市民アンケート調査の概要 

（１）調査目的 

府中市では、第２次保健計画及び第２次食育推進計画を策定しており、計画

を効果的に推進するためには、定期的な評価による実態調査が求められている。

そこで、平成 27 年度に同様の形式で行った郵送調査方法で、健康関連指標、

社会行動（地域のつながり）、住環境等に関する調査を行い、文化センター圏

域別に、地域住民の健康度・健康施策ニーズの把握及び比較を行い、健康施策

の評価・策定の資料とすることを目的とする。 

（２）調査対象 

市内に住民登録のある 18歳以上の男女 

（３）抽出方法 

・無作為抽出（除外要件：要介護認定４以上の方、外国籍の方） 

・抽出及び対象要件基準日：令和元年７月１日 

（調査結果における年齢区分は令和元年７月１日時点のものとする） 

（４）調査方法 

郵送配布・郵送回収（督促礼状 1回） 

（５）調査期間 

令和元年９月２日～９月 20日 

（追加発送による回答期日延長：12月１日まで） 

（６）回収率 

・配布者数  21,300人（うち前回回答者数：3,842人） 

・有効回答者数 9,201人（回収率 43.2％） 

（７）分析方法 

・性別、世代別（若年者：18～39歳、中年者：40～64歳、高齢者：65歳以

上）の項目毎の集計及び分析 

・前回調査（平成 27年度）との比較分析 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

第３次府中市保健計画・第３次府中市食育推進計画 
 

発 行 日 令和３年３月 

編集・発行者 府中市福祉保健部健康推進課 

   〒１８３－００５５ 

   東京都府中市府中町２丁目２５ 

   電 話 ０４２－３６８－６５１１ 

   ＦＡＸ ０４２－３３４－５５４９ 

   Ｈ Ｐ https://www.city.fuchu.tokyo.jp 

 



 

 

 

 


